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供給約款変更認可申請書
 

東 北 電 営 料 第 号

平成 年 月 日

 
 
経済産業大臣 茂 木 敏 充  殿 

 
 
 

仙台市青葉区本町一丁目７番１号 

東 北 電 力 株 式 会 社 

取締役社長  海 輪 誠 

 
 
 
電気事業法第 条第 項の規定により次のとおり供給約款の変更の認可を受

けたいので申請します。 

 
 

変更の内容 別紙 電気供給約款のとおりであります。 

実 施 期 日 平成 年 月 日
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目―　4

Ⅰ 総 則 

適 用

⑴ 当社が，一般の需要（特定規模需要および特定電気事業が開始された供

給地点における需要を除きます。）に応じて電気を供給するときの電気料金

その他の供給条件は，この電気供給約款（以下「この供給約款」といいま

す。）によります。

⑵ この供給約款は，当社の供給区域である次の地域に適用いたします。

青森県，岩手県，秋田県，宮城県，山形県，福島県，新潟県

供給約款の認可および変更

⑴ この供給約款は，電気事業法第 条第 項の規定にもとづき，経済産業

大臣の認可を受けたものです。

⑵ 当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，

この供給約款を変更することがあります。この場合には，電気料金その他

の供給条件は，変更後の電気供給約款によります。

定 義

次の言葉は，この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

⑴ 低 圧

標準電圧 ボルトまたは ボルトをいいます。

⑵ 高 圧

標準電圧 ボルトをいいます。

⑶ 電 灯

白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装

置を含みます。）をいいます。

目－

調査等の委託 ·················································

調査に対するお客さまの協力···································

保安に対するお客さまの協力···································

検査または工事の受託 ·········································

自家用電気工作物 ·············································

附 則 ························································

別 表 ·······················································
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⒁ 貿 易 統 計

関税法にもとづき公表される統計をいいます。

⒂ 平均燃料価格算定期間

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定

する場合の期間とし，毎年 月 日から 月 日までの期間， 月 日か

ら 月 日までの期間， 月 日から 月 日までの期間， 月 日から

月 日までの期間， 月 日から 月 日までの期間， 月 日から

月 日までの期間， 月 日から 月 日までの期間， 月 日から 月

日までの期間， 月 日から 月 日までの期間， 月 日から 月

日までの期間， 月 日から翌年の 月 日までの期間または 月 日か

ら翌年の 月 日までの期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の 月 日

までの期間といたします。）をいいます。

単位および端数処理

この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処

理は，次のとおりといたします。

⑴ 契約負荷設備の個々の容量の単位は， ワットまたは ボルトアンペア

とし，その端数は，小数点以下第 位で四捨五入いたします。

⑵ 契約容量の単位は， キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以

下第 位で四捨五入いたします。

⑶ 契約電力の単位は， キロワットとし，その端数は，小数点以下第 位

で四捨五入いたします。ただし，低圧電力，臨時電力または農事用電力Ａ

については， （低圧電力）⑷を適用した場合に算定された値が キロワッ

ト以下となるときは，契約電力を キロワットといたします。また，農事

用電力Ｂで契約負荷設備の総入力が キロワット以下となる場合は，契約

電力を キロワットといたします。

⑷ 使用電力量の単位は， キロワット時とし，その端数は，小数点以下第

位で四捨五入いたします。

⑷ 小 型 機 器

主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の

低圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他のお客

さまの電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用で

きないものは除きます。

⑸ 動 力

電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

⑹ 契約負荷設備

契約上使用できる負荷設備をいいます。

⑺ 契約主開閉器

契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電

路をしゃ断し，お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいい

ます。

⑻ 契 約 電 流

契約上使用できる最大電流（アンペア）をいい，交流単相 線式標準電

圧 ボルトに換算した値といたします。

⑼ 契 約 容 量

契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。

⑽ 契 約 電 力

契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。

⑾ 夏 季

毎年 月 日から 月 日までの期間をいいます。

⑿ そ の 他 季

毎年 月 日から翌年の 月 日までの期間をいいます。

⒀ 再生可能エネルギー発電促進賦課金

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

（以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。） 第 条第 項に

定める賦課金をいいます。
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Ⅱ 契 約 の 申 込 み 

需給契約の申込み

⑴ お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は，あらかじめこの

供給約款を承認のうえ，次の事項を明らかにして，当社所定の様式によっ

て申込みをしていただきます。ただし，軽易な内容のものについては，口

頭，電話等による申込みを受け付けることがあります。

契約種別，供給電気方式，需給地点，需要場所，供給電圧，契約負荷設

備，契約主開閉器，契約電流，契約容量，契約電力，発電設備，業種，用

途，使用開始希望日，使用期間および料金の支払方法

⑵ 契約負荷設備，契約電流，契約容量および契約電力については， 年間

を通じての最大の負荷を基準として，お客さまから申し出ていただきます。

この場合， 年間を通じての最大の負荷を確認するため，必要に応じて使

用開始希望日以降 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただき

ます。

⑶ 供給設備の工事を要する場合は，用地事情等により供給開始までに長期

間を要することがあるため，原則として，あらかじめ当社の供給設備の状

況等について照会していただき，申込みをしていただきます。

⑷ 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は，

無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また，お客さ

まが保安等のために必要とされる電気については，その容量を明らかにし

ていただき，保安用の発電設備の設置，蓄電池装置の設置等必要な措置を

講じていただきます。

需給契約の成立および契約期間

⑴ 需給契約は，申込みを当社が承諾したときに成立いたします。

⑵ 契約期間は，次によります。

⑸ 力率の単位は， パーセントとし，その端数は，小数点以下第 位で四

捨五入いたします。

⑹ 料金その他の計算における合計金額の単位は， 円とし，その端数は，

切り捨てます。

実 施 細 目

この供給約款の実施上必要な細目的事項は，この供給約款の趣旨に則り，

そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
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合には，共用する部分を原則として 需要場所といたします。

イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。

ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有

すること。

ロ 居住用以外の建物の場合

建物に会計主体の異なる部分がある場合で，各部分の間が固定的な

隔壁で明確に区分され，かつ，共用する部分がないときまたは各部分の

所有者が異なるときは，各部分をそれぞれ 需要場所とすることができ

ます。この場合には，共用する部分を原則として 需要場所といたしま

す。

ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合

建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は，ロに準ずるも

のといたします。ただし，アパートと店舗からなる建物等居住用部分と

居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場

合は，居住用部分に限りイに準ずるものといたします。

ニ そ の 他

構内に属さず，かつ，建物から独立して施設される街路灯等の場合は，

施設場所を 需要場所とすることができます。

需給契約の単位

当社は，次の場合を除き， 需要場所について 契約種別を適用して，

需給契約を結びます。

⑴ 需要場所において，次の 以上の契約種別を契約する場合または次の

契約種別とこれ以外の 契約種別（⑵の場合は， 契約種別といたします。）

とをあわせて契約する場合

臨時電灯のうちの 契約種別，臨時電力，農事用電力

⑵ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で，定額電灯と低

イ 契約期間は，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂの場合を除き，

需給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降 年目の日までとい

たします。

ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は，需

給契約は，契約期間満了後も 年ごとに同一条件で継続されるものとい

たします。

ハ 臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂの契約期間は，需給契約が成

立した日から，あらかじめ定めた契約使用期間（契約上電気を使用でき

る期間をいいます。）の満了の日までといたします。

需 要 場 所

⑴ 当社は，原則として， 構内をなすものは 構内を 需要場所とし，こ

れによりがたい場合には，⑵および⑶によります。

なお， 構内をなすものとは，さく，へい等によって区切られ公衆が自

由に出入りできない区域であって，原則として区域内の各建物が同一会計

主体に属するものをいいます。

⑵ 当社は， 建物をなすものは 建物を 需要場所とし，これによりがた

い場合には，⑶によります。

なお， 建物をなすものとは，独立した 建物をいいます。ただし，複

数の建物であっても，それぞれが地上または地下において連結され，かつ，

各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有して

いると認められる場合は， 建物をなすものとみなします。また，看板灯，

庭園灯，門灯等建物に付属した屋外電灯は，建物と同一の需要場所といた

します。

⑶ 構内または建物の特殊な場合には，次によります。

イ 居住用の建物の場合

建物に会計主体の異なる部分がある場合で，次のいずれにも該当す

るときは，各部分をそれぞれ 需要場所とすることができます。この場
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たします。圧電力，または従量電灯のうちの 契約種別と低圧電力とをあわせて契約

する場合

供給の開始

⑴ 当社は，お客さまの需給契約の申込みを承諾した場合には，お客さまと

協議のうえ需給開始日を定め，供給準備その他必要な手続きを経たのち，

すみやかに電気を供給いたします。

⑵ 当社は，天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむをえない理由に

よって，あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らか

になった場合には，その理由をお知らせし，あらためてお客さまと協議の

うえ，需給開始日を定めて電気を供給いたします。

供給の単位

当社は，次の場合を除き， 需給契約につき， 供給電気方式， 引込み

および 計量をもって電気を供給いたします。

⑴ （連接引込線等）⑴の共同引込線による引込みで電気を供給する場合

⑵ その他技術上，経済上やむをえない場合

承諾の限界

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況（既に

消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払

われない場合を含みます。）その他によってやむをえない場合には，需給契約

の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は，その

理由をお知らせいたします。

需給契約書の作成

特別の事情がある場合で，お客さまが希望されるときまたは当社が必要と

するときは，電気の需給に関する必要な事項について，需給契約書を作成い
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たします。圧電力，または従量電灯のうちの 契約種別と低圧電力とをあわせて契約
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⑵ その他技術上，経済上やむをえない場合

承諾の限界

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況（既に

消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払

われない場合を含みます。）その他によってやむをえない場合には，需給契約

の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は，その

理由をお知らせいたします。

需給契約書の作成

特別の事情がある場合で，お客さまが希望されるときまたは当社が必要と

するときは，電気の需給に関する必要な事項について，需給契約書を作成い
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合には，交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとすることが

あります。

⑶ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

⑷ 料 金

料金は，需要家料金，電灯料金，小型機器料金および別表 （再生可能

エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計といたします。ただし，電灯料金または小型機器料金

は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調

整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定され

た平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 需要家料金

需要家料金は， 月につき次のとおりといたします。

契 約 に つ き 円 銭

ロ 電灯料金

イ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりといたし

ます。

ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭

ロ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括し

て容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

Ⅲ 契約種別および料金 

契 約 種 別 
契約種別は，次のとおりといたします。 

需 要 区 分 契 約 種 別 

電

灯

需

要 

定 額 電 灯 

従 量 電 灯 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

臨 時 電 灯 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

公 衆 街 路 灯 
Ａ 

Ｂ 

電 力 需 要 

低 圧 電 力 

臨 時 電 力 

農 事 用 電 力 
Ａ 

Ｂ 

定 額 電 灯

⑴ 適 用 範 囲

電灯または小型機器を使用する需要で，その総容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が ボル

トアンペア以下であるものに適用いたします。

⑵ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトま

たは ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，

供給電気方式および供給電圧については，お客さまに特別の事情がある場
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合には，交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとすることが

あります。

⑶ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

⑷ 料 金

料金は，需要家料金，電灯料金，小型機器料金および別表 （再生可能

エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計といたします。ただし，電灯料金または小型機器料金

は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調

整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定され

た平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 需要家料金

需要家料金は， 月につき次のとおりといたします。

契 約 に つ き 円 銭

ロ 電灯料金

イ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりといたし

ます。

ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭

ロ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括し

て容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたしま

Ⅲ 契約種別および料金 

契 約 種 別 
契約種別は，次のとおりといたします。 

需 要 区 分 契 約 種 別 

電

灯

需

要 

定 額 電 灯 

従 量 電 灯 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

臨 時 電 灯 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

公 衆 街 路 灯 
Ａ 

Ｂ 

電 力 需 要 

低 圧 電 力 

臨 時 電 力 

農 事 用 電 力 
Ａ 

Ｂ 

定 額 電 灯

⑴ 適 用 範 囲

電灯または小型機器を使用する需要で，その総容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が ボル

トアンペア以下であるものに適用いたします。

⑵ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトま

たは ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，

供給電気方式および供給電圧については，お客さまに特別の事情がある場
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ルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。

ハ 契約電流

イ 契約電流は， アンペアといたします。

ロ 当社は，契約電流に応じた電流制限器を取り付けます。ただし，お

客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられて

いる場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認め

られる場合には，当社は，電流制限器を取り付けないことがあります。

ニ 料 金

料金は，その 月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額

および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算定さ

れた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，

別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円

を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費

調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定

された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）

⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

最 低 料 金 契約につき最初の キロワット時まで 円 銭

電力量料金 上記をこえる キロワット時につき 円 銭

⑵ 従量電灯Ｂ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。

イ 契約電流が アンペア以上であり，かつ， アンペア以下であるこ

と。

ロ 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約電流

と契約電力との合計（この場合， アンペアを キロワットとみなし

ます。）が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，お

す。）を算定し，その容量につき ボルトアンペアを ワットとみなし

て電灯料金を適用いたします。

ハ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容量につ

き ボルトアンペアを ワットとみなして電灯料金を適用いたしま

す。

ハ 小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力換算容

量〕によって換算するものといたします。）に応じ 月につき次のとおり

といたします。

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの 機器に

つき
円 銭

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルトアンペア

までごとに
円 銭

従 量 電 灯

⑴ 従量電灯Ａ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。

イ 使用する最大電流（交流単相 線式標準電圧 ボルトに換算した値

といたします。）が アンペア以下であること。

ロ 定額電灯を適用できないこと。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトも

しくは ボルトまたは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボ
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ルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。

ハ 契約電流

イ 契約電流は， アンペアといたします。

ロ 当社は，契約電流に応じた電流制限器を取り付けます。ただし，お

客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられて

いる場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認め

られる場合には，当社は，電流制限器を取り付けないことがあります。

ニ 料 金

料金は，その 月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額

および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算定さ

れた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，

別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円

を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費

調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定

された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）

⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

最 低 料 金 契約につき最初の キロワット時まで 円 銭

電力量料金 上記をこえる キロワット時につき 円 銭

⑵ 従量電灯Ｂ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。

イ 契約電流が アンペア以上であり，かつ， アンペア以下であるこ

と。

ロ 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約電流

と契約電力との合計（この場合， アンペアを キロワットとみなし

ます。）が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，お

す。）を算定し，その容量につき ボルトアンペアを ワットとみなし

て電灯料金を適用いたします。

ハ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力換算

容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容量につ

き ボルトアンペアを ワットとみなして電灯料金を適用いたしま

す。

ハ 小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力換算容

量〕によって換算するものといたします。）に応じ 月につき次のとおり

といたします。

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの 機器に

つき
円 銭

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルトアンペア

までごとに
円 銭

従 量 電 灯

⑴ 従量電灯Ａ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するもの

に適用いたします。

イ 使用する最大電流（交流単相 線式標準電圧 ボルトに換算した値

といたします。）が アンペア以下であること。

ロ 定額電灯を適用できないこと。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトも

しくは ボルトまたは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボ
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とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定され

た燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

最初の キロワット時までの キロワット時につき 円 銭

キロワット時をこえ キロワット時までの キロワット

時につき
円 銭

キロワット時をこえる キロワット時につき 円 銭

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次

の最低月額料金を下回る場合は，その 月の料金は，次の最低月額料

金および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算

定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。

契 約 に つ き 円 銭

⑶ 従量電灯Ｃ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するもの

客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設備

の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認

めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約電流と契約電力との合計が

キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトま

たは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波数は，

標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電

圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧

ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとすることがありま

す。

ハ 契約電流

イ 契約電流は， アンペア， アンペア， アンペア， アンペア，

アンペア， アンペアまたは アンペアのいずれかとし，お客さま

の申出によって定めます。

ロ 当社は，契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置（以下

「電流制限器等」といいます。）を取り付けます。ただし，お客さまに

おいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合

等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場

合には，当社は，電流制限器等を取り付けないことがあります。

ニ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの
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とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定され

た燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

最初の キロワット時までの キロワット時につき 円 銭

キロワット時をこえ キロワット時までの キロワット

時につき
円 銭

キロワット時をこえる キロワット時につき 円 銭

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次

の最低月額料金を下回る場合は，その 月の料金は，次の最低月額料

金および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算

定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。

契 約 に つ き 円 銭

⑶ 従量電灯Ｃ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するもの

客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設備

の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認

めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約電流と契約電力との合計が

キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトま

たは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波数は，

標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電

圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧

ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとすることがありま

す。

ハ 契約電流

イ 契約電流は， アンペア， アンペア， アンペア， アンペア，

アンペア， アンペアまたは アンペアのいずれかとし，お客さま

の申出によって定めます。

ロ 当社は，契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置（以下

「電流制限器等」といいます。）を取り付けます。ただし，お客さまに

おいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合

等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場

合には，当社は，電流制限器等を取り付けないことがあります。

ニ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの
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容量の算定）によって総容量を定めます。

最初の キロボルトアンペアにつき パーセント

次の キロボルトアンペアにつき パーセント

次の キロボルトアンペアにつき パーセント

キロボルトアンペアをこえる部分につき パーセント

ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合には，契約容量は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流に

もとづき，別表 （契約容量および契約電力の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定し

ていただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ホ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

に適用いたします。

イ 契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として

キロボルトアンペア未満であること。

ロ 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約容量

と契約電力との合計（この場合， キロボルトアンペアを キロワッ

トとみなします。）が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，お

客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設備

の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認

めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約容量と契約電力との合計が

キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトお

よび ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただ

し，供給電気方式および供給電圧については，技術上または当社の供給

設備の都合でやむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧 ボルト

もしくは ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとすること

があります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 契約容量

イ 契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出

力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に次の係

数を乗じてえた値といたします。ただし，差込口の数と電気機器の数

が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表 （契約負荷設備の総
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容量の算定）によって総容量を定めます。

最初の キロボルトアンペアにつき パーセント

次の キロボルトアンペアにつき パーセント

次の キロボルトアンペアにつき パーセント

キロボルトアンペアをこえる部分につき パーセント

ロ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される

場合には，契約容量は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流に

もとづき，別表 （契約容量および契約電力の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定し

ていただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ホ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

に適用いたします。

イ 契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として

キロボルトアンペア未満であること。

ロ 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約容量

と契約電力との合計（この場合， キロボルトアンペアを キロワッ

トとみなします。）が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，お

客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設備

の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認

めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約容量と契約電力との合計が

キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場

合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す

ることがあります。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトお

よび ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただ

し，供給電気方式および供給電圧については，技術上または当社の供給

設備の都合でやむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧 ボルト

もしくは ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとすること

があります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 契約容量

イ 契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出

力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に次の係

数を乗じてえた値といたします。ただし，差込口の数と電気機器の数

が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表 （契約負荷設備の総

Ｔ01-02電気供給約款-本編.indd   17 2013/02/06   20:53:15



―　　―18

によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合

は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加え

たものといたします。

総容量が ボルトアンペアまでの場合 円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

場合
円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

場合 ボルトアンペアまでごとに
円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ キロボルトアンペアまで

の場合
円 銭

総容量が キロボルトアンペアをこえ キロボルトアンペア

までの場合 キロボルトアンペアまでごとに
円 銭

ニ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合

で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了

の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ａを適用いたします。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，定額電灯

に準ずるものといたします。

⑵ 臨時電灯Ｂ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，契

約電流が アンペア以上であり，かつ， アンペア以下であるものに適

用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用する需要には

適用いたしません。

ロ 契約電流

イ 契約電流は， アンペア， アンペアまたは アンペアのいずれか

とし，お客さまの申出によって定めます。

ロ 当社は，契約電流に応じて電流制限器等を取り付けます。ただし，

最初の キロワット時までの キロワット時につき 円 銭

キロワット時をこえ キロワット時までの キロワット

時につき
円 銭

キロワット時をこえる キロワット時につき 円 銭

臨 時 電 灯

⑴ 臨時電灯Ａ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，そ

の総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）が キロボルトアンペア以下であるものに適用

いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用する需要には適

用いたしません。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトま

たは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波数は，

標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電

圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧

ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとすることがありま

す。

ハ 料 金

料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力で表

示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の入力

換算容量〕によって換算するものといたします。）によって， 日につき

次によって算定された金額および別表 （再生可能エネルギー発電促進

賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

計といたします。ただし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定され

た平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニ
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によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合

は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加え

たものといたします。

総容量が ボルトアンペアまでの場合 円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

場合
円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

場合 ボルトアンペアまでごとに
円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ キロボルトアンペアまで

の場合
円 銭

総容量が キロボルトアンペアをこえ キロボルトアンペア

までの場合 キロボルトアンペアまでごとに
円 銭

ニ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合

で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了

の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ａを適用いたします。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，定額電灯

に準ずるものといたします。

⑵ 臨時電灯Ｂ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，契

約電流が アンペア以上であり，かつ， アンペア以下であるものに適

用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用する需要には

適用いたしません。

ロ 契約電流

イ 契約電流は， アンペア， アンペアまたは アンペアのいずれか

とし，お客さまの申出によって定めます。

ロ 当社は，契約電流に応じて電流制限器等を取り付けます。ただし，

最初の キロワット時までの キロワット時につき 円 銭

キロワット時をこえ キロワット時までの キロワット

時につき
円 銭

キロワット時をこえる キロワット時につき 円 銭

臨 時 電 灯

⑴ 臨時電灯Ａ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，そ

の総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等は，

各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算

するものといたします。）が キロボルトアンペア以下であるものに適用

いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用する需要には適

用いたしません。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトま

たは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波数は，

標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電

圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧

ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとすることがありま

す。

ハ 料 金

料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力で表

示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の入力

換算容量〕によって換算するものといたします。）によって， 日につき

次によって算定された金額および別表 （再生可能エネルギー発電促進

賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

計といたします。ただし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定され

た平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニ
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⑶ 臨時電灯Ｃ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，契

約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として キロボ

ルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし，毎年，一定期

間を限り，反復使用する需要には適用いたしません。

ロ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ハ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合

で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了

の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ｃを適用いたします。

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられ

ている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認

められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないことがあり

ます。

ハ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約電流 アンペアにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ニ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合

で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了

の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ｂを適用いたします。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電灯

Ｂに準ずるものといたします。
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⑶ 臨時電灯Ｃ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，契

約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として キロボ

ルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし，毎年，一定期

間を限り，反復使用する需要には適用いたしません。

ロ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ハ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合

で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了

の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ｃを適用いたします。

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられ

ている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認

められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないことがあり

ます。

ハ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約電流 アンペアにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ニ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合

で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了

の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ｂを適用いたします。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電灯

Ｂに準ずるものといたします。
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ロ 電灯料金

ａ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりといた

します。

ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭

ｂ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括

して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）を算定し，その容量につき ボルトアンペアを ワット

とみなして電灯料金を適用いたします。

ｃ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容量

につき ボルトアンペアを ワットとみなして電灯料金を適用いた

します。

ハ 小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力

換算容量〕によって換算するものといたします。） に応じ 月につき

次のとおりといたします。

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの 機器に

つき
円 銭

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルトアンペア

までごとに
円 銭

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電灯

Ｃに準ずるものといたします。

公衆街路灯

⑴ 公衆街路灯Ａ

イ 適用範囲

公衆のために，一般道路，橋，公園等に照明用として設置された電灯

または火災報知機灯，消火せん標識灯，交通信号灯，海空路標識灯その

他これに準ずる電灯もしくは小型機器（以下「公衆街路灯」といいます。）

を使用する需要で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示

されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）が キロボルトアンペア

未満であるものに適用いたします。ただし，昼間にも継続して使用され

るものについては，お客さまと当社との協議によって公衆街路灯Ｂを適

用することがあります。

ロ 料 金

料金は，需要家料金，電灯料金，小型機器料金および別表 （再生可

能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，電灯料金または小型機

器料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格

が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定さ

れた燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イに

よって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃

料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたし

ます。

イ 需要家料金

需要家料金は， 月につき次のとおりといたします。

契 約 に つ き 円 銭
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ロ 電灯料金

ａ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりといた

します。

ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭

ｂ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括

して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）を算定し，その容量につき ボルトアンペアを ワット

とみなして電灯料金を適用いたします。

ｃ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容量

につき ボルトアンペアを ワットとみなして電灯料金を適用いた

します。

ハ 小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力

換算容量〕によって換算するものといたします。） に応じ 月につき

次のとおりといたします。

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの 機器に

つき
円 銭

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルトアンペア

までごとに
円 銭

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電灯

Ｃに準ずるものといたします。

公衆街路灯

⑴ 公衆街路灯Ａ

イ 適用範囲

公衆のために，一般道路，橋，公園等に照明用として設置された電灯

または火災報知機灯，消火せん標識灯，交通信号灯，海空路標識灯その

他これに準ずる電灯もしくは小型機器（以下「公衆街路灯」といいます。）

を使用する需要で，その総容量（入力といたします。なお，出力で表示

されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）が キロボルトアンペア

未満であるものに適用いたします。ただし，昼間にも継続して使用され

るものについては，お客さまと当社との協議によって公衆街路灯Ｂを適

用することがあります。

ロ 料 金

料金は，需要家料金，電灯料金，小型機器料金および別表 （再生可

能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，電灯料金または小型機

器料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格

が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定さ

れた燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イに

よって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃

料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたし

ます。

イ 需要家料金

需要家料金は， 月につき次のとおりといたします。

契 約 に つ き 円 銭
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ニ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次

の最低月額料金を下回る場合は，その 月の料金は，次の最低月額料

金および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算

定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。

契 約 に つ き 円 銭

ホ そ の 他

イ 広告用の電灯等を使用される場合は，配線設備を公衆街路灯と分離

して施設していただき，それぞれについて 需給契約を結びます。た

だし，技術上，経済上一括して電気を供給することが適当と認められ

る場合は，一括して公衆街路灯Ｂを適用することがあります。

ハ そ の 他

イ 広告用の電灯等を使用される場合は，配線設備を公衆街路灯と分離

して施設していただき，それぞれについて 需給契約を結びます。た

だし，技術上，経済上一括して電気を供給することが適当と認められ

る場合は，一括して公衆街路灯Ａを適用することがあります。

ロ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，定額電灯

に準ずるものといたします。

⑵ 公衆街路灯Ｂ

イ 適用範囲

公衆街路灯を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用い

たします。

イ 契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として

キロボルトアンペア未満であること。

ロ 公衆街路灯Ａを適用できないこと。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトま

たは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波数は，

標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電

圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧

ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとすることがありま

す。

ハ 契約容量

契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力

で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。）といたします。た

だし，契約負荷設備の総容量が キロボルトアンペア未満の場合は，

キロボルトアンペアといたします。
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ニ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，電力量料金は，別表 （燃料費調整）

⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まった

く電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ハ 最低月額料金

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次

の最低月額料金を下回る場合は，その 月の料金は，次の最低月額料

金および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算

定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。

契 約 に つ き 円 銭

ホ そ の 他

イ 広告用の電灯等を使用される場合は，配線設備を公衆街路灯と分離

して施設していただき，それぞれについて 需給契約を結びます。た

だし，技術上，経済上一括して電気を供給することが適当と認められ

る場合は，一括して公衆街路灯Ｂを適用することがあります。

ハ そ の 他

イ 広告用の電灯等を使用される場合は，配線設備を公衆街路灯と分離

して施設していただき，それぞれについて 需給契約を結びます。た

だし，技術上，経済上一括して電気を供給することが適当と認められ

る場合は，一括して公衆街路灯Ａを適用することがあります。

ロ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，定額電灯

に準ずるものといたします。

⑵ 公衆街路灯Ｂ

イ 適用範囲

公衆街路灯を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用い

たします。

イ 契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として

キロボルトアンペア未満であること。

ロ 公衆街路灯Ａを適用できないこと。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルトま

たは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波数は，

標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給電

圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧

ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとすることがありま

す。

ハ 契約容量

契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出力

で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。）といたします。た

だし，契約負荷設備の総容量が キロボルトアンペア未満の場合は，

キロボルトアンペアといたします。
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別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）

についてそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じ

てえた値といたします。ただし，電気機器の試験用に電気を使用される

場合等特別の事情がある場合は，その回路において使用される最大電流

を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただ

き，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみな

します。この場合，その容量は別表 （契約容量および契約電力の算定

方法）に準じて算定し，ロの係数を乗じないものといたします。

イ 契約負荷設備のうち

最大の入力

のものから

最初の 台の入力につき パーセント

次の 台の入力につき パーセント

上記以外のものの入力につき パーセント

ロ イによってえた値の合計のうち

最初の キロワットにつき パーセント

次の キロワットにつき パーセント

次の キロワットにつき パーセント

キロワットをこえる部分につき パーセント

ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場

合には，契約電力は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもと

づき，別表 （契約容量および契約電力の算定方法）により算定された

値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただ

きます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

⑸ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発電

促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引または割増

ロ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電灯

Ｃに準ずるものといたします。

低 圧 電 力

⑴ 適 用 範 囲

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。

イ 契約電力が原則として キロワット未満であること。

ロ 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は，契約電流（こ

の場合， アンペアを キロワットとみなします。）または契約容量（こ

の場合， キロボルトアンペアを キロワットとみなします。）と契約

電力との合計が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で，お客

さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設備の状

況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたと

きは，イに該当し，かつ，ロの契約電流または契約容量と契約電力との合

計が キロワット以上であるものについても適用することがあります。こ

の場合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。

⑵ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流 相 線式標準電圧 ボルトと

し，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式

および供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線

式標準電圧 ボルトもしくは ボルトまたは交流単相 線式標準電圧

ボルトおよび ボルトとすることがあります。

⑶ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

⑷ 契 約 電 力

イ 契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は，
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別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）

についてそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じ

てえた値といたします。ただし，電気機器の試験用に電気を使用される

場合等特別の事情がある場合は，その回路において使用される最大電流

を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただ

き，その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみな

します。この場合，その容量は別表 （契約容量および契約電力の算定

方法）に準じて算定し，ロの係数を乗じないものといたします。

イ 契約負荷設備のうち

最大の入力

のものから

最初の 台の入力につき パーセント

次の 台の入力につき パーセント

上記以外のものの入力につき パーセント

ロ イによってえた値の合計のうち

最初の キロワットにつき パーセント

次の キロワットにつき パーセント

次の キロワットにつき パーセント

キロワットをこえる部分につき パーセント

ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場

合には，契約電力は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもと

づき，別表 （契約容量および契約電力の算定方法）により算定された

値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定していただ

きます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認

いたします。

⑸ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発電

促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の

合計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引または割増

ロ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電灯

Ｃに準ずるものといたします。

低 圧 電 力

⑴ 適 用 範 囲

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。

イ 契約電力が原則として キロワット未満であること。

ロ 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は，契約電流（こ

の場合， アンペアを キロワットとみなします。）または契約容量（こ

の場合， キロボルトアンペアを キロワットとみなします。）と契約

電力との合計が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で，お客

さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設備の状

況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたと

きは，イに該当し，かつ，ロの契約電流または契約容量と契約電力との合

計が キロワット以上であるものについても適用することがあります。こ

の場合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設

することがあります。

⑵ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流 相 線式標準電圧 ボルトと

し，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式

および供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線

式標準電圧 ボルトもしくは ボルトまたは交流単相 線式標準電圧

ボルトおよび ボルトとすることがあります。

⑶ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

⑷ 契 約 電 力

イ 契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は，
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たします。この場合，電気機器の力率は，別表 （進相用コンデンサ取

付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあ

るものについては パーセント，取り付けてないものについては パー

セント，電熱器については パーセントといたします。

なお，まったく電気を使用しないその 月の力率は， パーセントと

みなします。

ニ そ の 他

時報用または警報用のみに使用する場合は，基本料金のみといたしま

す。この場合の力率は， パーセントとみなします。

⑹ そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで

きません。

臨 時 電 力

⑴ 適 用 範 囲

動力を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，契約電力が原則とし

て キロワット未満であるものに適用いたします。ただし，毎年，一定期

間を限り，反復使用する需要には適用いたしません。

⑵ 契 約 電 力

契約電力は，低圧電力に準じて定めます。

⑶ 料 金

契約電力が， キロワット以下の場合は原則として定額制供給とし，

キロワットをこえる場合は従量制供給といたします。

イ 定額制供給の場合

料金は，次によって算定された金額および別表 （再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計といたします。ただし，契約電力が キロワットの場合の

料金は，契約電力が キロワットの場合の次によって算定された金額の

しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，

電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価

格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定さ

れた燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによ

って算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費

調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，契約電力

が キロワットの場合の基本料金は，契約電力が キロワットの場合の

基本料金の半額といたします。また，まったく電気を使用しない場合の

基本料金は，半額といたします。

契約電力 キロワットにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，夏

季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量に

はその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，計

量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に含まれ

る夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用

電力量といたします。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 （加重平均力率の算

定）により加重平均してえた値が， パーセントを上回る場合（⑷ロに

より契約電力を定める場合を含みます。）は，基本料金を パーセント割

引し， パーセントを下回る場合は，基本料金を パーセント割増しい
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たします。この場合，電気機器の力率は，別表 （進相用コンデンサ取

付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあ

るものについては パーセント，取り付けてないものについては パー

セント，電熱器については パーセントといたします。

なお，まったく電気を使用しないその 月の力率は， パーセントと

みなします。

ニ そ の 他

時報用または警報用のみに使用する場合は，基本料金のみといたしま

す。この場合の力率は， パーセントとみなします。

⑹ そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで

きません。

臨 時 電 力

⑴ 適 用 範 囲

動力を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，契約電力が原則とし

て キロワット未満であるものに適用いたします。ただし，毎年，一定期

間を限り，反復使用する需要には適用いたしません。

⑵ 契 約 電 力

契約電力は，低圧電力に準じて定めます。

⑶ 料 金

契約電力が， キロワット以下の場合は原則として定額制供給とし，

キロワットをこえる場合は従量制供給といたします。

イ 定額制供給の場合

料金は，次によって算定された金額および別表 （再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計といたします。ただし，契約電力が キロワットの場合の

料金は，契約電力が キロワットの場合の次によって算定された金額の

しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。また，

電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価

格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定さ

れた燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによ

って算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費

調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，契約電力

が キロワットの場合の基本料金は，契約電力が キロワットの場合の

基本料金の半額といたします。また，まったく電気を使用しない場合の

基本料金は，半額といたします。

契約電力 キロワットにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，夏

季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量に

はその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，計

量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に含まれ

る夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用

電力量といたします。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 （加重平均力率の算

定）により加重平均してえた値が， パーセントを上回る場合（⑷ロに

より契約電力を定める場合を含みます。）は，基本料金を パーセント割

引し， パーセントを下回る場合は，基本料金を パーセント割増しい
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量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に含

まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれ

の使用電力量といたします。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

力率割引および割増しは，従量制供給の場合に限り，低圧電力に準じ

て適用いたします。

⑷ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合

で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の

日までが 年未満となるときは，臨時電力を適用いたします。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電力に

準ずるものといたします。

農事用電力

⑴ 農事用電力Ａ（かんがい排水用電力）

イ 適用範囲

農事用のかんがい排水のために動力を使用する需要で，契約電力が原

則として キロワット未満であるものに適用いたします。

ロ 契約電力

契約電力は，低圧電力に準じて定めます。

ハ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

半額および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算

定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を適用いたします。

また，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定され

た燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによ

って算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料

費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたしま

す。

契約電力 キロワット 日につき 円 銭

ロ 従量制供給の場合

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引また

は割増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

また，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによ

って算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調

整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，

別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたも

のといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき （低圧電力）⑸イの該当料金の パーセ

ントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を使

用しない場合の基本料金は， （低圧電力）⑸イの該当料金の半額に

パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，

夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力
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量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に含

まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれ

の使用電力量といたします。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

力率割引および割増しは，従量制供給の場合に限り，低圧電力に準じ

て適用いたします。

⑷ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合

で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の

日までが 年未満となるときは，臨時電力を適用いたします。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電力に

準ずるものといたします。

農事用電力

⑴ 農事用電力Ａ（かんがい排水用電力）

イ 適用範囲

農事用のかんがい排水のために動力を使用する需要で，契約電力が原

則として キロワット未満であるものに適用いたします。

ロ 契約電力

契約電力は，低圧電力に準じて定めます。

ハ 料 金

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

半額および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算

定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を適用いたします。

また，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定され

た燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによ

って算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料

費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたしま

す。

契約電力 キロワット 日につき 円 銭

ロ 従量制供給の場合

料金は，基本料金，電力量料金および別表 （再生可能エネルギー発

電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課

金の合計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引また

は割増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

また，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによ

って算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調

整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，

別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたも

のといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき （低圧電力）⑸イの該当料金の パーセ

ントを割増ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を使

用しない場合の基本料金は， （低圧電力）⑸イの該当料金の半額に

パーセントを割増ししたものを適用いたします。

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，

夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力
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夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

力率割引および割増しは，低圧電力に準ずるものといたします。

ニ そ の 他

イ お客さまが契約使用期間内に電気の使用の休止の申出をされる場合

は，契約使用期間を変更いたします。

ロ お客さまが電気の使用を休止される場合には，当社は，引込線の切

断等の処置を行なうことがあります。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電力

に準ずるものといたします。

⑵ 農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）

イ 適用範囲

農事用の育苗温床のために電熱を使用する需要で，次のいずれにも該

当するものに適用いたします。

イ 月 日から 月 日までの 月の間（以下「契約設定期間」とい

います。）に契約使用期間を 日以上継続して設定するものであるこ

と。

ロ 契約電力が キロワット以下であること。

ロ 契約電力

契約電力は，契約負荷設備の総入力といたします。

ハ 料 金

料金は，次によって算定された金額および別表 （再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計といたします。ただし，契約電力が キロワットの場合の

料金は，契約電力が キロワットの場合の次によって算定された金額の

半額および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算

定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を適用いたします。

金の合計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引また

は割増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

また，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによ

って算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調

整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，

別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたも

のといたします。

なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，契約電

力が キロワットの場合の基本料金は，契約電力が キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。

なお， 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月の

基本料金は，半額といたします。また， 年の基本料金の合計は，電気

を使用する場合の基本料金の 月分（その 年の契約電力の最大値に

よって算定いたします。）を下回らないものといたします。

契約電力 キロワットにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，

夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力

量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に含

まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれ

の使用電力量といたします。
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夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

力率割引および割増しは，低圧電力に準ずるものといたします。

ニ そ の 他

イ お客さまが契約使用期間内に電気の使用の休止の申出をされる場合

は，契約使用期間を変更いたします。

ロ お客さまが電気の使用を休止される場合には，当社は，引込線の切

断等の処置を行なうことがあります。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電力

に準ずるものといたします。

⑵ 農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）

イ 適用範囲

農事用の育苗温床のために電熱を使用する需要で，次のいずれにも該

当するものに適用いたします。

イ 月 日から 月 日までの 月の間（以下「契約設定期間」とい

います。）に契約使用期間を 日以上継続して設定するものであるこ

と。

ロ 契約電力が キロワット以下であること。

ロ 契約電力

契約電力は，契約負荷設備の総入力といたします。

ハ 料 金

料金は，次によって算定された金額および別表 （再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進

賦課金の合計といたします。ただし，契約電力が キロワットの場合の

料金は，契約電力が キロワットの場合の次によって算定された金額の

半額および別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶によって算

定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計を適用いたします。

金の合計といたします。ただし，基本料金は，ハによって力率割引また

は割増しをする場合は，力率割引または割増しをしたものといたします。

また，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによ

って算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調

整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，

別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたも

のといたします。

なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，契約電

力が キロワットの場合の基本料金は，契約電力が キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。

なお， 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月の

基本料金は，半額といたします。また， 年の基本料金の合計は，電気

を使用する場合の基本料金の 月分（その 年の契約電力の最大値に

よって算定いたします。）を下回らないものといたします。

契約電力 キロワットにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，

夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力

量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に含

まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれ

の使用電力量といたします。
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Ⅳ 料金の算定および支払い
 

料金の適用開始の時期 

料金は，需給開始の日から適用いたします。ただし，あらかじめ需給契約

書を作成されたお客さまについては，供給準備着手前に需給開始延期の申入

れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始さ

れない場合を除き，原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用

いたします。

検 針 日

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったもの

とされる日といたします。

⑴ 検針は，お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日（当社がお客

さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準と

なる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。）に，各月ごと

に行ないます。ただし，やむをえない事情のある場合は，当社があらかじ

めお知らせした日以外の日に検針することがあります。

⑵ お客さまが不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日に検

針を行なったものといたします。

⑶ 当社は，次の場合には，⑴にかかわらず，各月ごとに検針を行なわない

ことがあります。

イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日まで

の期間が短い場合

ロ 非常変災等の場合

ハ その他特別の事情がある場合で，あらかじめお客さまの承諾をえたと

き

⑷ ⑶イの場合で，検針を行なわなかったときは，需給開始の直後のお客さ

また，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定され

た燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによ

って算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料

費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたしま

す。

なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。

契約電力
キロワット
につき

最初の 日まで 円 銭

日をこえる 日につき 円 銭

ニ そ の 他

イ 契約使用期間をあらかじめ設定していただきます。

ロ 契約設定期間が気象条件等により実際の育苗の期間と著しく異なる

場合には，当社は，契約設定期間を前後 月以内の範囲で変更するこ

とがあります。ただし，この場合であっても，契約設定期間の範囲は

月を上回らないものといたします。

ハ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ニ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電力

に準ずるものといたします。
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Ⅳ 料金の算定および支払い
 

料金の適用開始の時期 

料金は，需給開始の日から適用いたします。ただし，あらかじめ需給契約

書を作成されたお客さまについては，供給準備着手前に需給開始延期の申入

れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始さ

れない場合を除き，原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用

いたします。

検 針 日

検針日は，次により，実際に検針を行なった日または検針を行なったもの

とされる日といたします。

⑴ 検針は，お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日（当社がお客

さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準と

なる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。）に，各月ごと

に行ないます。ただし，やむをえない事情のある場合は，当社があらかじ

めお知らせした日以外の日に検針することがあります。

⑵ お客さまが不在等のため検針できなかった場合は，検針に伺った日に検

針を行なったものといたします。

⑶ 当社は，次の場合には，⑴にかかわらず，各月ごとに検針を行なわない

ことがあります。

イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日まで

の期間が短い場合

ロ 非常変災等の場合

ハ その他特別の事情がある場合で，あらかじめお客さまの承諾をえたと

き

⑷ ⑶イの場合で，検針を行なわなかったときは，需給開始の直後のお客さ

また，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定され

た燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによ

って算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料

費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたしま

す。

なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。

契約電力
キロワット
につき

最初の 日まで 円 銭

日をこえる 日につき 円 銭

ニ そ の 他

イ 契約使用期間をあらかじめ設定していただきます。

ロ 契約設定期間が気象条件等により実際の育苗の期間と著しく異なる

場合には，当社は，契約設定期間を前後 月以内の範囲で変更するこ

とがあります。ただし，この場合であっても，契約設定期間の範囲は

月を上回らないものといたします。

ハ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ニ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電力

に準ずるものといたします。
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し，次回の検針の結果の 月平均値（月数による平均値といたします。）に

よって精算いたします。ただし， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハに

該当する場合は，次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日

数に契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分

してえた値によって精算いたします。

ロ （検針日）⑷の場合，計量値を確認するときを除き，需給開始の日か

ら次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の

直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回

の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの

料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし， （料金の算定）

⑴イ，ロまたはハに該当する場合は，次回の検針の結果を料金の計算上

区分すべき期間の日数に契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値

の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力

量といたします。

ハ （検針日）⑸の場合の使用電力量は，原則として，前回の検針の結果

の 月平均値によるものとし，次回の検針の結果の 月平均値によって精

算いたします。ただし， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハに該当する

場合は，次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約

電流，契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた

値によって精算いたします。

⑵ 計量器の読みは，次によります。

イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし，指針が目盛

りの中間を示す場合は，その値が小さい目盛りによるものといたします。

ロ 乗率を有しない場合は，整数位までといたします。ただし，記録型計

量器により計量する場合は，最小位といたします。

ハ 乗率を有する場合は，最小位までといたします。

⑶ 使用電力量は，供給電圧と同位の電圧で計量いたします。

⑷ 当社は，検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。

まの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。

⑸ ⑶ロまたはハの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわな

い月については，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったもの

といたします。

料金の算定期間

⑴ 料金の算定期間は，前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以

下「検針期間」といいます。）といたします。ただし，電気の供給を開始し，

または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から直後の検

針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間と

いたします。

⑵ 定額制供給の場合または （使用電力量の計量）⑺の場合の料金の算定

期間は，⑴に準ずるものといたします。この場合，⑴にいう検針日は，そ

のお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし，臨時電灯，

臨時電力および農事用電力Ｂの料金の算定期間は，契約使用開始日から翌

月の応当日（契約使用開始日に対応する日をいいます。）の前日までの期間，

または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあり

ます。

使用電力量の計量

⑴ 使用電力量の計量は，電力量計の読みによるものとし，料金の算定期間

における使用電力量は，次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き，検針

日における電力量計の読み（需給契約が消滅した場合は，原則として消滅

日における電力量計の読みといたします。） と前回の検針日における電力

量計の読み（電気の供給を開始した場合は，原則として開始日における電

力量計の読みといたします。）の差引きにより算定（ 乗率を有する電力量

計の場合は，乗率倍するものといたします。）いたします。

イ （検針日）⑵の場合の使用電力量は，前回の検針の結果によるものと
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し，次回の検針の結果の 月平均値（月数による平均値といたします。）に

よって精算いたします。ただし， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハに

該当する場合は，次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日

数に契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分

してえた値によって精算いたします。

ロ （検針日）⑷の場合，計量値を確認するときを除き，需給開始の日か

ら次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の

直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回

の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの

料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし， （料金の算定）

⑴イ，ロまたはハに該当する場合は，次回の検針の結果を料金の計算上

区分すべき期間の日数に契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値

の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力

量といたします。

ハ （検針日）⑸の場合の使用電力量は，原則として，前回の検針の結果

の 月平均値によるものとし，次回の検針の結果の 月平均値によって精

算いたします。ただし， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハに該当する

場合は，次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約

電流，契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた

値によって精算いたします。

⑵ 計量器の読みは，次によります。

イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし，指針が目盛

りの中間を示す場合は，その値が小さい目盛りによるものといたします。

ロ 乗率を有しない場合は，整数位までといたします。ただし，記録型計

量器により計量する場合は，最小位といたします。

ハ 乗率を有する場合は，最小位までといたします。

⑶ 使用電力量は，供給電圧と同位の電圧で計量いたします。

⑷ 当社は，検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。

まの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。

⑸ ⑶ロまたはハの場合で，検針を行なわなかったときは，検針を行なわな

い月については，当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったもの

といたします。

料金の算定期間

⑴ 料金の算定期間は，前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以

下「検針期間」といいます。）といたします。ただし，電気の供給を開始し，

または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は，開始日から直後の検

針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間と

いたします。

⑵ 定額制供給の場合または （使用電力量の計量）⑺の場合の料金の算定

期間は，⑴に準ずるものといたします。この場合，⑴にいう検針日は，そ

のお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし，臨時電灯，

臨時電力および農事用電力Ｂの料金の算定期間は，契約使用開始日から翌

月の応当日（契約使用開始日に対応する日をいいます。）の前日までの期間，

または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあり

ます。

使用電力量の計量

⑴ 使用電力量の計量は，電力量計の読みによるものとし，料金の算定期間

における使用電力量は，次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き，検針

日における電力量計の読み（需給契約が消滅した場合は，原則として消滅

日における電力量計の読みといたします。） と前回の検針日における電力

量計の読み（電気の供給を開始した場合は，原則として開始日における電

力量計の読みといたします。）の差引きにより算定（ 乗率を有する電力量

計の場合は，乗率倍するものといたします。）いたします。

イ （検針日）⑵の場合の使用電力量は，前回の検針の結果によるものと
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イ 基本料金，最低料金，最低月額料金または定額制供給の料金は，別表

（日割計算の基本算式）⑴イにより日割計算をいたします。

ロ 電力量料金は，日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて

別表 （日割計算の基本算式）⑴ハにより算定いたします。ただし，従

量電灯の料金適用上の電力量区分については，別表 （日割計算の基本

算式）⑴ロにより日割計算をいたします。

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金または定額制供給の再

生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）は，日割計算の対象とな

る期間ごとの使用電力量に応じて別表 （日割計算の基本算式）⑴ニに

より算定いたします。

ニ イ，ロおよびハによりがたい場合は，これに準じて算定いたします。

⑵ （料金の算定）⑴イの場合により日割計算をするときは，日割計算対象

日数には開始日および再開日を含み，休止日，停止日および消滅日を除き

ます。

また， （料金の算定）⑴ロの場合により日割計算をするときは，変更後

の料金は，変更のあった日から適用いたします。

⑶ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金

は，その前後の力率にもとづいて，別表 （日割計算の基本算式）⑴イに

より日割計算をいたします。

⑷ 当社は，日割計算をする場合には，必要に応じてそのつど計量値の確認

をいたします。

料金の支払義務および支払期日

⑴ お客さまの料金の支払義務は，次の日に発生いたします。

イ 従量制供給の場合は，検針日といたします。ただし， （検針日）⑷の

場合の料金または （使用電力量の計量）⑴イもしくはハにより精算す

る場合の精算額については次回の検針日とし，また， （使用電力量の

計量）⑹の場合は，料金の算定期間の使用電力量が協議によって定めら

⑸ 計量器を取り替えた場合には，料金の算定期間における使用電力量は，

⑹の場合を除き，取付けおよび取外しした電力量計ごとに⑴に準じて計量

した使用電力量を合算してえた値といたします。

⑹ 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合に

は，料金の算定期間の使用電力量は，別表 （使用電力量の協定）を基準

として，お客さまと当社との協議によって定めます。

⑺ 従量制供給のお客さまについて，検針を行なうことが困難である等特別

の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電

力量は，別表 （使用電力量の協定）を基準として，お客さまと当社との

協議によって定めます。

⑻ 記録型計量器により計量する場合は，記録型計量器に記録された電力量

計の値の表示は行ないません。

料金の算定

⑴ 料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「 月」として算定いたし

ます。

イ 電気の供給を開始し，再開し，休止し，もしくは停止し，または需給

契約が消滅した場合

ロ 契約種別，契約負荷設備，契約電流，契約容量，契約電力，力率等を

変更したことにより，料金に変更があった場合

ハ （料金の算定期間）⑴の場合で検針期間の日数がその検針期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し， 日を上回

り，または下回るとき。

⑵ 料金は，需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

日 割 計 算

⑴ 当社は， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハの場合は，次により料金を

算定いたします。

Ｔ01-02電気供給約款-本編.indd   38 2013/02/06   20:53:21



―　　―39

イ 基本料金，最低料金，最低月額料金または定額制供給の料金は，別表

（日割計算の基本算式）⑴イにより日割計算をいたします。

ロ 電力量料金は，日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて

別表 （日割計算の基本算式）⑴ハにより算定いたします。ただし，従

量電灯の料金適用上の電力量区分については，別表 （日割計算の基本

算式）⑴ロにより日割計算をいたします。

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金または定額制供給の再

生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）は，日割計算の対象とな

る期間ごとの使用電力量に応じて別表 （日割計算の基本算式）⑴ニに

より算定いたします。

ニ イ，ロおよびハによりがたい場合は，これに準じて算定いたします。

⑵ （料金の算定）⑴イの場合により日割計算をするときは，日割計算対象

日数には開始日および再開日を含み，休止日，停止日および消滅日を除き

ます。

また， （料金の算定）⑴ロの場合により日割計算をするときは，変更後

の料金は，変更のあった日から適用いたします。

⑶ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金

は，その前後の力率にもとづいて，別表 （日割計算の基本算式）⑴イに

より日割計算をいたします。

⑷ 当社は，日割計算をする場合には，必要に応じてそのつど計量値の確認

をいたします。

料金の支払義務および支払期日

⑴ お客さまの料金の支払義務は，次の日に発生いたします。

イ 従量制供給の場合は，検針日といたします。ただし， （検針日）⑷の

場合の料金または （使用電力量の計量）⑴イもしくはハにより精算す

る場合の精算額については次回の検針日とし，また， （使用電力量の

計量）⑹の場合は，料金の算定期間の使用電力量が協議によって定めら

⑸ 計量器を取り替えた場合には，料金の算定期間における使用電力量は，

⑹の場合を除き，取付けおよび取外しした電力量計ごとに⑴に準じて計量

した使用電力量を合算してえた値といたします。

⑹ 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合に

は，料金の算定期間の使用電力量は，別表 （使用電力量の協定）を基準

として，お客さまと当社との協議によって定めます。

⑺ 従量制供給のお客さまについて，検針を行なうことが困難である等特別

の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電

力量は，別表 （使用電力量の協定）を基準として，お客さまと当社との

協議によって定めます。

⑻ 記録型計量器により計量する場合は，記録型計量器に記録された電力量

計の値の表示は行ないません。

料金の算定

⑴ 料金は，次の場合を除き，料金の算定期間を「 月」として算定いたし

ます。

イ 電気の供給を開始し，再開し，休止し，もしくは停止し，または需給

契約が消滅した場合

ロ 契約種別，契約負荷設備，契約電流，契約容量，契約電力，力率等を

変更したことにより，料金に変更があった場合

ハ （料金の算定期間）⑴の場合で検針期間の日数がその検針期間の始

期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し， 日を上回

り，または下回るとき。

⑵ 料金は，需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

日 割 計 算

⑴ 当社は， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハの場合は，次により料金を

算定いたします。
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料金その他の支払方法

⑴ 料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，料金そ

の他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融

機関等を通じて支払っていただきます。

なお，料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場

合は，次によります。

イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替

える方法を希望される場合は，当社が指定した様式によりあらかじめ当

社に申し出ていただきます。

ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより

支払われる場合には，当社が指定した様式によっていただきます。

ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき，その

クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指

定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は，当社が指

定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。

⑵ お客さまが料金を⑴イ，ロまたはハにより支払われる場合は，次のとき

に当社に対する支払いがなされたものといたします。

イ ⑴イにより支払われる場合は，料金がお客さまの指定する口座から引

き落とされたとき。

ロ ⑴ロにより支払われる場合は，料金がその金融機関等に払い込まれた

とき。

ハ ⑴ハにより支払われる場合は，料金がそのクレジット会社により当社

が指定した金融機関等に払い込まれたとき。

⑶ 当社は，⑴にかかわらず，当社が指定した債権管理回収業に関する特別

措置法にもとづく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）が指

定した金融機関等を通じて，債権回収会社が指定した様式により，料金を

払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合，⑵にかかわ

らず，債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対

れた日といたします。

なお， （使用電力量の計量）⑺の場合は，そのお客さまの属する検

針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたし

ます。

ロ 定額制供給の場合は，そのお客さまの属する検針区域の検針日といた

します。ただし，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂの場合は，契

約使用開始日およびその各月の応当日とすることがあります。

ハ （料金その他の支払方法）⑹の場合は，当該支払期に属する最終月

のイまたはロによる日といたします。

ニ 需給契約が消滅した場合は，消滅日といたします。ただし，従量制供

給の場合で，特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認

を行なった場合は，その日といたします。

ホ 農事用電力Ａのお客さまの 年の基本料金の合計が電気を使用する場

合の基本料金の 月分を下回るときに申し受ける料金は，その金額が明

らかになった日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日（明ら

かになった日が検針日の場合は，その検針日といたします。）といたしま

す。

⑵ お客さまの料金は，支払期日までに支払っていただきます。

⑶ 支払期日は，支払義務発生日の翌日から起算して 日目といたします。

なお，支払期日が日曜日または銀行法第 条第 項に規定する政令で定

める日（以下「休日」といいます。）に該当する場合は，支払期日を翌日と

いたします。また，翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにそ

の翌日といたします。

⑷ 公衆街路灯等複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで，そ

れぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希

望される場合は，当社との協議によって一括して支払うことができます。

この場合のそれぞれの料金の支払期日は，⑶にかかわらず，それぞれの料

金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
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料金その他の支払方法

⑴ 料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，料金そ

の他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融

機関等を通じて支払っていただきます。

なお，料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場

合は，次によります。

イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替

える方法を希望される場合は，当社が指定した様式によりあらかじめ当

社に申し出ていただきます。

ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより

支払われる場合には，当社が指定した様式によっていただきます。

ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき，その

クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指

定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は，当社が指

定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。

⑵ お客さまが料金を⑴イ，ロまたはハにより支払われる場合は，次のとき

に当社に対する支払いがなされたものといたします。

イ ⑴イにより支払われる場合は，料金がお客さまの指定する口座から引

き落とされたとき。

ロ ⑴ロにより支払われる場合は，料金がその金融機関等に払い込まれた

とき。

ハ ⑴ハにより支払われる場合は，料金がそのクレジット会社により当社

が指定した金融機関等に払い込まれたとき。

⑶ 当社は，⑴にかかわらず，当社が指定した債権管理回収業に関する特別

措置法にもとづく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）が指

定した金融機関等を通じて，債権回収会社が指定した様式により，料金を

払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合，⑵にかかわ

らず，債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対

れた日といたします。

なお， （使用電力量の計量）⑺の場合は，そのお客さまの属する検

針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたし

ます。

ロ 定額制供給の場合は，そのお客さまの属する検針区域の検針日といた

します。ただし，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂの場合は，契

約使用開始日およびその各月の応当日とすることがあります。

ハ （料金その他の支払方法）⑹の場合は，当該支払期に属する最終月

のイまたはロによる日といたします。

ニ 需給契約が消滅した場合は，消滅日といたします。ただし，従量制供

給の場合で，特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認

を行なった場合は，その日といたします。

ホ 農事用電力Ａのお客さまの 年の基本料金の合計が電気を使用する場

合の基本料金の 月分を下回るときに申し受ける料金は，その金額が明

らかになった日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日（明ら

かになった日が検針日の場合は，その検針日といたします。）といたしま

す。

⑵ お客さまの料金は，支払期日までに支払っていただきます。

⑶ 支払期日は，支払義務発生日の翌日から起算して 日目といたします。

なお，支払期日が日曜日または銀行法第 条第 項に規定する政令で定

める日（以下「休日」といいます。）に該当する場合は，支払期日を翌日と

いたします。また，翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにそ

の翌日といたします。

⑷ 公衆街路灯等複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで，そ

れぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希

望される場合は，当社との協議によって一括して支払うことができます。

この場合のそれぞれの料金の支払期日は，⑶にかかわらず，それぞれの料

金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
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消費税に相当する金額をいいます。）から次の算式により算定された金額を

差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金

額に年 パーセントの割合（閏年の日を含む期間についても， 日あたり

の割合といたします。）を乗じて算定してえた金額といたします。

なお，消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は，

円とし，その端数は，切り捨てます。

再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×

⑶ 延滞利息は，原則として，お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金

を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただき

ます。

保 証 金

⑴ 当社は，お客さまが次のいずれかに該当する場合には，供給の開始もし

くは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の 月

分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがありま

す。

イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合

ロ 新たに電気を使用し，または契約電力等を増加される場合で，次のい

ずれかに該当するとき。

イ 他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払

期日を経過してなお支払われなかった場合

ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合

⑵ 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は，お客さまの負荷率，操

業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。

⑶ 当社は，保証金の預かり期間を 年以内で設定いたします。

なお，⑷により保証金を預けていただく場合は，そのときからあらため

て 年以内の預かり期間を設定いたします。

する支払いがなされたものといたします。

⑷ 料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

⑸ （検針日）⑷の場合，需給開始の日から直後の検針日の前日までを算

定期間とする料金は，需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日ま

でを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。

⑹ 料金については，当社は，当社に特別の事情がある場合で，あらかじめ

お客さまの承諾をえたときには，⑴にかかわらず，当社の指定する支払期

ごとに支払っていただくことがあります。

⑺ 料金については，当社は，お客さまが希望される場合には，あらかじめ

前受金をお預かりすることがあります。

なお，当社は，前受金について利息を付しません。

⑻ 臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂについては，当社は，従量制供

給の場合は予納金を，定額制供給の場合は前払金を申し受けることがあり

ます。この場合には，これらは使用に先だって支払っていただきます。

なお，予納金および前払金は，原則として予想月額料金の 月分に相当

する金額をこえないものとし，使用開始後の料金に順次充当いたします。

この場合，充当後の残額はお返しいたします。

また，当社は，予納金および前払金について利息を付しません。

延 滞 利 息

⑴ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には，当社

は，支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を

申し受けます。ただし，料金を （料金その他の支払方法）⑴イにより支

払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指

定する口座から引き落とされたとき，または料金を支払期日の翌日から起

算して 日以内に支払われた場合は，この限りではありません。

⑵ 延滞利息は，その算定の対象となる料金から，消費税等相当額（消費税

法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方
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消費税に相当する金額をいいます。）から次の算式により算定された金額を

差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金

額に年 パーセントの割合（閏年の日を含む期間についても， 日あたり

の割合といたします。）を乗じて算定してえた金額といたします。

なお，消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は，

円とし，その端数は，切り捨てます。

再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×

⑶ 延滞利息は，原則として，お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金

を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただき

ます。

保 証 金

⑴ 当社は，お客さまが次のいずれかに該当する場合には，供給の開始もし

くは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の 月

分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがありま

す。

イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合

ロ 新たに電気を使用し，または契約電力等を増加される場合で，次のい

ずれかに該当するとき。

イ 他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支払

期日を経過してなお支払われなかった場合

ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合

⑵ 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は，お客さまの負荷率，操

業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。

⑶ 当社は，保証金の預かり期間を 年以内で設定いたします。

なお，⑷により保証金を預けていただく場合は，そのときからあらため

て 年以内の預かり期間を設定いたします。

する支払いがなされたものといたします。

⑷ 料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

⑸ （検針日）⑷の場合，需給開始の日から直後の検針日の前日までを算

定期間とする料金は，需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日ま

でを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。

⑹ 料金については，当社は，当社に特別の事情がある場合で，あらかじめ

お客さまの承諾をえたときには，⑴にかかわらず，当社の指定する支払期

ごとに支払っていただくことがあります。

⑺ 料金については，当社は，お客さまが希望される場合には，あらかじめ

前受金をお預かりすることがあります。

なお，当社は，前受金について利息を付しません。

⑻ 臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂについては，当社は，従量制供

給の場合は予納金を，定額制供給の場合は前払金を申し受けることがあり

ます。この場合には，これらは使用に先だって支払っていただきます。

なお，予納金および前払金は，原則として予想月額料金の 月分に相当

する金額をこえないものとし，使用開始後の料金に順次充当いたします。

この場合，充当後の残額はお返しいたします。

また，当社は，予納金および前払金について利息を付しません。

延 滞 利 息

⑴ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には，当社

は，支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を

申し受けます。ただし，料金を （料金その他の支払方法）⑴イにより支

払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指

定する口座から引き落とされたとき，または料金を支払期日の翌日から起

算して 日以内に支払われた場合は，この限りではありません。

⑵ 延滞利息は，その算定の対象となる料金から，消費税等相当額（消費税

法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方
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Ⅴ 使用および供給 
 

適正契約の保持 

当社は，お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認めら

れる場合には，すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

力率の保持

⑴ 需要場所の負荷の力率は，原則として，電灯契約のお客さまについては

パーセント以上，その他のお客さまについては パーセント以上に保持

していただきます。

⑵ お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器

ごとに取り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，

以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの

開放により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきま

す。

なお，進相用コンデンサは，別表 （進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。

需要場所への立入りによる業務の実施

当社は，次の業務を実施するため，お客さまの承諾をえてお客さまの土地

または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には，正当な

理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただ

きます。

なお，お客さまのお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。

⑴ 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社

の電気工作物の設計，施工，改修または検査

⑵ （保安に対するお客さまの協力）によって必要なお客さまの電気工作

⑷ 当社は，需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過して

なお料金を支払われなかった場合には，保証金およびその利息をお客さま

の支払額に充当することがあります。この場合，保証金の利息をもって充

当し，なお充当すべき金額があるときは，保証金より充当し，その残額を

お返しいたします。また，当社は，あらためて⑴によって算定した保証金

を預けていただくことがあります。

⑸ 当社は，次により，保証金に利息を付します。

イ 利息は，年 パーセントの単利とし，円未満の端数は切り捨てます。

ロ 利息を付す期間は，預かり日からお返しする日の前日または充当日の

前日までの期間といたします。ただし，当社があらかじめお知らせした

予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は，

その期間は利息を付す期間から除きます。

⑹ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合

には，保証金に利息を付してお返しいたします。
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Ⅴ 使用および供給 
 

適正契約の保持 

当社は，お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認めら

れる場合には，すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

力率の保持

⑴ 需要場所の負荷の力率は，原則として，電灯契約のお客さまについては

パーセント以上，その他のお客さまについては パーセント以上に保持

していただきます。

⑵ お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は，それぞれの電気機器

ごとに取り付けていただきます。ただし，やむをえない事情によって，

以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は，進相用コンデンサの

開放により，軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきま

す。

なお，進相用コンデンサは，別表 （進相用コンデンサ取付容量基準）

を基準として取り付けていただきます。

需要場所への立入りによる業務の実施

当社は，次の業務を実施するため，お客さまの承諾をえてお客さまの土地

または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には，正当な

理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただ

きます。

なお，お客さまのお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。

⑴ 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社

の電気工作物の設計，施工，改修または検査

⑵ （保安に対するお客さまの協力）によって必要なお客さまの電気工作

⑷ 当社は，需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過して

なお料金を支払われなかった場合には，保証金およびその利息をお客さま

の支払額に充当することがあります。この場合，保証金の利息をもって充

当し，なお充当すべき金額があるときは，保証金より充当し，その残額を

お返しいたします。また，当社は，あらためて⑴によって算定した保証金

を預けていただくことがあります。

⑸ 当社は，次により，保証金に利息を付します。

イ 利息は，年 パーセントの単利とし，円未満の端数は切り捨てます。

ロ 利息を付す期間は，預かり日からお返しする日の前日または充当日の

前日までの期間といたします。ただし，当社があらかじめお知らせした

予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は，

その期間は利息を付す期間から除きます。

⑹ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合

には，保証金に利息を付してお返しいたします。
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続していただきます。

供給の停止

⑴ お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さまに

ついて電気の供給を停止することがあります。

イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要

する場合

ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または亡

失して，当社に重大な損害を与えた場合

ハ （引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線とお客さま

の電気設備との接続を行なった場合

⑵ お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さまに

ついて電気の供給を停止することがあります。

なお，この場合には，供給停止の 日前までに予告いたします。

イ お客さまが料金を支払期日をさらに 日経過してなお支払われない場

合

ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金

を支払期日をさらに 日経過してなお支払われない場合

ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務

（延滞利息，保証金，違約金，工事費負担金その他この供給約款から生

ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合

⑶ お客さまが次のいずれかに該当し，当社がその旨を警告しても改めない

場合には，当社は，そのお客さまについて電気の供給を停止することがあ

ります。

イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合

ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

ニ 公衆街路灯または農事用電力の場合で，契約された用途以外の用途に

物の検査等の業務

⑶ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験，

契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検

査または電気の使用用途の確認

⑷ 計量器の検針または計量値の確認

⑸ （供給の停止）， （需給契約の廃止）⑴または （解約等）により必

要な処置

⑹ その他この供給約款によって，需給契約の成立，変更もしくは終了等に

必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

電気の使用にともなうお客さまの協力

⑴ お客さまの電気の使用が，次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害

し，もしくは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事

業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場

合（この場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地

点で行ないます。）には，お客さまの負担で，必要な調整装置または保護

装置を需要場所に施設していただくものとし，とくに必要がある場合には，

供給設備を変更し，または専用供給設備を施設して，これにより電気を使

用していただきます。

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合

⑵ お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場

合は，⑴に準ずるものといたします。また，この場合は，法令で定める技

術基準（以下「技術基準」といいます。），その他の法令等にしたがい，当

社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接
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続していただきます。

供給の停止

⑴ お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さまに

ついて電気の供給を停止することがあります。

イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要

する場合

ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または亡

失して，当社に重大な損害を与えた場合

ハ （引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線とお客さま

の電気設備との接続を行なった場合

⑵ お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さまに

ついて電気の供給を停止することがあります。

なお，この場合には，供給停止の 日前までに予告いたします。

イ お客さまが料金を支払期日をさらに 日経過してなお支払われない場

合

ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金

を支払期日をさらに 日経過してなお支払われない場合

ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務

（延滞利息，保証金，違約金，工事費負担金その他この供給約款から生

ずる金銭債務をいいます。）を支払われない場合

⑶ お客さまが次のいずれかに該当し，当社がその旨を警告しても改めない

場合には，当社は，そのお客さまについて電気の供給を停止することがあ

ります。

イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合

ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

ニ 公衆街路灯または農事用電力の場合で，契約された用途以外の用途に

物の検査等の業務

⑶ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験，

契約負荷設備，契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検

査または電気の使用用途の確認

⑷ 計量器の検針または計量値の確認

⑸ （供給の停止）， （需給契約の廃止）⑴または （解約等）により必

要な処置

⑹ その他この供給約款によって，需給契約の成立，変更もしくは終了等に

必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

電気の使用にともなうお客さまの協力

⑴ お客さまの電気の使用が，次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害

し，もしくは妨害するおそれがある場合，または当社もしくは他の電気事

業者の電気工作物に支障を及ぼし，もしくは支障を及ぼすおそれがある場

合（この場合の判定は，その原因となる現象が最も著しいと認められる地

点で行ないます。）には，お客さまの負担で，必要な調整装置または保護

装置を需要場所に施設していただくものとし，とくに必要がある場合には，

供給設備を変更し，または専用供給設備を施設して，これにより電気を使

用していただきます。

イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合

ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合

ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合

ホ その他イ，ロ，ハまたはニに準ずる場合

⑵ お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場

合は，⑴に準ずるものといたします。また，この場合は，法令で定める技

術基準（以下「技術基準」といいます。），その他の法令等にしたがい，当

社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接
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⑵ ⑴の免れた金額は，この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算

定された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額と

いたします。

⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は， 月以内で当社が決定した

期間といたします。

供給の中止または使用の制限もしくは中止

⑴ 当社は，次の場合には，供給時間中に電気の供給を中止し，またはお客

さまに電気の使用を制限し，もしくは中止していただくことがあります。

イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合

ロ 当社の電気工作物に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがある場

合

ハ 当社の電気工作物の修繕，変更その他の工事上やむをえない場合

ニ 非常変災の場合

ホ その他保安上必要がある場合

⑵ ⑴の場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によってお客さ

まにお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りで

はありません。

制限または中止の料金割引

⑴ 当社は， （供給の中止または使用の制限もしくは中止）⑴によって，

定額電灯，従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し，または

電気の使用を制限し，もしくは中止した場合には，次の割引を行ない料金

を算定いたします。ただし，その原因がお客さまの責めとなる理由による

場合は，そのお客さまについては割引いたしません。

イ 割引の対象

定額電灯については需要家料金，電灯料金および小型機器料金の合計

ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金とし，その他については基

電気を使用されたとき。

ホ 低圧電力の場合で，電灯または小型機器を使用されたとき。

ヘ 農事用電力の場合で，契約使用期間以外の期間に電気を使用されたと

き。

ト （需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社の係員の

立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

チ （電気の使用にともなうお客さまの協力）によって必要となる措置

を講じられない場合

⑷ お客さまがその他この供給約款に反した場合には，当社は，そのお客さ

まについて電気の供給を停止することがあります。

供給停止の解除

（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合で，お客さまがその

理由となった事実を解消し，かつ，その事実にともない当社に対して支払い

を要することとなった債務を支払われたときには，当社は，すみやかに電気

の供給を再開いたします。

供給停止期間中の料金

（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合には，その停止期間

中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を （日割計算）

により日割計算をして，料金を算定いたします。ただし，定額電灯，従量電

灯Ａ，従量電灯Ｂおよび公衆街路灯のお客さまについては，停止期間中の料

金を申し受けません。

違 約 金

⑴ お客さまが （供給の停止）⑶ロからヘまでに該当し，そのために料金

の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の

倍に相当する金額を，違約金として申し受けます。
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⑵ ⑴の免れた金額は，この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算

定された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額と

いたします。

⑶ 不正に使用した期間が確認できない場合は， 月以内で当社が決定した

期間といたします。

供給の中止または使用の制限もしくは中止

⑴ 当社は，次の場合には，供給時間中に電気の供給を中止し，またはお客

さまに電気の使用を制限し，もしくは中止していただくことがあります。

イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合

ロ 当社の電気工作物に故障が生じ，または故障が生ずるおそれがある場

合

ハ 当社の電気工作物の修繕，変更その他の工事上やむをえない場合

ニ 非常変災の場合

ホ その他保安上必要がある場合

⑵ ⑴の場合には，当社は，あらかじめその旨を広告その他によってお客さ

まにお知らせいたします。ただし，緊急やむをえない場合は，この限りで

はありません。

制限または中止の料金割引

⑴ 当社は， （供給の中止または使用の制限もしくは中止）⑴によって，

定額電灯，従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し，または

電気の使用を制限し，もしくは中止した場合には，次の割引を行ない料金

を算定いたします。ただし，その原因がお客さまの責めとなる理由による

場合は，そのお客さまについては割引いたしません。

イ 割引の対象

定額電灯については需要家料金，電灯料金および小型機器料金の合計

ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金とし，その他については基

電気を使用されたとき。

ホ 低圧電力の場合で，電灯または小型機器を使用されたとき。

ヘ 農事用電力の場合で，契約使用期間以外の期間に電気を使用されたと

き。

ト （需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社の係員の

立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

チ （電気の使用にともなうお客さまの協力）によって必要となる措置

を講じられない場合

⑷ お客さまがその他この供給約款に反した場合には，当社は，そのお客さ

まについて電気の供給を停止することがあります。

供給停止の解除

（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合で，お客さまがその

理由となった事実を解消し，かつ，その事実にともない当社に対して支払い

を要することとなった債務を支払われたときには，当社は，すみやかに電気

の供給を再開いたします。

供給停止期間中の料金

（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合には，その停止期間

中については，まったく電気を使用しない場合の月額料金を （日割計算）

により日割計算をして，料金を算定いたします。ただし，定額電灯，従量電

灯Ａ，従量電灯Ｂおよび公衆街路灯のお客さまについては，停止期間中の料

金を申し受けません。

違 約 金

⑴ お客さまが （供給の停止）⑶ロからヘまでに該当し，そのために料金

の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の

倍に相当する金額を，違約金として申し受けます。
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当社は，お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

⑶ 漏電その他の事故が生じた場合で，それが当社の責めとならない理由に

よるものであるときには，当社は，お客さまの受けた損害について賠償の

責めを負いません。

設備の賠償

お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当社の電気工作物，

電気機器その他の設備を損傷し，または亡失した場合は，その設備について

次の金額を賠償していただきます。

⑴ 修理可能の場合

修理費

⑵ 亡失または修理不可能の場合

帳簿価額と取替工費との合計額

 

本料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本

料金とし，従量電灯Ａの場合は最低料金および最低料金の再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金とし，また，従量電灯Ｂで最低月額料金の適用を

受ける場合は最低月額料金といたします。）といたします。ただし，（料

金の算定）⑴イ，ロまたはハの場合は，制限または中止の日における契

約内容に応じて算定される 月の金額といたします。

ロ 割 引 率

月中の制限し，または中止した延べ日数 日ごとに パーセントと

いたします。

ハ 制限または中止延べ日数の計算

延べ日数は， 日のうち延べ 時間以上制限し，または中止した日を

日として計算いたします。

⑵ ⑴による延べ日数を計算する場合には，電気工作物の保守または増強の

ための工事の必要上当社がお客さまに 日前までにお知らせして行なう制

限または中止は， 月につき 日を限って計算に入れません。この場合の

月につき 日とは，料金の算定期間の 暦日における 回の工事による

制限または中止の時間といたします。

⑶ 臨時電灯，公衆街路灯，臨時電力および農事用電力に対する供給の中止

または使用の制限もしくは中止についても⑴および⑵に準じて割引を行な

い料金を算定いたします。

損害賠償の免責

⑴ （供給の中止または使用の制限もしくは中止）⑴によって電気の供給

を中止し，または電気の使用を制限し，もしくは中止した場合で，それが

当社の責めとならない理由によるものであるときには，当社は，お客さま

の受けた損害について賠償の責めを負いません。

⑵ （供給の停止）によって電気の供給を停止した場合または （解約等）

によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には，
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当社は，お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

⑶ 漏電その他の事故が生じた場合で，それが当社の責めとならない理由に

よるものであるときには，当社は，お客さまの受けた損害について賠償の

責めを負いません。

設備の賠償

お客さまが故意または過失によって，その需要場所内の当社の電気工作物，

電気機器その他の設備を損傷し，または亡失した場合は，その設備について

次の金額を賠償していただきます。

⑴ 修理可能の場合

修理費

⑵ 亡失または修理不可能の場合

帳簿価額と取替工費との合計額

 

本料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本

料金とし，従量電灯Ａの場合は最低料金および最低料金の再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金とし，また，従量電灯Ｂで最低月額料金の適用を

受ける場合は最低月額料金といたします。）といたします。ただし，（料

金の算定）⑴イ，ロまたはハの場合は，制限または中止の日における契

約内容に応じて算定される 月の金額といたします。

ロ 割 引 率

月中の制限し，または中止した延べ日数 日ごとに パーセントと

いたします。

ハ 制限または中止延べ日数の計算

延べ日数は， 日のうち延べ 時間以上制限し，または中止した日を

日として計算いたします。

⑵ ⑴による延べ日数を計算する場合には，電気工作物の保守または増強の

ための工事の必要上当社がお客さまに 日前までにお知らせして行なう制

限または中止は， 月につき 日を限って計算に入れません。この場合の

月につき 日とは，料金の算定期間の 暦日における 回の工事による

制限または中止の時間といたします。

⑶ 臨時電灯，公衆街路灯，臨時電力および農事用電力に対する供給の中止

または使用の制限もしくは中止についても⑴および⑵に準じて割引を行な

い料金を算定いたします。

損害賠償の免責

⑴ （供給の中止または使用の制限もしくは中止）⑴によって電気の供給

を中止し，または電気の使用を制限し，もしくは中止した場合で，それが

当社の責めとならない理由によるものであるときには，当社は，お客さま

の受けた損害について賠償の責めを負いません。

⑵ （供給の停止）によって電気の供給を停止した場合または （解約等）

によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には，
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需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精

算

お客さま（定額電灯，従量電灯Ａ，従量電灯Ｂ，臨時電灯，公衆街路灯，

臨時電力および農事用電力Ｂのお客さまを除きます。） が，契約容量または

契約電力を新たに設定し，または増加された日以降 年に満たないで電気の

使用を廃止しようとし，または契約容量もしくは契約電力を減少しようとさ

れる場合には，当社は，需給契約の消滅または変更の日に，次により料金お

よび工事費をお客さまに精算していただきます。ただし，当社が将来の需要

等を考慮して供給設備を常置する場合，または非常変災等やむをえない理由

による場合を除きます。

⑴ 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 年に満たないで電

気の使用を廃止しようとされる場合

イ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日か

ら電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について，さかの

ぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合，当初から

臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金と

の差額を申し受けます。

ロ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定されたこと

にともない新たに施設した供給設備について， （臨時工事費）の臨時

工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を

申し受けます。

⑵ 契約容量または契約電力を増加された日以降 年に満たないで電気の使

用を廃止しようとされる場合

イ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から電気

の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について，契約容量また

は契約電力を増加された日の前日の契約容量または契約電力を上回る契

約容量分または契約電力分につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力

を適用いたします。この場合，当初から臨時電灯または臨時電力として

Ⅵ 契約の変更および終了

需給契約の変更 

お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は，Ⅱ（契約の申込み）

に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたしま

す。

名義の変更

相続その他の原因によって，新たなお客さまが，それまで電気の供給を受

けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を

受け継ぎ，引き続き電気の使用を希望される場合は，名義変更の手続きによ

ることができます。この場合には，当社が文書による申出を必要とするとき

を除き，口頭，電話等により申し出ていただきます。

需給契約の廃止

⑴ お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は，あらかじめその廃

止期日を定めて，当社に通知していただきます。

当社は，原則として，お客さまから通知された廃止期日に需給を終了さ

せるための適当な処置を行ないます。

⑵ 需給契約は， （解約等）および次の場合を除き，お客さまが当社に通

知された廃止期日に消滅いたします。

イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は，通

知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により需

給を終了させるための処置ができない場合は，需給契約は需給を終了さ

せるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
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需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精

算

お客さま（定額電灯，従量電灯Ａ，従量電灯Ｂ，臨時電灯，公衆街路灯，

臨時電力および農事用電力Ｂのお客さまを除きます。） が，契約容量または

契約電力を新たに設定し，または増加された日以降 年に満たないで電気の

使用を廃止しようとし，または契約容量もしくは契約電力を減少しようとさ

れる場合には，当社は，需給契約の消滅または変更の日に，次により料金お

よび工事費をお客さまに精算していただきます。ただし，当社が将来の需要

等を考慮して供給設備を常置する場合，または非常変災等やむをえない理由

による場合を除きます。

⑴ 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 年に満たないで電

気の使用を廃止しようとされる場合

イ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日か

ら電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について，さかの

ぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたします。この場合，当初から

臨時電灯または臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金と

の差額を申し受けます。

ロ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定されたこと

にともない新たに施設した供給設備について， （臨時工事費）の臨時

工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を

申し受けます。

⑵ 契約容量または契約電力を増加された日以降 年に満たないで電気の使

用を廃止しようとされる場合

イ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から電気

の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について，契約容量また

は契約電力を増加された日の前日の契約容量または契約電力を上回る契

約容量分または契約電力分につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力

を適用いたします。この場合，当初から臨時電灯または臨時電力として

Ⅵ 契約の変更および終了

需給契約の変更 

お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は，Ⅱ（契約の申込み）

に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたしま

す。

名義の変更

相続その他の原因によって，新たなお客さまが，それまで電気の供給を受

けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を

受け継ぎ，引き続き電気の使用を希望される場合は，名義変更の手続きによ

ることができます。この場合には，当社が文書による申出を必要とするとき

を除き，口頭，電話等により申し出ていただきます。

需給契約の廃止

⑴ お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は，あらかじめその廃

止期日を定めて，当社に通知していただきます。

当社は，原則として，お客さまから通知された廃止期日に需給を終了さ

せるための適当な処置を行ないます。

⑵ 需給契約は， （解約等）および次の場合を除き，お客さまが当社に通

知された廃止期日に消滅いたします。

イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は，通

知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により需

給を終了させるための処置ができない場合は，需給契約は需給を終了さ

せるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
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減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または

契約電力分（減少される日以降の契約容量または契約電力が増加された

日の前日の契約容量または契約電力を下回る場合は，増加された日の前

日の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分とい

たします。）につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたしま

す。この場合，当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金

と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。

なお，臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の

使用電力量について，減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容

量分または契約電力分（減少後の契約容量または契約電力が増加前の契

約容量または契約電力を下回る場合は，増加前の契約容量または契約電

力を上回る契約容量分または契約電力分といたします 。）と残余分の比

であん分してえたものといたします。

ロ 当社は，供給設備のうち減少契約容量または減少契約電力に見合う部

分について， （臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既

に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。

解 約 等

⑴ （供給の停止）によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定

めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には，当社は，

需給契約を解約することがあります。

なお，この場合には，その旨をお客さまにお知らせいたします。

⑵ お客さまが， （需給契約の廃止）⑴による通知をされないで，その需

要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合には，

当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するも

のといたします。

算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。

なお，臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の

使用電力量について，増加前の契約容量または契約電力を上回る契約容

量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたしま

す。

ロ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を増加されたことにとも

ない新たに施設した供給設備について， （臨時工事費）の臨時工事費

として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受

けます。

⑶ 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 年に満たないで契

約容量または契約電力を減少しようとされる場合

イ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日か

ら契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金につ

いて，減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分

または契約電力分につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用い

たします。この場合，当初から臨時電灯または臨時電力として算定され

る料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。

なお，臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の

使用電力量について，減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容

量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたしま

す。

ロ 当社は，供給設備のうち減少契約容量または減少契約電力に見合う部

分について， （臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既

に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。

⑷ 契約容量または契約電力を増加された日以降 年に満たないで契約容量

または契約電力を減少しようとされる場合

イ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から契約

容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について，
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減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または

契約電力分（減少される日以降の契約容量または契約電力が増加された

日の前日の契約容量または契約電力を下回る場合は，増加された日の前

日の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分とい

たします。）につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用いたしま

す。この場合，当初から臨時電灯または臨時電力として算定される料金

と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。

なお，臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の

使用電力量について，減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容

量分または契約電力分（減少後の契約容量または契約電力が増加前の契

約容量または契約電力を下回る場合は，増加前の契約容量または契約電

力を上回る契約容量分または契約電力分といたします 。）と残余分の比

であん分してえたものといたします。

ロ 当社は，供給設備のうち減少契約容量または減少契約電力に見合う部

分について， （臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既

に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。

解 約 等

⑴ （供給の停止）によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定

めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には，当社は，

需給契約を解約することがあります。

なお，この場合には，その旨をお客さまにお知らせいたします。

⑵ お客さまが， （需給契約の廃止）⑴による通知をされないで，その需

要場所から移転され，電気を使用されていないことが明らかな場合には，

当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するも

のといたします。

算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。

なお，臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の

使用電力量について，増加前の契約容量または契約電力を上回る契約容

量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたしま

す。

ロ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を増加されたことにとも

ない新たに施設した供給設備について， （臨時工事費）の臨時工事費

として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受

けます。

⑶ 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 年に満たないで契

約容量または契約電力を減少しようとされる場合

イ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日か

ら契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金につ

いて，減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分

または契約電力分につきさかのぼって臨時電灯または臨時電力を適用い

たします。この場合，当初から臨時電灯または臨時電力として算定され

る料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。

なお，臨時電灯または臨時電力を適用する使用電力量は，その期間の

使用電力量について，減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容

量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたしま

す。

ロ 当社は，供給設備のうち減少契約容量または減少契約電力に見合う部

分について， （臨時工事費）の臨時工事費として算定される金額と既

に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。

⑷ 契約容量または契約電力を増加された日以降 年に満たないで契約容量

または契約電力を減少しようとされる場合

イ 当社は，お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から契約

容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について，
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Ⅶ 供給方法および工事 

需給地点および施設 

⑴ 電気の需給地点（電気の需給が行なわれる地点をいいます。）は，当社の

電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。

⑵ 需給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離にある

場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし，次

の場合には，お客さまと当社との協議により，需要場所以外の地点を需給

地点とすることがあります。

イ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気

を供給する場合

ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合

ハ 建物内の 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所まで

の電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。

ニ （地中引込線）⑷により地中引込線によって電気を供給する場合

ホ その他特別の事情がある場合

⑶ 需給地点に至るまでの供給設備は，当社の所有とし，工事費負担金また

は臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。

なお，当社は，お客さま（共同引込みにより電気の供給を受ける複数の

お客さまを含みます。）のみのためにお客さまの土地または建物に施設する

引込線，変圧器，接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で

提供していただきます。

⑷ 付帯設備（⑶によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を

支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さ

まの建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，お客さまの所有と

し，お客さまの負担で施設していただきます。この場合には，当社が付帯

需給契約消滅後の債権債務関係

需給契約期間中の料金その他の債権債務は，需給契約の消滅によっては消

滅いたしません。
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Ⅶ 供給方法および工事 

需給地点および施設 

⑴ 電気の需給地点（電気の需給が行なわれる地点をいいます。）は，当社の

電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。

⑵ 需給地点は，需要場所内の地点とし，当社の電線路から最短距離にある

場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし，次

の場合には，お客さまと当社との協議により，需要場所以外の地点を需給

地点とすることがあります。

イ 山間地，離島にある需要場所等，当社の電線路から遠隔地にあって将

来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気

を供給する場合

ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合

ハ 建物内の 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所まで

の電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。

ニ （地中引込線）⑷により地中引込線によって電気を供給する場合

ホ その他特別の事情がある場合

⑶ 需給地点に至るまでの供給設備は，当社の所有とし，工事費負担金また

は臨時工事費として申し受ける金額を除き，当社の負担で施設いたします。

なお，当社は，お客さま（共同引込みにより電気の供給を受ける複数の

お客さまを含みます。）のみのためにお客さまの土地または建物に施設する

引込線，変圧器，接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で

提供していただきます。

⑷ 付帯設備（⑶によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を

支持し，または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さ

まの建物に付合する設備をいいます。）は，原則として，お客さまの所有と

し，お客さまの負担で施設していただきます。この場合には，当社が付帯

需給契約消滅後の債権債務関係

需給契約期間中の料金その他の債権債務は，需給契約の消滅によっては消

滅いたしません。
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地中引込線

⑴ 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経

済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の電線

路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには，

次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。

イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器，断路器または接続装置の接

続点

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続

点

なお，当社は，お客さまの土地または建物に接続装置を施設することが

あります。

⑵ ⑴により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線路

の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中

引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，か

つ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，お客さまと当社

との協議によって定めます。

なお，これ以外の場合には，需要場所内の地中引込線は，お客さまの所

有とし，お客さまの負担で施設していただきます。

イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が メートル程度以内の

場所

ロ 建物の 階以下にある場所

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所

⑶ 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行な

う場合の付帯設備は，次のものをいいます。

イ 鉄管，暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめ

るために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび

引出しのために施設されるものを含みます。）

ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固

設備を無償で使用できるものといたします。

架空引込線

⑴ 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場

合には，原則として架空引込線によるものとし，お客さまの建造物または

補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたします。この場合には，

引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距

離の場所であって，堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によっ

て定めます。

⑵ 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線（以下「引込口配線」といい

ます。）は，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきま

す。

⑶ 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の

補助支持物は，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただき

ます。

⑷ 当社は，お客さまの承諾をえて，次により，お客さまの引込小柱を使用

して他のお客さまへ電気を供給することがあります。

イ 当社は，お客さまの引込小柱を使用して，他のお客さまへの引込線を

施設いたします。この場合，その引込小柱から最短距離の場所にあるお

客さまの建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引

込線とし，その引込線および引込小柱の管理（材料費の負担を含みます。）

は当社が行ないます。また，需給地点は，お客さまへ引き込むための引

込線の終端に変更いたします。

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または引込小柱を改修し，または

撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去

材料は，お客さまにお返しいたします。また，これにともない新たに施

設される場合の引込線または引込小柱は，当社の所有とし，当社の負担

で施設いたします。
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地中引込線

⑴ 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上，経

済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で，当社の電線

路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには，

次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。

イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器，断路器または接続装置の接

続点

ロ 当社が施設する計量器（付属装置を含みます。）または接続装置の接続

点

なお，当社は，お客さまの土地または建物に接続装置を施設することが

あります。

⑵ ⑴により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は，当社の電線路

の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり，原則として，地中

引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず，か

つ，安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし，お客さまと当社

との協議によって定めます。

なお，これ以外の場合には，需要場所内の地中引込線は，お客さまの所

有とし，お客さまの負担で施設していただきます。

イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が メートル程度以内の

場所

ロ 建物の 階以下にある場所

ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法，材料等を必要としない場所

⑶ 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行な

う場合の付帯設備は，次のものをいいます。

イ 鉄管，暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめ

るために施設される工作物（π引込みの場合のケーブルの引込みおよび

引出しのために施設されるものを含みます。）

ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固

設備を無償で使用できるものといたします。

架空引込線

⑴ 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場

合には，原則として架空引込線によるものとし，お客さまの建造物または

補助支持物の引込線取付点までは，当社が施設いたします。この場合には，

引込線取付点は，当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距

離の場所であって，堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によっ

て定めます。

⑵ 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線（以下「引込口配線」といい

ます。）は，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきま

す。

⑶ 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の

補助支持物は，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただき

ます。

⑷ 当社は，お客さまの承諾をえて，次により，お客さまの引込小柱を使用

して他のお客さまへ電気を供給することがあります。

イ 当社は，お客さまの引込小柱を使用して，他のお客さまへの引込線を

施設いたします。この場合，その引込小柱から最短距離の場所にあるお

客さまの建造物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引

込線とし，その引込線および引込小柱の管理（材料費の負担を含みます。）

は当社が行ないます。また，需給地点は，お客さまへ引き込むための引

込線の終端に変更いたします。

ロ イにより当社が管理を行なう引込線または引込小柱を改修し，または

撤去する場合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去

材料は，お客さまにお返しいたします。また，これにともない新たに施

設される場合の引込線または引込小柱は，当社の所有とし，当社の負担

で施設いたします。

Ｔ01-02電気供給約款-本編.indd   59 2013/02/06   20:53:26



―　　―60

中高層集合住宅等への供給方法

中高層集合住宅等の場合で， 建物内の 以上の需要場所に電気を供給す

るときには，当社は，原則として 共同引込みをもって電気を供給いたしま

す。

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を供給いたします。この場合，変

圧器の 次側接続点までは，当社が施設いたします。

引込線の接続

当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は，当社が行な

います。

なお，お客さまの希望によって引込線の位置を変更し，またはこれに準ず

る工事をする場合には，当社は，実費を申し受けます。

計量器等の取付け

⑴ 料金の算定上必要な計量器（電力量計等をいいます。），その付属装置

（計量器箱，変成器，変成器箱，変成器の 次配線，通信装置，通信回線

等をいいます。）および区分装置（時間を区分する装置等をいいます。）は，

契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担で

取り付けます。ただし，次の場合には，お客さまの所有とし，お客さまの

負担で取り付けていただくことがあります。

イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合

ロ 変成器の 次配線等で，当社規格以外のケーブルを必要とし，または

お客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要

する場合

⑵ 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検針，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし，お

客さまと当社との協議によって定めます。

定するためのものをいいます。）およびハンドホール

ハ その他イまたはロに準ずる設備

⑷ 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，お客さまの希望

によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則と

して，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきます。た

だし，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，⑴に準じて接続

を行ないます。この場合，当社は， （特別供給設備の工事費負担金）の

工事費負担金を申し受けます。

連接引込線等

⑴ 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（

需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点

に至る引込線をいいます。）または共同引込線（ 以上の需給契約に対して

引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。）による引込みで

電気を供給することがあります。この場合，当社は，分岐装置をお客さま

の土地または建物に施設することがあります。

なお，お客さまの電気設備との接続点までは，当社が施設いたします。

⑵ 当社は，お客さまの承諾をえて，次により，お客さまの引込口配線を使

用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。

イ 当社は，お客さまの引込口配線から分岐して，他のお客さまへの連接

引込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終端までは共同

引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないま

す。また，需給地点は，当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更い

たします。

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，お

客さまにお返しいたします。また，これにともない新たに施設される共

同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。
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中高層集合住宅等への供給方法

中高層集合住宅等の場合で， 建物内の 以上の需要場所に電気を供給す

るときには，当社は，原則として 共同引込みをもって電気を供給いたしま

す。

なお，技術上その他やむをえない場合は，当社は，お客さまの土地または

建物に変圧器等の供給設備を施設し，電気を供給いたします。この場合，変

圧器の 次側接続点までは，当社が施設いたします。

引込線の接続

当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は，当社が行な

います。

なお，お客さまの希望によって引込線の位置を変更し，またはこれに準ず

る工事をする場合には，当社は，実費を申し受けます。

計量器等の取付け

⑴ 料金の算定上必要な計量器（電力量計等をいいます。），その付属装置

（計量器箱，変成器，変成器箱，変成器の 次配線，通信装置，通信回線

等をいいます。）および区分装置（時間を区分する装置等をいいます。）は，

契約電力等に応じて当社が選定し，かつ，当社の所有とし，当社の負担で

取り付けます。ただし，次の場合には，お客さまの所有とし，お客さまの

負担で取り付けていただくことがあります。

イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合

ロ 変成器の 次配線等で，当社規格以外のケーブルを必要とし，または

お客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要

する場合

⑵ 計量器，その付属装置および区分装置の取付位置は，適正な計量ができ，

かつ，検針，検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし，お

客さまと当社との協議によって定めます。

定するためのものをいいます。）およびハンドホール

ハ その他イまたはロに準ずる設備

⑷ 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で，お客さまの希望

によりとくに地中引込線によって行なうときには，地中引込線は，原則と

して，お客さまの所有とし，お客さまの負担で施設していただきます。た

だし，当社が，保安上または保守上適当と認めた場合は，⑴に準じて接続

を行ないます。この場合，当社は， （特別供給設備の工事費負担金）の

工事費負担金を申し受けます。

連接引込線等

⑴ 当社は，建物の密集場所等特別の事情がある場所では，連接引込線（

需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点

に至る引込線をいいます。）または共同引込線（ 以上の需給契約に対して

引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。）による引込みで

電気を供給することがあります。この場合，当社は，分岐装置をお客さま

の土地または建物に施設することがあります。

なお，お客さまの電気設備との接続点までは，当社が施設いたします。

⑵ 当社は，お客さまの承諾をえて，次により，お客さまの引込口配線を使

用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。

イ 当社は，お客さまの引込口配線から分岐して，他のお客さまへの連接

引込線を施設いたします。この場合，その引込口配線の終端までは共同

引込線とし，その管理（材料費の負担を含みます。）は当社が行ないま

す。また，需給地点は，当社が管理を行なう共同引込線の終端に変更い

たします。

ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し，または撤去する場

合は，当社が工事を行なうものとし，この場合に生ずる撤去材料は，お

客さまにお返しいたします。また，これにともない新たに施設される共

同引込線は，当社の所有とし，当社の負担で施設いたします。
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（配電盤，継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器

またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。）に限ります。ただ

し，特別の事情がある場合は，供給電圧と同位の電線路およびこれに接続

する変圧器（ 次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。

⑶ 当社は，供給設備を 以上のお客さまが共用する専用供給設備とするこ

とがあります。ただし，⑴イの場合は，次に該当する場合で，いずれのお

客さまにも承諾をいただいたときに限ります。

イ 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で，いずれのお客さま

も専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。

ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受ける

ことを希望される場合

なお，計量器，その付属装置および区分装置は，原則として屋外に取り

付けます。

⑶ 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，お客さまから無償

で提供していただきます。また，⑴によりお客さまが施設するものについ

ては，当社が無償で使用できるものといたします。

⑷ お客さまの希望によって計量器，その付属装置および区分装置の取付位

置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費を申

し受けます。

電流制限器等の取付け

⑴ 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けま

す。

⑵ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所はお客さ

まから無償で提供していただきます。

⑶ お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれ

に準ずる工事をする場合には，当社は，実費を申し受けます。

専用供給設備

⑴ 当社は，次の場合には， （特別供給設備の工事費負担金）の工事費負

担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。

イ お客さまがとくに希望され，かつ，他のお客さまへの供給に支障がな

いと認められる場合

ロ （電気の使用にともなうお客さまの協力）の場合

ハ お客さまの施設の保安上の理由，または需要場所およびその他周囲の

状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により，特定

のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として

施設することが適当と認められる場合

⑵ ⑴の専用設備は，需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路
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（配電盤，継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器

またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。）に限ります。ただ

し，特別の事情がある場合は，供給電圧と同位の電線路およびこれに接続

する変圧器（ 次電圧側線路開閉器を含みます。）とすることがあります。

⑶ 当社は，供給設備を 以上のお客さまが共用する専用供給設備とするこ

とがあります。ただし，⑴イの場合は，次に該当する場合で，いずれのお

客さまにも承諾をいただいたときに限ります。

イ 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で，いずれのお客さま

も専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。

ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受ける

ことを希望される場合

なお，計量器，その付属装置および区分装置は，原則として屋外に取り

付けます。

⑶ 計量器，その付属装置および区分装置の取付場所は，お客さまから無償

で提供していただきます。また，⑴によりお客さまが施設するものについ

ては，当社が無償で使用できるものといたします。

⑷ お客さまの希望によって計量器，その付属装置および区分装置の取付位

置を変更し，またはこれに準ずる工事をする場合には，当社は，実費を申

し受けます。

電流制限器等の取付け

⑴ 需要場所の電流制限器等は，当社の所有とし，当社の負担で取り付けま

す。

⑵ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし，その取付場所はお客さ

まから無償で提供していただきます。

⑶ お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し，またはこれ

に準ずる工事をする場合には，当社は，実費を申し受けます。

専用供給設備

⑴ 当社は，次の場合には， （特別供給設備の工事費負担金）の工事費負

担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。

イ お客さまがとくに希望され，かつ，他のお客さまへの供給に支障がな

いと認められる場合

ロ （電気の使用にともなうお客さまの協力）の場合

ハ お客さまの施設の保安上の理由，または需要場所およびその他周囲の

状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により，特定

のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として

施設することが適当と認められる場合

⑵ ⑴の専用設備は，需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路
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お客さまごとに算定いたします。この場合，それぞれのお客さまの配電

設備の工事こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する

お客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の

工事こう長を加えた値を，新たに施設される配電設備の工事こう長とい

たします。

⑸ 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の⑴の超過こう

長は，次により算定いたします。

イ 地中配電設備の超過こう長は，地中配電設備の工事こう長から地中配

電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。

ロ 架空配電設備の超過こう長は，架空配電設備の工事こう長といたしま

す。ただし，地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を

下回る場合は，次によります。

架空配電設備の超過こう長

＝ 架空配電設備の工事こう長 －
地中配電設備

－
地中配電設備

の無償こう長 の工事こう長

×
架空配電設備の無償こう長

地中配電設備の無償こう長

⑹ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）においてそれぞれ次の意味で使用いた

します。

イ 配電設備

発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで需給地点

に至る供給設備をいい，電線，引込線，変圧器およびこれらを支持し，

または収納する工作物（支持物，がいし，支線，暗きょ，管等をいいま

す。）を含みます。

ロ 工事こう長

別表 （標準設計基準）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）

にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備の

こう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることがあります。

なお，単位は， メートルとし，その端数は，小数点以下第 位で四

Ⅷ 工 事 費 の 負 担

一般供給設備の工事費負担金 

⑴ お客さまが新たに電気を使用し，または契約電力等を増加される場合で，

これにともない新たに施設される配電設備（専用供給設備を除きます。）の

工事こう長が無償こう長（架空の場合は メートル，地中の場合は

メートルといたします。）をこえるときには，当社は，その超過こう長に

次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。

区 分 単 位 金 額

架空配電設備の場合 超過こう長 メートルにつき 円 銭

地中配電設備の場合 超過こう長 メートルにつき 円 銭

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空配電設備についてはその

工事こう長の パーセント，地中配電設備についてはその工事こう長の

パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみな

します。

⑵ 工事費負担金の対象となる供給設備は，需給地点から需給地点に最も近

い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配

電設備といたします。

⑶ 工事費負担金は，需給契約ごとに算定いたします。ただし， 需要場所

において 以上の需給契約を結ぶ場合は，需要場所ごとに算定いたします。

⑷ 以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費

負担金の算定は，次によります。

イ 以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金

は，その代表のお客さまによる 申込みとみなして算定いたします。こ

の場合，無償こう長は，⑴の無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値

といたします。

ロ 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，
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お客さまごとに算定いたします。この場合，それぞれのお客さまの配電

設備の工事こう長については，共用される部分の工事こう長を共用する

お客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の

工事こう長を加えた値を，新たに施設される配電設備の工事こう長とい

たします。

⑸ 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の⑴の超過こう

長は，次により算定いたします。

イ 地中配電設備の超過こう長は，地中配電設備の工事こう長から地中配

電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。

ロ 架空配電設備の超過こう長は，架空配電設備の工事こう長といたしま

す。ただし，地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を

下回る場合は，次によります。

架空配電設備の超過こう長

＝ 架空配電設備の工事こう長 －
地中配電設備

－
地中配電設備

の無償こう長 の工事こう長

×
架空配電設備の無償こう長

地中配電設備の無償こう長

⑹ 次の言葉は，Ⅷ（工事費の負担）においてそれぞれ次の意味で使用いた

します。

イ 配電設備

発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで需給地点

に至る供給設備をいい，電線，引込線，変圧器およびこれらを支持し，

または収納する工作物（支持物，がいし，支線，暗きょ，管等をいいま

す。）を含みます。

ロ 工事こう長

別表 （標準設計基準）に定める設計（以下「標準設計」といいます。）

にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備の

こう長をいい，実際に施設されるこう長とは異なることがあります。

なお，単位は， メートルとし，その端数は，小数点以下第 位で四

Ⅷ 工 事 費 の 負 担

一般供給設備の工事費負担金 

⑴ お客さまが新たに電気を使用し，または契約電力等を増加される場合で，

これにともない新たに施設される配電設備（専用供給設備を除きます。）の

工事こう長が無償こう長（架空の場合は メートル，地中の場合は

メートルといたします。）をこえるときには，当社は，その超過こう長に

次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。

区 分 単 位 金 額

架空配電設備の場合 超過こう長 メートルにつき 円 銭

地中配電設備の場合 超過こう長 メートルにつき 円 銭

なお，張替えまたは添架を行なう場合は，架空配電設備についてはその

工事こう長の パーセント，地中配電設備についてはその工事こう長の

パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみな

します。

⑵ 工事費負担金の対象となる供給設備は，需給地点から需給地点に最も近

い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配

電設備といたします。

⑶ 工事費負担金は，需給契約ごとに算定いたします。ただし， 需要場所

において 以上の需給契約を結ぶ場合は，需要場所ごとに算定いたします。

⑷ 以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費

負担金の算定は，次によります。

イ 以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金

は，その代表のお客さまによる 申込みとみなして算定いたします。こ

の場合，無償こう長は，⑴の無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値

といたします。

ロ 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は，
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また，この場合も （一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担金を

申し受けます。

⑵ （専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事

費の全額

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は， （専用

供給設備）⑵によるものといたします。

供給設備を変更する場合の工事費負担金

⑴ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで，お客さま

の希望によって供給設備を変更する場合（お客さまとの電気の需給に直接

関係する場合に限ります。）は， （引込線の接続）， （計量器等の取付

け）または （電流制限器等の取付け）によって実費を申し受ける場合を

除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。

⑵ （電気の使用にともなうお客さまの協力）によって供給設備を変更す

る場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として申し受けま

す。

特別供給設備等の工事費の算定

（特別供給設備の工事費負担金）および （供給設備を変更する場合の

工事費負担金）の場合の工事費は，次により算定いたします。

⑴ 工事費は，お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場

合を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。

イ 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要す

る材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。

ロ 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。

ハ 撤去工事がある場合は，イにより算定される工事費の合計額から撤去

後の資材の残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛

捨五入いたします。

⑺ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，契約電力等を増加される場合とは，

次の値が増加する場合をいいます。

イ 定額電灯，臨時電灯Ａおよび公衆街路灯Ａの場合の契約負荷設備の総

容量

ロ 契約電流

ハ 契約容量

ニ 契約電力

なお，供給電気方式を交流単相 線式標準電圧 ボルトまたは ボル

トから交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトに変更される場

合は，契約電力等を増加されるものとみなします。

特別供給設備の工事費負担金

お客さまが新たに電気を使用し，または契約電力等を増加される場合で，

これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金

額を工事費負担金として申し受けます。

⑴ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場

合は，標準設計で施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といい

ます。）をこえる金額

なお，標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは，次のいず

れかに該当する場合をいいます。

イ お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物または変圧

器等を施設する場合

ロ 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず，地中配電設備を施

設する場合

ハ 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合

ニ その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を

施設する場合
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また，この場合も （一般供給設備の工事費負担金）の工事費負担金を

申し受けます。

⑵ （専用供給設備）によって専用供給設備を施設する場合は，その工事

費の全額

なお，この場合には，工事費負担金の対象となる供給設備は， （専用

供給設備）⑵によるものといたします。

供給設備を変更する場合の工事費負担金

⑴ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで，お客さま

の希望によって供給設備を変更する場合（お客さまとの電気の需給に直接

関係する場合に限ります。）は， （引込線の接続）， （計量器等の取付

け）または （電流制限器等の取付け）によって実費を申し受ける場合を

除き，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。

⑵ （電気の使用にともなうお客さまの協力）によって供給設備を変更す

る場合には，当社は，その工事費の全額を工事費負担金として申し受けま

す。

特別供給設備等の工事費の算定

（特別供給設備の工事費負担金）および （供給設備を変更する場合の

工事費負担金）の場合の工事費は，次により算定いたします。

⑴ 工事費は，お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場

合を除き，次により算定した標準設計工事費といたします。

イ 標準設計工事費は，工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要す

る材料費，工費および諸掛りの合計額といたします。

ロ 材料費は払出時の単価（電気事業会計規則に定められた方法によって

算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。）によって算定いたします。

ハ 撤去工事がある場合は，イにより算定される工事費の合計額から撤去

後の資材の残存価額を差し引いた金額に，撤去する場合の諸工費（諸掛

捨五入いたします。

⑺ Ⅷ（工事費の負担）の各項において，契約電力等を増加される場合とは，

次の値が増加する場合をいいます。

イ 定額電灯，臨時電灯Ａおよび公衆街路灯Ａの場合の契約負荷設備の総

容量

ロ 契約電流

ハ 契約容量

ニ 契約電力

なお，供給電気方式を交流単相 線式標準電圧 ボルトまたは ボル

トから交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトに変更される場

合は，契約電力等を増加されるものとみなします。

特別供給設備の工事費負担金

お客さまが新たに電気を使用し，または契約電力等を増加される場合で，

これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには，当社は，次の金

額を工事費負担金として申し受けます。

⑴ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場

合は，標準設計で施設する場合の工事費（以下「標準設計工事費」といい

ます。）をこえる金額

なお，標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは，次のいず

れかに該当する場合をいいます。

イ お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線，支持物または変圧

器等を施設する場合

ロ 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず，地中配電設備を施

設する場合

ハ 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合

ニ その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を

施設する場合
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いたします。

⑶ 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものと

いたします。

イ （一般供給設備の工事費負担金）にもとづき算定される場合は，次

に該当するとき。

イ 設計変更等により，架空配電設備または地中配電設備のいずれかの

工事こう長の変更の差異が パーセントをこえる場合

ロ その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合

ロ （特別供給設備の工事費負担金）（ 〔一般供給設備の工事費負担

金〕の超過こう長 メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定す

る場合は，イに準ずるものといたします。）および （供給設備を変更

する場合の工事費負担金）にもとづき算定される場合は，次に該当する

とき。

イ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧

器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変

更（低圧引込線を除きます。）の差異が パーセントをこえる場合

ロ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計か

ら払出しまでの期間が短いときを除きます。）

ハ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合

⑷ 当社は，お客さまの承諾をえて，専用供給設備を専用供給設備以外の供

給設備に変更することがあります。

なお，その変更が供給設備を施設してから 年以内に行なわれる場合は，

その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額

をお返しいたします。

⑸ 居住用の分譲地として整備された地域等において，原則として 年以内

にすべての建物が施設される場合で，すべてのお客さまが共同して申込み

をされたときには，当社は，施設を予定しているすべての建物に対する工

りを含みます。）を加えた金額といたします。

ニ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の

工事費は， （臨時工事費）に準じて算定いたします。

⑵ お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費

は，⑴に準じて算定いたします。

⑶ （特別供給設備の工事費負担金）⑴の場合で，その工事費を （一般

供給設備の工事費負担金）⑴に定める超過こう長 メートル当たりの金額

にもとづいて算定することが適当と認められるときは，⑴および⑵にかか

わらず，標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準

設計工事費をいずれも （一般供給設備の工事費負担金）⑴にもとづいて

算定いたします。この場合，超過こう長 メートル当たりの金額を新たに

施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。

⑷ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て電気を供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，

管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたし

ます。

イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合

工事費×
使用回線数

施設回線数

ロ 管路等を利用して電気を供給する場合

工事費×
使用孔数

施設孔数－予備孔数

工事費負担金の申受けおよび精算

⑴ 当社は，工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし，お客さま

に特別の事情がある場合は，工事費負担金を工事着手後に申し受けること

があります。この場合，需給開始日までに申し受けます。

⑵ お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は，工事費負担

金に関する必要な事項について，工事着手前に工事費負担金契約書を作成
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いたします。

⑶ 工事費負担金は，次の場合には，工事完成後すみやかに精算するものと

いたします。

イ （一般供給設備の工事費負担金）にもとづき算定される場合は，次

に該当するとき。

イ 設計変更等により，架空配電設備または地中配電設備のいずれかの

工事こう長の変更の差異が パーセントをこえる場合

ロ その他特別の事情により，工事費負担金に差異が生じた場合

ロ （特別供給設備の工事費負担金）（ 〔一般供給設備の工事費負担

金〕の超過こう長 メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定す

る場合は，イに準ずるものといたします。）および （供給設備を変更

する場合の工事費負担金）にもとづき算定される場合は，次に該当する

とき。

イ 設計変更により，電柱（鉄塔，鉄柱を含みます。），電線および変圧

器等の主要材料の規格が変更となる場合，または主要材料の数量の変

更（低圧引込線を除きます。）の差異が パーセントをこえる場合

ロ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合（設計か

ら払出しまでの期間が短いときを除きます。）

ハ その他特別の事情により，工事費負担金に著しい差異が生じた場合

⑷ 当社は，お客さまの承諾をえて，専用供給設備を専用供給設備以外の供

給設備に変更することがあります。

なお，その変更が供給設備を施設してから 年以内に行なわれる場合は，

その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給

設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額

をお返しいたします。

⑸ 居住用の分譲地として整備された地域等において，原則として 年以内

にすべての建物が施設される場合で，すべてのお客さまが共同して申込み

をされたときには，当社は，施設を予定しているすべての建物に対する工

りを含みます。）を加えた金額といたします。

ニ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の

工事費は， （臨時工事費）に準じて算定いたします。

⑵ お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費

は，⑴に準じて算定いたします。

⑶ （特別供給設備の工事費負担金）⑴の場合で，その工事費を （一般

供給設備の工事費負担金）⑴に定める超過こう長 メートル当たりの金額

にもとづいて算定することが適当と認められるときは，⑴および⑵にかか

わらず，標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準

設計工事費をいずれも （一般供給設備の工事費負担金）⑴にもとづいて

算定いたします。この場合，超過こう長 メートル当たりの金額を新たに

施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。

⑷ 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔，管路等を利用し

て電気を供給する場合は，新たに施設される電線路に必要とされる回線数，

管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたし

ます。

イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合

工事費×
使用回線数

施設回線数

ロ 管路等を利用して電気を供給する場合

工事費×
使用孔数

施設孔数－予備孔数

工事費負担金の申受けおよび精算

⑴ 当社は，工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし，お客さま

に特別の事情がある場合は，工事費負担金を工事着手後に申し受けること

があります。この場合，需給開始日までに申し受けます。

⑵ お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は，工事費負担

金に関する必要な事項について，工事着手前に工事費負担金契約書を作成
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需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

供給設備の一部または全部を施設した後，お客さまの都合によって需給開

始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は，当社は，要した費

用の実費を申し受けます。

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に多額の費用を要したときは，その実費を申し受けます。

 

事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の パーセントの値を乗じてえ

た値をこえる部分を超過こう長として算定される （一般供給設備の工事

費負担金）の工事費負担金を当初に申し受けます。

また，工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客

さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象と

なる工事こう長は，共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始し

たお客さまの数とが異なる場合であっても，施設された配電設備に応じた

ものといたします。

臨時工事費

⑴ （臨時電灯）， （臨時電力）または （農事用電力）⑵によって電気

の供給を受けるお客さまのために新たに供給設備を施設する場合には，当

社は，新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工

費（諸掛りを含みます。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額を，臨時工事費として，原則として工事着手前に申し

受けます。

なお，撤去後の資材の残存価額は，変圧器，開閉器等の機器については

その価額の パーセント，その他の設備についてはその価額の パーセン

トといたします。

⑵ 臨時工事費を申し受ける場合は， （一般供給設備の工事費負担金），

（特別供給設備の工事費負担金）および （供給設備を変更する場合の工

事費負担金）の工事費負担金は申し受けません。

⑶ 新たに施設する供給設備のうち，当社が将来の需要等を考慮して常置し，

かつ，無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。

⑷ 臨時工事費の精算は， （工事費負担金の申受けおよび精算）⑶ロの場

合に準ずるものといたします。
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需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け

供給設備の一部または全部を施設した後，お客さまの都合によって需給開

始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は，当社は，要した費

用の実費を申し受けます。

なお，実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても，測量監督

等に多額の費用を要したときは，その実費を申し受けます。

 

事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の パーセントの値を乗じてえ

た値をこえる部分を超過こう長として算定される （一般供給設備の工事

費負担金）の工事費負担金を当初に申し受けます。

また，工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客

さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象と

なる工事こう長は，共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始し

たお客さまの数とが異なる場合であっても，施設された配電設備に応じた

ものといたします。

臨時工事費

⑴ （臨時電灯）， （臨時電力）または （農事用電力）⑵によって電気

の供給を受けるお客さまのために新たに供給設備を施設する場合には，当

社は，新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工

費（諸掛りを含みます。）を加えた金額から，その撤去後の資材の残存価

額を差し引いた金額を，臨時工事費として，原則として工事着手前に申し

受けます。

なお，撤去後の資材の残存価額は，変圧器，開閉器等の機器については

その価額の パーセント，その他の設備についてはその価額の パーセン

トといたします。

⑵ 臨時工事費を申し受ける場合は， （一般供給設備の工事費負担金），

（特別供給設備の工事費負担金）および （供給設備を変更する場合の工

事費負担金）の工事費負担金は申し受けません。

⑶ 新たに施設する供給設備のうち，当社が将来の需要等を考慮して常置し，

かつ，無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。

⑷ 臨時工事費の精算は， （工事費負担金の申受けおよび精算）⑶ロの場

合に準ずるものといたします。
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託した業務内容等を記載した文書等により，お客さまにお知らせいたします。

調査に対するお客さまの協力

⑴ お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完

成したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していた

だきます。

⑵ 当社は， （調査）⑴により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。

保安に対するお客さまの協力

⑴ 次の場合には，お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただ

きます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。

イ お客さまが，引込線，計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に

異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあ

ると認めた場合

ロ お客さまが，お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，また

は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給設備に影

響を及ぼすおそれがあると認めた場合

⑵ お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件（発電設備を

含みます。）の設置，変更または修繕工事をされる場合は，あらかじめその

内容を当社に通知していただきます。また，物件の設置，変更または修繕

工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすことと

なった場合には，すみやかにその内容を当社に通知していただきます。こ

れらの場合において，保安上とくに必要があるときには，当社は，お客さ

まにその内容の変更をしていただくことがあります。

検査または工事の受託

⑴ お客さまは，保安上必要な電気工作物の検査を当社に申し込むことがで

Ⅸ 保 安
 

保安の責任 

当社は，需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社

の電気工作物について，保安の責任を負います。

調 査

⑴ 当社は，法令で定めるところにより，お客さまの電気工作物が技術基準

に適合しているかどうかを調査いたします。

なお，係員は，所定の証明書を提示いたします。

⑵ 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ

る場合には，その一部を省略することがあります。

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定

ロ 接地抵抗値の測定

ハ 点検

⑶ 当社は，⑴の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨

を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき

措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，お

客さまにお知らせいたします。

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等

を記載した文書により，原則として調査時に行ないます。

調査等の委託

⑴ 当社は， （調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがありま

す。

⑵ 当社は，⑴によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委
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託した業務内容等を記載した文書等により，お客さまにお知らせいたします。

調査に対するお客さまの協力

⑴ お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には，その工事が完

成したとき，すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していた

だきます。

⑵ 当社は， （調査）⑴により調査を行なうにあたり，必要があるときは，

お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。

保安に対するお客さまの協力

⑴ 次の場合には，お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただ

きます。この場合には，当社は，ただちに適当な処置をいたします。

イ お客さまが，引込線，計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に

異状もしくは故障があり，または異状もしくは故障が生ずるおそれがあ

ると認めた場合

ロ お客さまが，お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり，また

は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり，それが当社の供給設備に影

響を及ぼすおそれがあると認めた場合

⑵ お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件（発電設備を

含みます。）の設置，変更または修繕工事をされる場合は，あらかじめその

内容を当社に通知していただきます。また，物件の設置，変更または修繕

工事をされた後，その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすことと

なった場合には，すみやかにその内容を当社に通知していただきます。こ

れらの場合において，保安上とくに必要があるときには，当社は，お客さ

まにその内容の変更をしていただくことがあります。

検査または工事の受託

⑴ お客さまは，保安上必要な電気工作物の検査を当社に申し込むことがで

Ⅸ 保 安
 

保安の責任 

当社は，需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社

の電気工作物について，保安の責任を負います。

調 査

⑴ 当社は，法令で定めるところにより，お客さまの電気工作物が技術基準

に適合しているかどうかを調査いたします。

なお，係員は，所定の証明書を提示いたします。

⑵ 調査は，次の事項について行ないます。ただし，必要がないと認められ

る場合には，その一部を省略することがあります。

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定

ロ 接地抵抗値の測定

ハ 点検

⑶ 当社は，⑴の調査の結果，技術基準に適合していると認めるときはその旨

を，適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき

措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を，お

客さまにお知らせいたします。

なお，調査結果の通知は，調査年月日，係員，調査についての照会先等

を記載した文書により，原則として調査時に行ないます。

調査等の委託

⑴ 当社は， （調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受

けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがありま

す。

⑵ 当社は，⑴によって委託した場合には，委託先の名称，所在地および委
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附 則

きます。

⑵ ⑴の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。こ

の場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易な

ものについては，無料とすることがあります。

⑶ お客さまは，保安上必要な電気工作物の工事を当社に申し込むことがで

きます。

⑷ ⑶の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたしま

す。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆

損傷個所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除き

ます。）のみを申し受けます。

自家用電気工作物

お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については，この供給約款

のうち次のものは，適用いたしません。

⑴ （調査）

⑵ （調査等の委託）

⑶ （調査に対するお客さまの協力）

⑷ （検査または工事の受託）
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きます。

⑵ ⑴の申込みを受けた場合には，当社は，すみやかに検査を行ないます。こ

の場合には，当社は，検査料として実費を申し受けます。ただし，軽易な

ものについては，無料とすることがあります。

⑶ お客さまは，保安上必要な電気工作物の工事を当社に申し込むことがで

きます。

⑷ ⑶の申込みを受けた場合には，当社は，できる限りこれを受託いたしま

す。受託したときには，当社は，実費を申し受けます。ただし，電線被覆

損傷個所のテープ巻き等の軽易なものについては，材料費（消耗品を除き

ます。）のみを申し受けます。

自家用電気工作物

お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については，この供給約款

のうち次のものは，適用いたしません。

⑴ （調査）

⑵ （調査等の委託）

⑶ （調査に対するお客さまの協力）

⑷ （検査または工事の受託）
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附 則

この供給約款の実施期日 

この供給約款は，平成 年 月 日から実施いたします。

標準周波数についての特別措置

この供給約款実施の際現に次の区域内で標準周波数 ヘルツで電気を供給

している区域については，当分の間，標準周波数 ヘルツで供給いたします。

新潟県 佐渡市，妙高市および糸魚川市

需要場所についての特別措置

⑴ 適 用

イ （需要場所）⑴に定める 構内または （需要場所）⑵に定める

建物（以下「原需要場所」といいます。）において，ロに定める特例設

備を新たに使用する際に，ロに定める特例設備が施設された区域または

部分（以下「特例区域等」といいます。）のお客さまからこの供給条件

の適用の申出がある場合で，次のいずれにも該当するときは， （需要

場所）にかかわらず，当分の間， 原需要場所につき，ロイまたはロそ

れぞれ 特例区域等に限り， 需要場所といたします。

イ 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また，

ロロに定める特例設備の場合は，原需要場所から特例区域等を除いた

区域または部分（以下「非特例区域等」といいます。）においてロロ

に定める特例設備以外の負荷設備があること。

ロ 次の事項について，非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。

ａ 非特例区域等について， （需要場所）に準じて需要場所を定め

ること。

ｂ 当社が特例区域等における業務を実施するため， （需要場所へ
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従量電灯のお客さまの共同住宅の料金算定にかかわる取扱い

⑴ 従量電灯のお客さまで，共同住宅（ 建物に 以上の世帯が居住されて

いる住宅をいいます。）の各戸または各居室（以下「各戸」といいます。）

が独立の需要場所となりえないため， 需給契約を結んでいる場合の料金

は，当分の間，次のいずれかに該当する場合を除いて，⑵により算定いた

します。

なお，この場合，お客さまからあらかじめ申し出ていただきます。

イ 建物からなる住宅の場合で，各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分され

ていないとき。

ロ 建物からなる住宅の場合で，各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分され

ている場合であっても，各戸ごとの生活が独立していないと認められる

とき。

⑵ 料金は， （従量電灯）⑴ニ，⑵ニおよび⑶ホにかかわらず，各戸ごと

とに従量電灯Ａまたは従量電灯Ｂを適用したものとみなして，次のとおり

り算定いたします。

イ 基本料金

基本料金は，契約電流または契約容量を各戸数で除してえた値に対応

する契約電流に相当する基本料金に，各戸数を乗じてえた金額といたし

ます。ただし，従量電灯Ａの場合は適用いたしません。

ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金

電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金（従量電灯Ａの

場合は料金といたします。）は， 月の使用電力量を各戸数で除してえ

た値（キロワット時）により算定した金額に，各戸数を乗じてえた金額

といたします。

農事用電力（脱穀調整用電力）のお客さまについての特別措置

この供給約款実施の際現に変更前の電気供給約款（以下「旧供給約款」と

いいます。）附則 農事用電力〔脱穀調整用電力〕のお客さまについての特

の立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等のお客さまの

土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がな

い限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただ

くこと。

ハ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。

ニ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されて

いること。

ホ 当社が非特例区域等における業務を実施するため， （需要場所へ

の立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等のお客さまの土地

または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，

立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。

ロ 特例設備は，次のものをいいます。

イ 急速充電設備等

電気事業法施行規則附則第 条第 項第 号に定める電気自動車専

用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずる

もの。

ロ 認定発電設備等

電気事業法施行規則附則第 条第 項第 号に定める認定発電設備

およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。

⑵ 工事費の負担

特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し，または契約電力等を増加

される場合で，これにともない新たに供給設備を施設するときには，当社

は， （一般供給設備の工事費負担金）または （特別供給設備の工事費

負担金）にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金として申し受け

ます。

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については， （特別供給設備の工事

費負担金）の場合に準ずるものといたします。
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従量電灯のお客さまの共同住宅の料金算定にかかわる取扱い

⑴ 従量電灯のお客さまで，共同住宅（ 建物に 以上の世帯が居住されて

いる住宅をいいます。）の各戸または各居室（以下「各戸」といいます。）

が独立の需要場所となりえないため， 需給契約を結んでいる場合の料金

は，当分の間，次のいずれかに該当する場合を除いて，⑵により算定いた

します。

なお，この場合，お客さまからあらかじめ申し出ていただきます。

イ 建物からなる住宅の場合で，各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分され

ていないとき。

ロ 建物からなる住宅の場合で，各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分され

ている場合であっても，各戸ごとの生活が独立していないと認められる

とき。

⑵ 料金は， （従量電灯）⑴ニ，⑵ニおよび⑶ホにかかわらず，各戸ごと

とに従量電灯Ａまたは従量電灯Ｂを適用したものとみなして，次のとおり

り算定いたします。

イ 基本料金

基本料金は，契約電流または契約容量を各戸数で除してえた値に対応

する契約電流に相当する基本料金に，各戸数を乗じてえた金額といたし

ます。ただし，従量電灯Ａの場合は適用いたしません。

ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金

電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金（従量電灯Ａの

場合は料金といたします。）は， 月の使用電力量を各戸数で除してえ

た値（キロワット時）により算定した金額に，各戸数を乗じてえた金額

といたします。

農事用電力（脱穀調整用電力）のお客さまについての特別措置

この供給約款実施の際現に変更前の電気供給約款（以下「旧供給約款」と

いいます。）附則 農事用電力〔脱穀調整用電力〕のお客さまについての特

の立入りによる業務の実施）に準じて，非特例区域等のお客さまの

土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がな

い限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただ

くこと。

ハ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。

ニ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されて

いること。

ホ 当社が非特例区域等における業務を実施するため， （需要場所へ

の立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等のお客さまの土地

または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，

立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。

ロ 特例設備は，次のものをいいます。

イ 急速充電設備等

電気事業法施行規則附則第 条第 項第 号に定める電気自動車専

用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずる

もの。

ロ 認定発電設備等

電気事業法施行規則附則第 条第 項第 号に定める認定発電設備

およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。

⑵ 工事費の負担

特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し，または契約電力等を増加

される場合で，これにともない新たに供給設備を施設するときには，当社

は， （一般供給設備の工事費負担金）または （特別供給設備の工事費

負担金）にかかわらず，その工事費の全額を工事費負担金として申し受け

ます。

なお，Ⅷ（工事費の負担）の適用については， （特別供給設備の工事

費負担金）の場合に準ずるものといたします。
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計量器の読みにかかわる取扱い

乗率を有しない記録型計量器により計量する場合の計量器の読みは， （使

用電力量の計量）⑵ロにかかわらず，当分の間，整数位までといたします。

延滞利息の適用開始までの取扱い

（承諾の限界）， （定額電灯）， （従量電灯）， （臨時電灯）， （公

衆街路灯）， （低圧電力）， （臨時電力）， （農事用電力）， （日割計

算）， （料金の支払義務および支払期日）， （料金その他の支払方法），

（延滞利息）， （保証金）， （供給の停止）， （供給停止期間中の料金），

（違約金）， （制限または中止の料金割引），附則 （従量電灯のお客さ

まの共同住宅の料金算定にかかわる取扱い），附則 （農事用電力〔脱穀調整

用電力〕のお客さまについての特別措置）および別表 （日割計算の基本算

式）については，料金の算定期間の最終日が平成 年 月 日以降となる料

金に適用するものとし，料金の算定期間の最終日が平成 年 月 日以前と

なる料金については，次のとおりといたします。

⑴ 承諾の限界

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況（既

に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期限を経過してなお

支払われない場合を含みます。）その他によってやむをえない場合には，需給

契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は，

その理由をお知らせいたします。

⑵ 料 金

イ 料金は，早収期間内に支払われる場合には各契約種別ごとに次の各項

に規定する早収料金に別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶に

よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとし，

早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金に別表 （再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電

促進賦課金を加えたものといたします。ただし， （料金の算定）⑴イ

別措置）の適用を受けて脱穀調整のために動力を毎回 日以上の期間を限り

継続して使用しているお客さまの料金その他の供給条件は，次のとおりとい

たします。

⑴ 料 金

料金は， 年（毎年 月 日から起算いたします。）につき次によって算

定された金額および農事用電力Ｂに準じて算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計といたします。

契約電力

契約

使用期間

キロワット キロワット キロワット キロワット

キロワット
をこえ キロ
ワットを増す
ごとに

最初の 日

まで
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

日をこえる

日につき
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

ただし，別表 （燃料費調整 ⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，農事用電力Ｂに準じて算定された燃料費調整額

を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整 ⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を上回る場合は，農事用電力Ｂに準じて算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。この場合，基準単価は，次のと

おりといたします。

契約電力 キロワット キロワット キロワット キロワット

キロワット
をこえ キロ
ワットを増す
ごとに

日につき 銭 厘 銭 厘 円 銭 厘 円 銭 厘 銭 厘

⑵ 支払義務発生日

料金の支払義務発生日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日とい

たします。ただし，最初の 日までの料金の支払義務発生日は，契約使用

開始日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

⑶ その他の事項については，本則の農事用電力Ａに準ずるものといたしま

す。
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計量器の読みにかかわる取扱い

乗率を有しない記録型計量器により計量する場合の計量器の読みは， （使

用電力量の計量）⑵ロにかかわらず，当分の間，整数位までといたします。

延滞利息の適用開始までの取扱い

（承諾の限界）， （定額電灯）， （従量電灯）， （臨時電灯）， （公

衆街路灯）， （低圧電力）， （臨時電力）， （農事用電力）， （日割計

算）， （料金の支払義務および支払期日）， （料金その他の支払方法），

（延滞利息）， （保証金）， （供給の停止）， （供給停止期間中の料金），

（違約金）， （制限または中止の料金割引），附則 （従量電灯のお客さ

まの共同住宅の料金算定にかかわる取扱い），附則 （農事用電力〔脱穀調整

用電力〕のお客さまについての特別措置）および別表 （日割計算の基本算

式）については，料金の算定期間の最終日が平成 年 月 日以降となる料

金に適用するものとし，料金の算定期間の最終日が平成 年 月 日以前と

なる料金については，次のとおりといたします。

⑴ 承諾の限界

当社は，法令，電気の需給状況，供給設備の状況，料金の支払状況（既

に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期限を経過してなお

支払われない場合を含みます。）その他によってやむをえない場合には，需給

契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は，

その理由をお知らせいたします。

⑵ 料 金

イ 料金は，早収期間内に支払われる場合には各契約種別ごとに次の各項

に規定する早収料金に別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）⑶に

よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとし，

早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金に別表 （再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電

促進賦課金を加えたものといたします。ただし， （料金の算定）⑴イ

別措置）の適用を受けて脱穀調整のために動力を毎回 日以上の期間を限り

継続して使用しているお客さまの料金その他の供給条件は，次のとおりとい

たします。

⑴ 料 金

料金は， 年（毎年 月 日から起算いたします。）につき次によって算

定された金額および農事用電力Ｂに準じて算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計といたします。

契約電力

契約

使用期間

キロワット キロワット キロワット キロワット

キロワット
をこえ キロ
ワットを増す
ごとに

最初の 日

まで
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

日をこえる

日につき
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

ただし，別表 （燃料費調整 ⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，農事用電力Ｂに準じて算定された燃料費調整額

を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整 ⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を上回る場合は，農事用電力Ｂに準じて算定された

燃料費調整額を加えたものといたします。この場合，基準単価は，次のと

おりといたします。

契約電力 キロワット キロワット キロワット キロワット

キロワット
をこえ キロ
ワットを増す
ごとに

日につき 銭 厘 銭 厘 円 銭 厘 円 銭 厘 銭 厘

⑵ 支払義務発生日

料金の支払義務発生日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日とい

たします。ただし，最初の 日までの料金の支払義務発生日は，契約使用

開始日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

⑶ その他の事項については，本則の農事用電力Ａに準ずるものといたしま

す。
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⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定され

た燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 需要家料金

需要家料金は， 月につき次のとおりといたします。

契 約 に つ き 円 銭

ロ 電灯料金

ａ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりといた

します。

ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭

ｂ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括

して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）を算定し，その容量につき ボルトアンペアを ワット

とみなして電灯料金を適用いたします。

ｃ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容量

につき ボルトアンペアを ワットとみなして電灯料金を適用い

たします。

の場合で，需給契約が消滅したときに⑽により日割計算をしてえた料金

については，早収料金に別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）

⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたもの

といたします。

ロ 遅収料金は，早収料金にその パーセントを加えたものといたします。

ハ 早収期間は，⑾イの支払義務発生日の翌日から起算して 日目までの

期間をいいます。

なお，早収期間の最終日（以下「早収期限日」といいます。）が日曜

日または休日に該当する場合は，早収期限日を翌日といたします。また，

翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにその翌日といたしま

す。

⑶ 定 額 電 灯

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，その総容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表

〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が

ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

または ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。た

だし，供給電気方式および供給電圧については，お客さまに特別の事情

がある場合には，交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトと

することがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 早収料金

早収料金は，需要家料金，電灯料金および小型機器料金の合計といた

します。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表 （燃料費調整）
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⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定され

た燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 需要家料金

需要家料金は， 月につき次のとおりといたします。

契 約 に つ き 円 銭

ロ 電灯料金

ａ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりといた

します。

ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭

ｂ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一括

して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

は，別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものとい

たします。）を算定し，その容量につき ボルトアンペアを ワット

とみなして電灯料金を適用いたします。

ｃ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたします。

なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，その容量

につき ボルトアンペアを ワットとみなして電灯料金を適用い

たします。

の場合で，需給契約が消滅したときに⑽により日割計算をしてえた料金

については，早収料金に別表 （再生可能エネルギー発電促進賦課金）

⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたもの

といたします。

ロ 遅収料金は，早収料金にその パーセントを加えたものといたします。

ハ 早収期間は，⑾イの支払義務発生日の翌日から起算して 日目までの

期間をいいます。

なお，早収期間の最終日（以下「早収期限日」といいます。）が日曜

日または休日に該当する場合は，早収期限日を翌日といたします。また，

翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにその翌日といたしま

す。

⑶ 定 額 電 灯

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，その総容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表

〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が

ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

または ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。た

だし，供給電気方式および供給電圧については，お客さまに特別の事情

がある場合には，交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトと

することがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 早収料金

早収料金は，需要家料金，電灯料金および小型機器料金の合計といた

します。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表 （燃料費調整）

Ｔ01-02電気供給約款-本編.indd   81 2013/02/06   20:53:32



―　　―82

ニ 早収料金

早収料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。ただ

し，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定さ

れた燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イ

によって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものと

いたします。

最 低 料 金 契約につき最初の キロワット時まで 円 銭

電力量料金 上記をこえる キロワット時につき 円 銭

ロ 従量電灯Ｂ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。

ａ 契約電流が アンペア以上であり，かつ， アンペア以下である

こと。

ｂ 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約電

流と契約電力との合計（この場合， アンペアを キロワットとみ

なします。）が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，

お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは，ａに該当し，かつ，ｂの契約電流と契約電力との

合計が キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

ハ 小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力

換算容量〕によって換算するものといたします。）に応じ 月につき次

のとおりといたします。

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの 機器に

つき
円 銭

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルトアンペア

までごとに
円 銭

⑷ 従 量 電 灯

イ 従量電灯Ａ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。

ａ 使用する最大電流（交流単相 線式標準電圧 ボルトに換算した

値といたします。）が アンペア以下であること。

ｂ 定額電灯を適用できないこと。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

もしくは ボルトまたは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび

ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。

ハ 契約電流

ａ 契約電流は， アンペアといたします。

ｂ 当社は，契約電流に応じた電流制限器を取り付けます。ただし，

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けら

れている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがない

と認められる場合には，当社は，電流制限器を取り付けないことが

あります。
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ニ 早収料金

早収料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。ただ

し，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定さ

れた燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イ

によって算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものと

いたします。

最 低 料 金 契約につき最初の キロワット時まで 円 銭

電力量料金 上記をこえる キロワット時につき 円 銭

ロ 従量電灯Ｂ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。

ａ 契約電流が アンペア以上であり，かつ， アンペア以下である

こと。

ｂ 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約電

流と契約電力との合計（この場合， アンペアを キロワットとみ

なします。）が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，

お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは，ａに該当し，かつ，ｂの契約電流と契約電力との

合計が キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

ハ 小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の入力

換算容量〕によって換算するものといたします。）に応じ 月につき次

のとおりといたします。

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの 機器に

つき
円 銭

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルトアンペア

までごとに
円 銭

⑷ 従 量 電 灯

イ 従量電灯Ａ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。

ａ 使用する最大電流（交流単相 線式標準電圧 ボルトに換算した

値といたします。）が アンペア以下であること。

ｂ 定額電灯を適用できないこと。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

もしくは ボルトまたは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび

ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。

ハ 契約電流

ａ 契約電流は， アンペアといたします。

ｂ 当社は，契約電流に応じた電流制限器を取り付けます。ただし，

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けら

れている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがない

と認められる場合には，当社は，電流制限器を取り付けないことが

あります。
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契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

最初の キロワット時までの キロワット時につき 円 銭

キロワット時をこえ キロワット時までの キロワット

時につき
円 銭

キロワット時をこえる キロワット時につき 円 銭

ｃ 最低月額料金

ａおよびｂによって算定された基本料金と電力量料金との合計が

次の金額を下回る場合は，その 月の早収料金は，次の金額といた

します。

契 約 に つ き 円 銭

ハ 従量電灯Ｃ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。

ａ 契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として

キロボルトアンペア未満であること。

ｂ 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約容

量と契約電力との合計（この場合， キロボルトアンペアを キロ

ワットとみなします。）が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，

または交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波

数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式およ

び供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線

式標準電圧 ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとする

ことがあります。

ハ 契約電流

ａ 契約電流は， アンペア， アンペア， アンペア， アンペア，

アンペア， アンペアまたは アンペアのいずれかとし，お客さ

まの申出によって定めます。

ｂ 当社は，契約電流に応じて電流制限器等を取り付けます。ただし，

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けら

れている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがない

と認められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないこと

があります。

ニ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を

加えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。
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契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

契約電流 アンペア 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

最初の キロワット時までの キロワット時につき 円 銭

キロワット時をこえ キロワット時までの キロワット

時につき
円 銭

キロワット時をこえる キロワット時につき 円 銭

ｃ 最低月額料金

ａおよびｂによって算定された基本料金と電力量料金との合計が

次の金額を下回る場合は，その 月の早収料金は，次の金額といた

します。

契 約 に つ き 円 銭

ハ 従量電灯Ｃ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するも

のに適用いたします。

ａ 契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として

キロボルトアンペア未満であること。

ｂ 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約容

量と契約電力との合計（この場合， キロボルトアンペアを キロ

ワットとみなします。）が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，

または交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波

数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式およ

び供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線

式標準電圧 ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとする

ことがあります。

ハ 契約電流

ａ 契約電流は， アンペア， アンペア， アンペア， アンペア，

アンペア， アンペアまたは アンペアのいずれかとし，お客さ

まの申出によって定めます。

ｂ 当社は，契約電流に応じて電流制限器等を取り付けます。ただし，

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けら

れている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがない

と認められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないこと

があります。

ニ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を

加えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。
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流にもとづき，別表 （契約容量および契約電力の算定方法）によ

り算定された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじ

め設定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。

ホ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加

えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

最初の キロワット時までの キロワット時につき 円 銭

キロワット時をこえ キロワット時までの キロワット

時につき
円 銭

キロワット時をこえる キロワット時につき 円 銭

⑸ 臨 時 電 灯

イ 臨時電灯Ａ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは，ａに該当し，かつ，ｂの契約容量と契約電力との

合計が キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

および ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。

ただし，供給電気方式および供給電圧については，技術上または当社

の供給設備の都合でやむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧

ボルトもしくは ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボル

トとすることがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 契約容量

ａ 契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，

出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に

次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，差込口の数と電気

機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表 （契約負

荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。

最初の キロボルトアンペアにつき パーセント

次の キロボルトアンペアにつき パーセント

次の キロボルトアンペアにつき パーセント

キロボルトアンペアをこえる部分につき パーセント

ｂ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望され

る場合には，契約容量は，ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電
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流にもとづき，別表 （契約容量および契約電力の算定方法）によ

り算定された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじ

め設定していただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて

確認いたします。

ホ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加

えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

最初の キロワット時までの キロワット時につき 円 銭

キロワット時をこえ キロワット時までの キロワット

時につき
円 銭

キロワット時をこえる キロワット時につき 円 銭

⑸ 臨 時 電 灯

イ 臨時電灯Ａ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，

その総容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場合等

お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給

設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは，ａに該当し，かつ，ｂの契約容量と契約電力との

合計が キロワット以上であるものについても適用することがありま

す。この場合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給

設備を施設することがあります。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

および ボルトとし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。

ただし，供給電気方式および供給電圧については，技術上または当社

の供給設備の都合でやむをえない場合には，交流単相 線式標準電圧

ボルトもしくは ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボル

トとすることがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 契約容量

ａ 契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，

出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）に

次の係数を乗じてえた値といたします。ただし，差込口の数と電気

機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は，別表 （契約負

荷設備の総容量の算定）によって総容量を定めます。

最初の キロボルトアンペアにつき パーセント

次の キロボルトアンペアにつき パーセント

次の キロボルトアンペアにつき パーセント

キロボルトアンペアをこえる部分につき パーセント

ｂ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望され

る場合には，契約容量は，ａにかかわらず，契約主開閉器の定格電
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ニ そ の 他

ａ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ｂ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場

合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間

満了の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ａを適用いたしま

す。

ｃ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，定額電

灯に準ずるものといたします。

ロ 臨時電灯Ｂ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，

契約電流が アンペア以上であり，かつ， アンペア以下であるもの

に適用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用する需

要には適用いたしません。

ロ 契約電流

ａ 契約電流は， アンペア， アンペアまたは アンペアのいずれ

かとし，お客さまの申出によって定めます。

ｂ 当社は，契約電流に応じて電流制限器等を取り付けます。ただし，

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けら

れている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがない

と認められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないこと

があります。

ハ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）が キロボルトアンペア以下であるも

のに適用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用する

需要には適用いたしません。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

または交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波

数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式およ

び供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線

式標準電圧 ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとする

ことがあります。

ハ 早収料金

早収料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出

力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）によって，

日につき次のとおりといたします。ただし，別表 （燃料費調整）⑴イ

によって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定さ

れた燃料費調整額を加えたものといたします。

総容量が ボルトアンペアまでの場合 円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

場合
円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

場合 ボルトアンペアまでごとに
円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ キロボルトアンペアまで

の場合
円 銭

総容量が キロボルトアンペアをこえ キロボルトアンペア

までの場合 キロボルトアンペアまでごとに
円 銭

Ｔ01-02電気供給約款-本編.indd   88 2013/02/06   20:53:35



―　　―89

ニ そ の 他

ａ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ｂ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場

合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間

満了の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ａを適用いたしま

す。

ｃ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，定額電

灯に準ずるものといたします。

ロ 臨時電灯Ｂ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，

契約電流が アンペア以上であり，かつ， アンペア以下であるもの

に適用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用する需

要には適用いたしません。

ロ 契約電流

ａ 契約電流は， アンペア， アンペアまたは アンペアのいずれ

かとし，お客さまの申出によって定めます。

ｂ 当社は，契約電流に応じて電流制限器等を取り付けます。ただし，

お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けら

れている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがない

と認められる場合には，当社は，電流制限器等を取り付けないこと

があります。

ハ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によっ

て換算するものといたします。）が キロボルトアンペア以下であるも

のに適用いたします。ただし，毎年，一定期間を限り，反復使用する

需要には適用いたしません。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

または交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波

数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式およ

び供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線

式標準電圧 ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとする

ことがあります。

ハ 早収料金

早収料金は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出

力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）によって，

日につき次のとおりといたします。ただし，別表 （燃料費調整）⑴イ

によって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表

（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたもの

とし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定さ

れた燃料費調整額を加えたものといたします。

総容量が ボルトアンペアまでの場合 円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

場合
円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

場合 ボルトアンペアまでごとに
円 銭

総容量が ボルトアンペアをこえ キロボルトアンペアまで

の場合
円 銭

総容量が キロボルトアンペアをこえ キロボルトアンペア

までの場合 キロボルトアンペアまでごとに
円 銭
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よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加

えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ハ そ の 他

ａ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ｂ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場

合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間

満了の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ｃを適用いたしま

す。

ｃ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電

灯Ｃに準ずるものといたします。

⑹ 公衆街路灯

イ 公衆街路灯Ａ

イ 適用範囲

公衆街路灯を使用する需要で，その総容量（入力といたします。な

お，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が キ

ロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし，昼間に

も継続して使用されるものについては，お客さまと当社との協議によ

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加

えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約電流 アンペアにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ニ そ の 他

ａ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ｂ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場

合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間

満了の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ｂを適用いたしま

す。

ｃ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電

灯Ｂに準ずるものといたします。

ハ 臨時電灯Ｃ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，

契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として キ

ロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし，毎年，

一定期間を限り，反復使用する需要には適用いたしません。

ロ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに
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よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加

えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ハ そ の 他

ａ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ｂ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場

合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間

満了の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ｃを適用いたしま

す。

ｃ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電

灯Ｃに準ずるものといたします。

⑹ 公衆街路灯

イ 公衆街路灯Ａ

イ 適用範囲

公衆街路灯を使用する需要で，その総容量（入力といたします。な

お，出力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負

荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）が キ

ロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし，昼間に

も継続して使用されるものについては，お客さまと当社との協議によ

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加

えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約電流 アンペアにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭

ニ そ の 他

ａ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ｂ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場

合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間

満了の日までが 年未満となるときは，臨時電灯Ｂを適用いたしま

す。

ｃ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電

灯Ｂに準ずるものといたします。

ハ 臨時電灯Ｃ

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，

契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として キ

ロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし，毎年，

一定期間を限り，反復使用する需要には適用いたしません。

ロ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに
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入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，

その容量につき ボルトアンペアを ワットとみなして電灯料金

を適用いたします。

ｃ 小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。） に応じ 月

につき次のとおりといたします。

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの 機器に

つき
円 銭

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルトアンペア

までごとに
円 銭

ハ そ の 他

ａ 広告用の電灯等を使用される場合は，配線設備を公衆街路灯と分

離して施設していただき，それぞれについて 需給契約を結びます。

ただし，技術上，経済上一括して電気を供給することが適当と認め

られる場合は，一括して公衆街路灯Ａを適用することがあります。

ｂ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，定額電

灯に準ずるものといたします。

ロ 公衆街路灯Ｂ

イ 適用範囲

公衆街路灯を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用

いたします。

ａ 契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として

キロボルトアンペア未満であること。

ｂ 公衆街路灯Ａを適用できないこと。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

って公衆街路灯Ｂを適用することがあります。

ロ 早収料金

早収料金は，需要家料金，電灯料金および小型機器料金の合計とい

たします。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表 （燃料費調

整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，

別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引

いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃

料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによっ

て算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

ａ 需要家料金

需要家料金は， 月につき次のとおりといたします。

契 約 に つ き 円 銭

ｂ 電灯料金

⒜ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりとい

たします。

ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭

⒝ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一

括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場

合等は，別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも

のといたします。）を算定し，その容量につき ボルトアンペアを

ワットとみなして電灯料金を適用いたします。

⒞ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の
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入力換算容量〕によって換算するものといたします。）を算定し，

その容量につき ボルトアンペアを ワットとみなして電灯料金

を適用いたします。

ｃ 小型機器料金

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量（入力といたし

ます。なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の

入力換算容量〕によって換算するものといたします。） に応じ 月

につき次のとおりといたします。

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの 機器に

つき
円 銭

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルトアンペア

までごとに
円 銭

ハ そ の 他

ａ 広告用の電灯等を使用される場合は，配線設備を公衆街路灯と分

離して施設していただき，それぞれについて 需給契約を結びます。

ただし，技術上，経済上一括して電気を供給することが適当と認め

られる場合は，一括して公衆街路灯Ａを適用することがあります。

ｂ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，定額電

灯に準ずるものといたします。

ロ 公衆街路灯Ｂ

イ 適用範囲

公衆街路灯を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用

いたします。

ａ 契約容量が キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として

キロボルトアンペア未満であること。

ｂ 公衆街路灯Ａを適用できないこと。

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 線式標準電圧 ボルト

って公衆街路灯Ｂを適用することがあります。

ロ 早収料金

早収料金は，需要家料金，電灯料金および小型機器料金の合計とい

たします。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表 （燃料費調

整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，

別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引

いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃

料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによっ

て算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

ａ 需要家料金

需要家料金は， 月につき次のとおりといたします。

契 約 に つ き 円 銭

ｂ 電灯料金

⒜ 電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりとい

たします。

ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭

⒝ ネオン管灯，けい光灯，水銀灯等は，管灯および付属装置を一

括して容量（入力といたします。なお，出力で表示されている場

合等は，別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するも

のといたします。）を算定し，その容量につき ボルトアンペアを

ワットとみなして電灯料金を適用いたします。

⒞ 多灯式けい光灯等は，その合計によって容量（入力といたしま

す。なお，出力で表示されている場合等は，別表 〔負荷設備の
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ｃ 最低月額料金

ａおよびｂによって算定された基本料金と電力量料金との合計が

次の金額を下回る場合は，その 月の早収料金は，次の金額といた

します。

契 約 に つ き 円 銭

ホ そ の 他

ａ 広告用の電灯等を使用される場合は，配線設備を公衆街路灯と分

離して施設していただき，それぞれについて 需給契約を結びます。

ただし，技術上，経済上一括して電気を供給することが適当と認め

られる場合は，一括して公衆街路灯Ｂを適用することがあります。

ｂ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電

灯Ｃに準ずるものといたします。

⑺ 低 圧 電 力

イ 適用範囲

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。

イ 契約電力が原則として キロワット未満であること。

ロ 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は，契約電流

（この場合， アンペアを キロワットとみなします。）または契約容

量（この場合， キロボルトアンペアを キロワットとみなします。）

と契約電力との合計が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で，お

客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設備

の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認

めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約電流または契約容量と契約電

力との合計が キロワット以上であるものについても適用することがあ

ります。この場合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。

または交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波

数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式およ

び供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線

式標準電圧 ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとする

ことがあります。

ハ 契約容量

契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出

力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）といたしま

す。ただし，契約負荷設備の総容量が キロボルトアンペア未満の場

合は， キロボルトアンペアといたします。

ニ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加

えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭
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ｃ 最低月額料金

ａおよびｂによって算定された基本料金と電力量料金との合計が

次の金額を下回る場合は，その 月の早収料金は，次の金額といた

します。

契 約 に つ き 円 銭

ホ そ の 他

ａ 広告用の電灯等を使用される場合は，配線設備を公衆街路灯と分

離して施設していただき，それぞれについて 需給契約を結びます。

ただし，技術上，経済上一括して電気を供給することが適当と認め

られる場合は，一括して公衆街路灯Ｂを適用することがあります。

ｂ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，従量電

灯Ｃに準ずるものといたします。

⑺ 低 圧 電 力

イ 適用範囲

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたしま

す。

イ 契約電力が原則として キロワット未満であること。

ロ 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は，契約電流

（この場合， アンペアを キロワットとみなします。）または契約容

量（この場合， キロボルトアンペアを キロワットとみなします。）

と契約電力との合計が キロワット未満であること。

ただし， 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で，お

客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設備

の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認

めたときは，イに該当し，かつ，ロの契約電流または契約容量と契約電

力との合計が キロワット以上であるものについても適用することがあ

ります。この場合，当社は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供

給設備を施設することがあります。

または交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトとし，周波

数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気方式およ

び供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 線

式標準電圧 ボルトまたは交流 相 線式標準電圧 ボルトとする

ことがあります。

ハ 契約容量

契約容量は，契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお，出

力で表示されている場合等は，各契約負荷設備ごとに別表 〔負荷設

備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。）といたしま

す。ただし，契約負荷設備の総容量が キロボルトアンペア未満の場

合は， キロボルトアンペアといたします。

ニ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，電力量料金は，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平

均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料

費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上回る場

合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加

えたものといたします。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，まっ

たく電気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量 キロボルトアンペアにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定いたします。

キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 円 銭
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ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される

場合には，契約電力は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流に

もとづき，別表 （契約容量および契約電力の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定し

ていただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ホ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

基本料金は，ハによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引

または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 （燃

料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合

は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引

いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料

価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算

定された燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，契約電

力が キロワットの場合の基本料金は，契約電力が キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。また，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。

契約電力 キロワットにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，

夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力

量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に含

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流 相 線式標準電圧 ボルト

とし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気

方式および供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単

相 線式標準電圧 ボルトもしくは ボルトまたは交流単相 線式標

準電圧 ボルトおよび ボルトとすることがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 契約電力

イ 契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等

は，別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたし

ます。）についてそれぞれ次のａの係数を乗じてえた値の合計にｂの係

数を乗じてえた値といたします。ただし，電気機器の試験用に電気を

使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路において使用さ

れる最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに

施設していただき，その容量を当該回路において使用される契約負荷

設備の入力とみなします。この場合，その容量は別表 （契約容量お

よび契約電力の算定方法）に準じて算定し，ｂの係数を乗じないもの

といたします。

ａ 契約負荷設備のうち

最大の入力

のものから

最初の 台の入力につき パーセント

次の 台の入力につき パーセント

上記以外のものの入力につき パーセント

ｂ ａによってえた値の合計のうち

最初の キロワットにつき パーセント

次の キロワットにつき パーセント

次の キロワットにつき パーセント

キロワットをこえる部分につき パーセント
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ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される

場合には，契約電力は，イにかかわらず，契約主開閉器の定格電流に

もとづき，別表 （契約容量および契約電力の算定方法）により算定

された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定し

ていただきます。

なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確

認いたします。

ホ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし，

基本料金は，ハによって力率割引または割増しをする場合は，力率割引

または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，別表 （燃

料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を下回る場合

は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引

いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料

価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算

定された燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，契約電

力が キロワットの場合の基本料金は，契約電力が キロワットの場

合の基本料金の半額といたします。また，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，半額といたします。

契約電力 キロワットにつき 円 銭

ロ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，

夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力

量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に含

ロ 供給電気方式，供給電圧および周波数

供給電気方式および供給電圧は，交流 相 線式標準電圧 ボルト

とし，周波数は，標準周波数 ヘルツといたします。ただし，供給電気

方式および供給電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単

相 線式標準電圧 ボルトもしくは ボルトまたは交流単相 線式標

準電圧 ボルトおよび ボルトとすることがあります。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 契約電力

イ 契約電力は，契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等

は，別表 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたし

ます。）についてそれぞれ次のａの係数を乗じてえた値の合計にｂの係

数を乗じてえた値といたします。ただし，電気機器の試験用に電気を

使用される場合等特別の事情がある場合は，その回路において使用さ

れる最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに

施設していただき，その容量を当該回路において使用される契約負荷

設備の入力とみなします。この場合，その容量は別表 （契約容量お

よび契約電力の算定方法）に準じて算定し，ｂの係数を乗じないもの

といたします。

ａ 契約負荷設備のうち

最大の入力

のものから

最初の 台の入力につき パーセント

次の 台の入力につき パーセント

上記以外のものの入力につき パーセント

ｂ ａによってえた値の合計のうち

最初の キロワットにつき パーセント

次の キロワットにつき パーセント

次の キロワットにつき パーセント

キロワットをこえる部分につき パーセント
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ハ 早収料金

契約電力が， キロワット以下の場合は原則として定額制供給とし，

キロワットをこえる場合は従量制供給といたします。

イ 定額制供給の場合

早収料金は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が キロワ

ットの場合の早収料金は，契約電力が キロワットの場合の該当料金

の半額を適用いたします。また，別表 （燃料費調整）⑴イによって

算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費

調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，

別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃

料費調整額を加えたものといたします。

契約電力 キロワット 日につき 円 銭

ロ 従量制供給の場合

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，基本料金は，ハによって力率割引または割増しをする場合は，力

率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，

別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃

料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによっ

て算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料

費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたし

ます。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき⑺ホイの該当料金の パーセントを割増

ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，⑺ホイの該当料金の半額に パーセントを割増

ししたものを適用いたします。

まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれ

の使用電力量といたします。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 （加重平均力率の

算定）により加重平均してえた値が， パーセントを上回る場合（ニ

ロにより契約電力を定める場合を含みます。）は，基本料金を パーセ

ント割引し， パーセントを下回る場合は，基本料金を パーセント

割増しいたします。この場合，電気機器の力率は，別表 （進相用コ

ンデンサ取付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが

取り付けてあるものについては パーセント，取り付けてないものに

ついては パーセント，電熱器については パーセントといたします。

なお，まったく電気を使用しないその 月の力率は， パーセント

とみなします。

ニ そ の 他

時報用または警報用のみに使用する場合は，基本料金のみといたし

ます。この場合の力率は， パーセントとみなします。

ヘ そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することは

できません。

⑻ 臨 時 電 力

イ 適用範囲

動力を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，契約電力が原則と

して キロワット未満であるものに適用いたします。ただし，毎年，一

定期間を限り，反復使用する需要には適用いたしません。

ロ 契約電力

契約電力は，低圧電力に準じて定めます。
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ハ 早収料金

契約電力が， キロワット以下の場合は原則として定額制供給とし，

キロワットをこえる場合は従量制供給といたします。

イ 定額制供給の場合

早収料金は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が キロワ

ットの場合の早収料金は，契約電力が キロワットの場合の該当料金

の半額を適用いたします。また，別表 （燃料費調整）⑴イによって

算定された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費

調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，

別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を上回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃

料費調整額を加えたものといたします。

契約電力 キロワット 日につき 円 銭

ロ 従量制供給の場合

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，基本料金は，ハによって力率割引または割増しをする場合は，力

率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，

別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃

料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによっ

て算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料

費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたし

ます。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき⑺ホイの該当料金の パーセントを割増

ししたものを適用いたします。ただし，まったく電気を使用しない

場合の基本料金は，⑺ホイの該当料金の半額に パーセントを割増

ししたものを適用いたします。

まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれ

の使用電力量といたします。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 （加重平均力率の

算定）により加重平均してえた値が， パーセントを上回る場合（ニ

ロにより契約電力を定める場合を含みます。）は，基本料金を パーセ

ント割引し， パーセントを下回る場合は，基本料金を パーセント

割増しいたします。この場合，電気機器の力率は，別表 （進相用コ

ンデンサ取付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが

取り付けてあるものについては パーセント，取り付けてないものに

ついては パーセント，電熱器については パーセントといたします。

なお，まったく電気を使用しないその 月の力率は， パーセント

とみなします。

ニ そ の 他

時報用または警報用のみに使用する場合は，基本料金のみといたし

ます。この場合の力率は， パーセントとみなします。

ヘ そ の 他

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することは

できません。

⑻ 臨 時 電 力

イ 適用範囲

動力を使用し，契約使用期間が 年未満の需要で，契約電力が原則と

して キロワット未満であるものに適用いたします。ただし，毎年，一

定期間を限り，反復使用する需要には適用いたしません。

ロ 契約電力

契約電力は，低圧電力に準じて定めます。
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ハ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，基本料金は，ｃによって力率割引または割増しをする場合は，力

率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，

別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃

料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによっ

て算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料

費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたし

ます。

なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，契約

電力が キロワットの場合の基本料金は，契約電力が キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。

なお， 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月

の基本料金は，半額といたします。また， 年の基本料金の合計は，

電気を使用する場合の基本料金の 月分（その 年の契約電力の最

大値によって算定いたします。）を下回らないものといたします。

契約電力 キロワットにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，

夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電

力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に

含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれ

ぞれの使用電力量といたします。

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することと

し，夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用され

た電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に

含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれ

ぞれの使用電力量といたします。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

力率割引および割増しは，従量制供給の場合に限り，低圧電力に準

じて適用いたします。

ニ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場

合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満

了の日までが 年未満となるときは，臨時電力を適用いたします。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電力

に準ずるものといたします。

⑼ 農事用電力

イ 農事用電力Ａ（かんがい排水用電力）

イ 適用範囲

農事用のかんがい排水のために動力を使用する需要で，契約電力が

原則として キロワット未満であるものに適用いたします。

ロ 契約電力

契約電力は，低圧電力に準じて定めます。
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ハ 早収料金

早収料金は，基本料金および電力量料金の合計といたします。ただ

し，基本料金は，ｃによって力率割引または割増しをする場合は，力

率割引または割増しをしたものといたします。また，電力量料金は，

別表 （燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が

円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃

料費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整）⑴イによっ

て算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，別表 （燃料

費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたし

ます。

なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。

ａ 基本料金

基本料金は， 月につき次のとおりといたします。ただし，契約

電力が キロワットの場合の基本料金は，契約電力が キロワット

の場合の基本料金の半額といたします。

なお， 回の契約使用期間においてまったく電気を使用しない月

の基本料金は，半額といたします。また， 年の基本料金の合計は，

電気を使用する場合の基本料金の 月分（その 年の契約電力の最

大値によって算定いたします。）を下回らないものといたします。

契約電力 キロワットにつき 円 銭

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することとし，

夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電

力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に

含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれ

ぞれの使用電力量といたします。

ｂ 電力量料金

電力量料金は，その 月の使用電力量によって算定することと

し，夏季に使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用され

た電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。

なお，その 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，

計量値を確認するときを除き，その 月の使用電力量をその 月に

含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれ

ぞれの使用電力量といたします。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ハ 力率割引および割増し

力率割引および割増しは，従量制供給の場合に限り，低圧電力に準

じて適用いたします。

ニ そ の 他

イ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場

合で，契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満

了の日までが 年未満となるときは，臨時電力を適用いたします。

ハ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電力

に準ずるものといたします。

⑼ 農事用電力

イ 農事用電力Ａ（かんがい排水用電力）

イ 適用範囲

農事用のかんがい排水のために動力を使用する需要で，契約電力が

原則として キロワット未満であるものに適用いたします。

ロ 契約電力

契約電力は，低圧電力に準じて定めます。
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整額を加えたものといたします。

なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。

契約電力
キロワット
につき

最初の 日まで 円 銭

日をこえる 日につき 円 銭

ニ そ の 他

ａ 契約使用期間をあらかじめ設定していただきます。

ｂ 契約設定期間が気象条件等により実際の育苗の期間と著しく異な

る場合には，当社は，契約設定期間を前後 月以内の範囲で変更す

ることがあります。ただし，この場合であっても，契約設定期間の

範囲は 月を上回らないものといたします。

ｃ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ｄ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電

力に準ずるものといたします。

⑽ 日 割 計 算

イ 当社は， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハの場合は，次により早収

料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。

イ 基本料金，最低料金，最低月額料金，定額制供給の早収料金または

定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金は，⒇イイにより日

割計算をいたします。

ロ 電力量料金および従量制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金

は，日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて⒇イハによ

り算定いたします。ただし，従量電灯の料金適用上の電力量区分につ

いては，⒇イロにより日割計算をいたします。

ハ イおよびロによりがたい場合は，これに準じて算定いたします。

ロ （料金の算定）⑴イの場合により日割計算をするときは，日割計算対

象日数には開始日および再開日を含み，休止日，停止日および消滅日を

除きます。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ｃ 力率割引および割増し

力率割引および割増しは，低圧電力に準ずるものといたします。

ニ そ の 他

ａ お客さまが契約使用期間内に電気の使用の休止の申出をされる場

合は，契約使用期間を変更いたします。

ｂ お客さまが電気の使用を休止される場合には，当社は，引込線の

切断等の処置を行なうことがあります。

ｃ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電

力に準ずるものといたします。

ロ 農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）

イ 適用範囲

農事用の育苗温床のために電熱を使用する需要で，次のいずれにも

該当するものに適用いたします。

ａ 契約設定期間に契約使用期間を 日以上継続して設定するもので

あること。

ｂ 契約電力が キロワット以下であること。

ロ 契約電力

契約電力は，契約負荷設備の総入力といたします。

ハ 早収料金

早収料金は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が キロワ

ットの場合の早収料金は，契約電力が キロワットの場合の該当料金

の半額といたします。また，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定

された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）

⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表

（燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上

回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調
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整額を加えたものといたします。

なお，契約使用期間以外の期間については，料金を申し受けません。

契約電力
キロワット
につき

最初の 日まで 円 銭

日をこえる 日につき 円 銭

ニ そ の 他

ａ 契約使用期間をあらかじめ設定していただきます。

ｂ 契約設定期間が気象条件等により実際の育苗の期間と著しく異な

る場合には，当社は，契約設定期間を前後 月以内の範囲で変更す

ることがあります。ただし，この場合であっても，契約設定期間の

範囲は 月を上回らないものといたします。

ｃ 当社は，原則として供給設備を常置いたしません。

ｄ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電

力に準ずるものといたします。

⑽ 日 割 計 算

イ 当社は， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハの場合は，次により早収

料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。

イ 基本料金，最低料金，最低月額料金，定額制供給の早収料金または

定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金は，⒇イイにより日

割計算をいたします。

ロ 電力量料金および従量制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金

は，日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて⒇イハによ

り算定いたします。ただし，従量電灯の料金適用上の電力量区分につ

いては，⒇イロにより日割計算をいたします。

ハ イおよびロによりがたい場合は，これに準じて算定いたします。

ロ （料金の算定）⑴イの場合により日割計算をするときは，日割計算対

象日数には開始日および再開日を含み，休止日，停止日および消滅日を

除きます。

夏 季 料 金 その他季料金

キロワット時につき 円 銭 円 銭

ｃ 力率割引および割増し

力率割引および割増しは，低圧電力に準ずるものといたします。

ニ そ の 他

ａ お客さまが契約使用期間内に電気の使用の休止の申出をされる場

合は，契約使用期間を変更いたします。

ｂ お客さまが電気の使用を休止される場合には，当社は，引込線の

切断等の処置を行なうことがあります。

ｃ その他の事項については，とくに定めのある場合を除き，低圧電

力に準ずるものといたします。

ロ 農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）

イ 適用範囲

農事用の育苗温床のために電熱を使用する需要で，次のいずれにも

該当するものに適用いたします。

ａ 契約設定期間に契約使用期間を 日以上継続して設定するもので

あること。

ｂ 契約電力が キロワット以下であること。

ロ 契約電力

契約電力は，契約負荷設備の総入力といたします。

ハ 早収料金

早収料金は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が キロワ

ットの場合の早収料金は，契約電力が キロワットの場合の該当料金

の半額といたします。また，別表 （燃料費調整）⑴イによって算定

された平均燃料価格が 円を下回る場合は，別表 （燃料費調整）

⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表

（燃料費調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が 円を上

回る場合は，別表 （燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調
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（明らかになった日が検針日の場合は，その検針日といたします。）と

いたします。

ロ お客さまの料金は，支払義務発生日の翌日から起算して 日以内（以

下「支払期限」といいます。）に支払っていただきます。

なお，支払期限の最終日（以下「支払期限日」といいます。）が日曜日

または休日に該当する場合は，支払期限日を翌日といたします。また，

翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにその翌日といたしま

す。

ハ ⑿ニの場合で，翌月以降の料金に加算される金額の支払期限日は，需

給契約が消滅したときを除き，ロにかかわらず，その差額を加算する月

の料金の支払期限日といたします。

ニ 公衆街路灯等複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで，

それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うこと

を希望される場合は，当社との協議によって一括して支払うことができ

ます。この場合のそれぞれの料金の支払期限日は，ロにかかわらず，そ

れぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期限

日といたします。

なお，この場合のそれぞれの料金の早収期限日は，⑵ハにかかわらず，

それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の早収期

限日といたします。

⑿ 料金その他の支払方法

イ 料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，料金

その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した

金融機関等を通じて支払っていただきます。

なお，料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる

場合は，次によります。

イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り

替える方法を希望される場合は，当社が指定した様式によりあらかじ

また， （料金の算定）⑴ロの場合により日割計算をするときは，変更

後の料金は，変更のあった日から適用いたします。

ハ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料

金は，その前後の力率にもとづいて，⒇イイにより日割計算をいたしま

す。

ニ 当社は，日割計算をする場合には，必要に応じてそのつど計量値の確

認をいたします。

⑾ 料金の支払義務および支払期限

イ お客さまの料金の支払義務は，次の日に発生いたします。

イ 従量制供給の場合は，検針日といたします。ただし， （検針日）⑷

の場合の料金または （使用電力量の計量）⑴イもしくはハにより精

算する場合の精算額については次回の検針日とし，また， （使用電

力量の計量）⑹の場合は，料金の算定期間の使用電力量が協議によっ

て定められた日といたします。

なお， （使用電力量の計量）⑺の場合は，そのお客さまの属する

検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日とい

たします。

ロ 定額制供給の場合は，そのお客さまの属する検針区域の検針日とい

たします。ただし，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂの場合は，

契約使用開始日およびその各月の応当日とすることがあります。

ハ ⑿トの場合は，当該支払期に属する最終月のイまたはロによる日と

いたします。

ニ 需給契約が消滅した場合は，消滅日といたします。ただし，従量制

供給の場合で，特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の

確認を行なった場合は，その日といたします。

ホ 農事用電力Ａのお客さまの 年の基本料金の合計が電気を使用する

場合の基本料金の 月分を下回るときに申し受ける料金は，その金額

が明らかになった日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日
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（明らかになった日が検針日の場合は，その検針日といたします。）と

いたします。

ロ お客さまの料金は，支払義務発生日の翌日から起算して 日以内（以

下「支払期限」といいます。）に支払っていただきます。

なお，支払期限の最終日（以下「支払期限日」といいます。）が日曜日

または休日に該当する場合は，支払期限日を翌日といたします。また，

翌日が日曜日または休日に該当するときは，さらにその翌日といたしま

す。

ハ ⑿ニの場合で，翌月以降の料金に加算される金額の支払期限日は，需

給契約が消滅したときを除き，ロにかかわらず，その差額を加算する月

の料金の支払期限日といたします。

ニ 公衆街路灯等複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで，

それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うこと

を希望される場合は，当社との協議によって一括して支払うことができ

ます。この場合のそれぞれの料金の支払期限日は，ロにかかわらず，そ

れぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期限

日といたします。

なお，この場合のそれぞれの料金の早収期限日は，⑵ハにかかわらず，

それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の早収期

限日といたします。

⑿ 料金その他の支払方法

イ 料金については毎月，工事費負担金その他についてはそのつど，料金

その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した

金融機関等を通じて支払っていただきます。

なお，料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる

場合は，次によります。

イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り

替える方法を希望される場合は，当社が指定した様式によりあらかじ

また， （料金の算定）⑴ロの場合により日割計算をするときは，変更

後の料金は，変更のあった日から適用いたします。

ハ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料

金は，その前後の力率にもとづいて，⒇イイにより日割計算をいたしま

す。

ニ 当社は，日割計算をする場合には，必要に応じてそのつど計量値の確

認をいたします。

⑾ 料金の支払義務および支払期限

イ お客さまの料金の支払義務は，次の日に発生いたします。

イ 従量制供給の場合は，検針日といたします。ただし， （検針日）⑷

の場合の料金または （使用電力量の計量）⑴イもしくはハにより精

算する場合の精算額については次回の検針日とし，また， （使用電

力量の計量）⑹の場合は，料金の算定期間の使用電力量が協議によっ

て定められた日といたします。

なお， （使用電力量の計量）⑺の場合は，そのお客さまの属する

検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日とい

たします。

ロ 定額制供給の場合は，そのお客さまの属する検針区域の検針日とい

たします。ただし，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂの場合は，

契約使用開始日およびその各月の応当日とすることがあります。

ハ ⑿トの場合は，当該支払期に属する最終月のイまたはロによる日と

いたします。

ニ 需給契約が消滅した場合は，消滅日といたします。ただし，従量制

供給の場合で，特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の

確認を行なった場合は，その日といたします。

ホ 農事用電力Ａのお客さまの 年の基本料金の合計が電気を使用する

場合の基本料金の 月分を下回るときに申し受ける料金は，その金額

が明らかになった日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日
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めお客さまの承諾をえたときには，イにかかわらず，当社の指定する支

払期ごとに支払っていただくことがあります。

チ 料金については，当社は，お客さまが希望される場合には，あらかじ

め前受金をお預かりすることがあります。

なお，当社は，前受金について利息を付しません。

リ 臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂについては，当社は，従量制

供給の場合は予納金を，定額制供給の場合は前払金を申し受けることが

あります。この場合には，これらは使用に先だって支払っていただきま

す。

なお，予納金および前払金は，原則として予想月額料金の 月分に相

当する金額をこえないものとし，使用開始後の料金に順次充当いたしま

す。この場合，充当後の残額はお返しいたします。

また，当社は，予納金および前払金について利息を付しません。

⒀ 保 証 金

イ 当社は，お客さまが次のいずれかに該当する場合には，供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の

月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあ

ります。

イ 支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合

ロ 新たに電気を使用し，または契約電力等を増加される場合で，次の

いずれかに該当するとき。

ａ 他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支

払期限を経過してなお支払われなかった場合

ｂ 支払期限を経過してなお料金を支払われないことが予想される場

合

ロ 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は，お客さまの負荷率，

操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。

ハ 当社は，保証金の預かり期間を 年以内で設定いたします。

め当社に申し出ていただきます。

ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによ

り支払われる場合には，当社が指定した様式によっていただきます。

ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき，そ

のクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社

が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は，当

社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。

ロ お客さまが料金をイイ，ロまたはハにより支払われる場合は，次のと

きに当社に対する支払いがなされたものといたします。

イ イイにより支払われる場合は，料金がお客さまの指定する口座から

引き落とされたとき。

ロ イロにより支払われる場合は，料金がその金融機関等に払い込まれ

たとき。

ハ イハにより支払われる場合は，料金がそのクレジット会社により当

社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。

ハ 当社は，イにかかわらず，債権回収会社が指定した金融機関等を通じ

て，債権回収会社が指定した様式により，料金を払い込みにより支払っ

ていただくことがあります。この場合，ロにかかわらず，債権回収会社

が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなさ

れたものといたします。

ニ お客さまが料金を早収期間経過後に支払われる場合は，当社は，遅収

料金と早収料金との差額については，原則として翌月の料金に加算して

申し受けます。

ホ 料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

ヘ （検針日）⑷の場合，需給開始の日から直後の検針日の前日までを

算定期間とする料金は，需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前

日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。

ト 料金については，当社は，当社に特別の事情がある場合で，あらかじ
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めお客さまの承諾をえたときには，イにかかわらず，当社の指定する支

払期ごとに支払っていただくことがあります。

チ 料金については，当社は，お客さまが希望される場合には，あらかじ

め前受金をお預かりすることがあります。

なお，当社は，前受金について利息を付しません。

リ 臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂについては，当社は，従量制

供給の場合は予納金を，定額制供給の場合は前払金を申し受けることが

あります。この場合には，これらは使用に先だって支払っていただきま

す。

なお，予納金および前払金は，原則として予想月額料金の 月分に相

当する金額をこえないものとし，使用開始後の料金に順次充当いたしま

す。この場合，充当後の残額はお返しいたします。

また，当社は，予納金および前払金について利息を付しません。

⒀ 保 証 金

イ 当社は，お客さまが次のいずれかに該当する場合には，供給の開始も

しくは再開に先だって，または供給継続の条件として，予想月額料金の

月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあ

ります。

イ 支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合

ロ 新たに電気を使用し，または契約電力等を増加される場合で，次の

いずれかに該当するとき。

ａ 他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料金を支

払期限を経過してなお支払われなかった場合

ｂ 支払期限を経過してなお料金を支払われないことが予想される場

合

ロ 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は，お客さまの負荷率，

操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。

ハ 当社は，保証金の預かり期間を 年以内で設定いたします。

め当社に申し出ていただきます。

ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによ

り支払われる場合には，当社が指定した様式によっていただきます。

ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき，そ

のクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社

が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は，当

社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。

ロ お客さまが料金をイイ，ロまたはハにより支払われる場合は，次のと

きに当社に対する支払いがなされたものといたします。

イ イイにより支払われる場合は，料金がお客さまの指定する口座から

引き落とされたとき。

ロ イロにより支払われる場合は，料金がその金融機関等に払い込まれ

たとき。

ハ イハにより支払われる場合は，料金がそのクレジット会社により当

社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。

ハ 当社は，イにかかわらず，債権回収会社が指定した金融機関等を通じ

て，債権回収会社が指定した様式により，料金を払い込みにより支払っ

ていただくことがあります。この場合，ロにかかわらず，債権回収会社

が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなさ

れたものといたします。

ニ お客さまが料金を早収期間経過後に支払われる場合は，当社は，遅収

料金と早収料金との差額については，原則として翌月の料金に加算して

申し受けます。

ホ 料金は，支払義務の発生した順序で支払っていただきます。

ヘ （検針日）⑷の場合，需給開始の日から直後の検針日の前日までを

算定期間とする料金は，需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前

日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。

ト 料金については，当社は，当社に特別の事情がある場合で，あらかじ
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イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合

ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料

金を支払期限を経過してなお支払われない場合

ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務

（保証金，違約金，工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭

債務をいいます。）を支払われない場合

ハ お客さまが次のいずれかに該当し，当社がその旨を警告しても改めな

い場合には，当社は，そのお客さまについて電気の供給を停止すること

があります。

イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合

ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

ニ 公衆街路灯または農事用電力の場合で，契約された用途以外の用途

に電気を使用されたとき。

ホ 低圧電力の場合で，電灯または小型機器を使用されたとき。

ヘ 農事用電力の場合で，契約使用期間以外の期間に電気を使用された

とき。

ト （需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社の係員

の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

チ （電気の使用にともなうお客さまの協力）によって必要となる措

置を講じられない場合

ニ お客さまがその他この供給約款に反した場合には，当社は，そのお客

さまについて電気の供給を停止することがあります。

⒂ 供給停止期間中の料金

⒁によって電気の供給を停止した場合には，その停止期間中については，

まったく電気を使用しない場合の月額料金（早収料金の場合の料金といた

します。）を⑽により日割計算をして，早収料金および再生可能エネルギー

発電促進賦課金を算定いたします。ただし，定額電灯，従量電灯Ａ，従量

なお，ニにより保証金を預けていただく場合は，そのときからあらた

めて 年以内の預かり期間を設定いたします。

ニ 当社は，需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期限を経過し

てなお料金を支払われなかった場合には，保証金およびその利息をお客

さまの支払額に充当することがあります。この場合，保証金の利息をも

って充当し，なお充当すべき金額があるときは，保証金より充当し，そ

の残額をお返しいたします。また，当社は，あらためてイによって算定

した保証金を預けていただくことがあります。

ホ 当社は，次により，保証金に利息を付します。

イ 利息は，年 パーセントの単利とし，円未満の端数は切り捨てます。

ロ 利息を付す期間は，預かり日からお返しする日の前日または充当日

の前日までの期間といたします。ただし，当社があらかじめお知らせ

した予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場

合は，その期間は利息を付す期間から除きます。

ヘ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場

合には，保証金に利息を付してお返しいたします。

⒁ 供給の停止

イ お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さま

について電気の供給を停止することがあります。

イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を

要する場合

ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または

亡失して，当社に重大な損害を与えた場合

ハ （引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線とお客さ

まの電気設備との接続を行なった場合

ロ お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さま

について電気の供給を停止することがあります。

なお，この場合には，供給停止の 日前までに予告いたします。
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イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合

ロ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の料

金を支払期限を経過してなお支払われない場合

ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務

（保証金，違約金，工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭

債務をいいます。）を支払われない場合

ハ お客さまが次のいずれかに該当し，当社がその旨を警告しても改めな

い場合には，当社は，そのお客さまについて電気の供給を停止すること

があります。

イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合

ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合

ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合

ニ 公衆街路灯または農事用電力の場合で，契約された用途以外の用途

に電気を使用されたとき。

ホ 低圧電力の場合で，電灯または小型機器を使用されたとき。

ヘ 農事用電力の場合で，契約使用期間以外の期間に電気を使用された

とき。

ト （需要場所への立入りによる業務の実施）に反して，当社の係員

の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

チ （電気の使用にともなうお客さまの協力）によって必要となる措

置を講じられない場合

ニ お客さまがその他この供給約款に反した場合には，当社は，そのお客

さまについて電気の供給を停止することがあります。

⒂ 供給停止期間中の料金

⒁によって電気の供給を停止した場合には，その停止期間中については，

まったく電気を使用しない場合の月額料金（早収料金の場合の料金といた

します。）を⑽により日割計算をして，早収料金および再生可能エネルギー

発電促進賦課金を算定いたします。ただし，定額電灯，従量電灯Ａ，従量

なお，ニにより保証金を預けていただく場合は，そのときからあらた

めて 年以内の預かり期間を設定いたします。

ニ 当社は，需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期限を経過し

てなお料金を支払われなかった場合には，保証金およびその利息をお客

さまの支払額に充当することがあります。この場合，保証金の利息をも

って充当し，なお充当すべき金額があるときは，保証金より充当し，そ

の残額をお返しいたします。また，当社は，あらためてイによって算定

した保証金を預けていただくことがあります。

ホ 当社は，次により，保証金に利息を付します。

イ 利息は，年 パーセントの単利とし，円未満の端数は切り捨てます。

ロ 利息を付す期間は，預かり日からお返しする日の前日または充当日

の前日までの期間といたします。ただし，当社があらかじめお知らせ

した予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場

合は，その期間は利息を付す期間から除きます。

ヘ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場

合には，保証金に利息を付してお返しいたします。

⒁ 供給の停止

イ お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さま

について電気の供給を停止することがあります。

イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を

要する場合

ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し，または

亡失して，当社に重大な損害を与えた場合

ハ （引込線の接続）に反して，当社の電線路または引込線とお客さ

まの電気設備との接続を行なった場合

ロ お客さまが次のいずれかに該当する場合には，当社は，そのお客さま

について電気の供給を停止することがあります。

なお，この場合には，供給停止の 日前までに予告いたします。
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ロ 割 引 率

月中の制限し，または中止した延べ日数 日ごとに パーセント

といたします。

ハ 制限または中止延べ日数の計算

延べ日数は， 日のうち延べ 時間以上制限し，または中止した日

を 日として計算いたします。

ロ イによる延べ日数を計算する場合には，電気工作物の保守または増強

のための工事の必要上当社がお客さまに 日前までにお知らせして行な

う制限または中止は， 月につき 日を限って計算に入れません。この

場合の 月につき 日とは，料金の算定期間の 暦日における 回の工

事による制限または中止の時間といたします。

ハ 臨時電灯，公衆街路灯，臨時電力および農事用電力に対する供給の中

止または使用の制限もしくは中止についてもイおよびロに準じて割引を

行ない早収料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたし

ます。

⒅ 従量電灯のお客さまの共同住宅の料金算定にかかわる取扱い

イ 従量電灯のお客さまで，共同住宅（ 建物に 以上の世帯が居住され

ている住宅をいいます。）の各戸が独立の需要場所となりえないため，

需給契約を結んでいる場合の早収料金および再生可能エネルギー発電促

進賦課金は，当分の間，次のいずれかに該当する場合を除いて，ロおよ

びハにより算定いたします。

なお，この場合，お客さまからあらかじめ申し出ていただきます。

イ 建物からなる住宅の場合で，各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分さ

れていないとき。

ロ 建物からなる住宅の場合で，各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分さ

れている場合であっても，各戸ごとの生活が独立していないと認めら

れるとき。

ロ 早収料金は，⑷イニ，ロニおよびハホにかかわらず，各戸ごとに従量

電灯Ｂおよび公衆街路灯のお客さまについては，停止期間中の料金を申し

受けません。

⒃ 違 約 金

イ お客さまが⒁ハロからヘまでに該当し，そのために料金の全部または

一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の 倍に相当

する金額を，違約金として申し受けます。

ロ イの免れた金額は，この供給約款に定められた供給条件にもとづいて

算定された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差

額といたします。

なお，この場合の金額とは，遅収料金の場合の金額といたします。

ハ 不正に使用した期間が確認できない場合は， 月以内で当社が決定し

た期間といたします。

⒄ 制限または中止の料金割引

イ 当社は， （供給の中止または使用の制限もしくは中止）⑴によって，

定額電灯，従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し，また

は電気の使用を制限し，もしくは中止した場合には，次の割引を行ない

早収料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。

ただし，その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は，そのお客

さまについては割引いたしません。

イ 割引の対象

定額電灯については需要家料金，電灯料金および小型機器料金の合

計ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金とし，その他について

は基本料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後

の基本料金とし，従量電灯Ａの場合は最低料金および最低料金の再生

可能エネルギー発電促進賦課金とし，また，従量電灯Ｂで最低月額料

金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。）といたします。

ただし， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハの場合は，制限または中止

の日における契約内容に応じて算定される 月の金額といたします。
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ロ 割 引 率

月中の制限し，または中止した延べ日数 日ごとに パーセント

といたします。

ハ 制限または中止延べ日数の計算

延べ日数は， 日のうち延べ 時間以上制限し，または中止した日

を 日として計算いたします。

ロ イによる延べ日数を計算する場合には，電気工作物の保守または増強

のための工事の必要上当社がお客さまに 日前までにお知らせして行な

う制限または中止は， 月につき 日を限って計算に入れません。この

場合の 月につき 日とは，料金の算定期間の 暦日における 回の工

事による制限または中止の時間といたします。

ハ 臨時電灯，公衆街路灯，臨時電力および農事用電力に対する供給の中

止または使用の制限もしくは中止についてもイおよびロに準じて割引を

行ない早収料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたし

ます。

⒅ 従量電灯のお客さまの共同住宅の料金算定にかかわる取扱い

イ 従量電灯のお客さまで，共同住宅（ 建物に 以上の世帯が居住され

ている住宅をいいます。）の各戸が独立の需要場所となりえないため，

需給契約を結んでいる場合の早収料金および再生可能エネルギー発電促

進賦課金は，当分の間，次のいずれかに該当する場合を除いて，ロおよ

びハにより算定いたします。

なお，この場合，お客さまからあらかじめ申し出ていただきます。

イ 建物からなる住宅の場合で，各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分さ

れていないとき。

ロ 建物からなる住宅の場合で，各戸がそれぞれ隔壁で明確に区分さ

れている場合であっても，各戸ごとの生活が独立していないと認めら

れるとき。

ロ 早収料金は，⑷イニ，ロニおよびハホにかかわらず，各戸ごとに従量

電灯Ｂおよび公衆街路灯のお客さまについては，停止期間中の料金を申し

受けません。

⒃ 違 約 金

イ お客さまが⒁ハロからヘまでに該当し，そのために料金の全部または

一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の 倍に相当

する金額を，違約金として申し受けます。

ロ イの免れた金額は，この供給約款に定められた供給条件にもとづいて

算定された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差

額といたします。

なお，この場合の金額とは，遅収料金の場合の金額といたします。

ハ 不正に使用した期間が確認できない場合は， 月以内で当社が決定し

た期間といたします。

⒄ 制限または中止の料金割引

イ 当社は， （供給の中止または使用の制限もしくは中止）⑴によって，

定額電灯，従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し，また

は電気の使用を制限し，もしくは中止した場合には，次の割引を行ない

早収料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定いたします。

ただし，その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は，そのお客

さまについては割引いたしません。

イ 割引の対象

定額電灯については需要家料金，電灯料金および小型機器料金の合

計ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金とし，その他について

は基本料金（力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後

の基本料金とし，従量電灯Ａの場合は最低料金および最低料金の再生

可能エネルギー発電促進賦課金とし，また，従量電灯Ｂで最低月額料

金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。）といたします。

ただし， （料金の算定）⑴イ，ロまたはハの場合は，制限または中止

の日における契約内容に応じて算定される 月の金額といたします。
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のとおりといたします。

契約電力

契約

使用期間

キロワット キロワット キロワット キロワット

キロワット
をこえ キロ
ワットを増す
ごとに

最初の 日

まで
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

日をこえる

日につき
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

ただし，別表 （燃料費調整 ⑴イによって算定された平均燃料価

格が 円を下回る場合は，農事用電力Ｂに準じて算定された燃料

費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整 ⑴イによって

算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，農事用電力Ｂに

準じて算定された燃料費調整額を加えたものといたします。この場合，

基準単価は，次のとおりといたします。

契約電力 キロワット キロワット キロワット キロワット

キロワット
をこえ キロ
ワットを増す
ごとに

日につき 銭 厘 銭 厘 円 銭 厘 円 銭 厘 銭 厘

ロ 遅収料金

遅収料金は，早収料金にその パーセントを加えたものといたします。

ロ 支払義務発生日

料金の支払義務発生日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日と

いたします。ただし，最初の 日までの料金の支払義務発生日は，契約

使用開始日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

ハ その他の事項については，本則の農事用電力Ａに準ずるものといたし

ます。

⒇ 日割計算の基本算式

イ 日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。

イ 基本料金，最低料金，最低月額料金，定額制供給の早収料金または

電灯Ａまたは従量電灯Ｂを適用したものとみなして，次のとおり算定い

たします。

イ 基本料金

基本料金は，契約電流または契約容量を各戸数で除してえた値に対

応する契約電流に相当する基本料金に，各戸数を乗じてえた金額とい

たします。ただし，従量電灯Ａの場合は適用いたしません。

ロ 電力量料金

電力量料金（従量電灯Ａの場合は早収料金といたします。）は， 月

の使用電力量を各戸数で除してえた値（キロワット時）により算定し

た金額に，各戸数を乗じてえた金額といたします。

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，別表 （再生可能エネルギー

発電促進賦課金）⑶イにかかわらず，ロに準じて算定いたします。

⒆ 農事用電力（脱穀調整用電力）のお客さまについての特別措置

この供給約款実施の際現に旧供給約款附則 農事用電力〔脱穀調整用電

力〕のお客さまについての特別措置）の適用を受けて脱穀調整のために動

力を毎回 日以上の期間を限り継続して使用しているお客さまの料金その

他の供給条件は，次のとおりといたします。

イ 料 金

料金は，早収期間内に支払われる場合には早収料金に農事用電力Ｂに

準じて算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとし，

早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金に農事用電力Ｂに準じて

算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたしま

す。ただし， （料金の算定）⑴イの場合で，需給契約が消滅したとき

に⑽に準じて日割計算をしてえた料金については，早収料金に農事用電

力Ｂに準じて算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたも

のといたします。

イ 早収料金

早収料金は， 年（毎年 月 日から起算いたします。 につき次
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のとおりといたします。

契約電力

契約

使用期間

キロワット キロワット キロワット キロワット

キロワット
をこえ キロ
ワットを増す
ごとに

最初の 日

まで
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

日をこえる

日につき
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

ただし，別表 （燃料費調整 ⑴イによって算定された平均燃料価

格が 円を下回る場合は，農事用電力Ｂに準じて算定された燃料

費調整額を差し引いたものとし，別表 （燃料費調整 ⑴イによって

算定された平均燃料価格が 円を上回る場合は，農事用電力Ｂに

準じて算定された燃料費調整額を加えたものといたします。この場合，

基準単価は，次のとおりといたします。

契約電力 キロワット キロワット キロワット キロワット

キロワット
をこえ キロ
ワットを増す
ごとに

日につき 銭 厘 銭 厘 円 銭 厘 円 銭 厘 銭 厘

ロ 遅収料金

遅収料金は，早収料金にその パーセントを加えたものといたします。

ロ 支払義務発生日

料金の支払義務発生日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日と

いたします。ただし，最初の 日までの料金の支払義務発生日は，契約

使用開始日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

ハ その他の事項については，本則の農事用電力Ａに準ずるものといたし

ます。

⒇ 日割計算の基本算式

イ 日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。

イ 基本料金，最低料金，最低月額料金，定額制供給の早収料金または

電灯Ａまたは従量電灯Ｂを適用したものとみなして，次のとおり算定い

たします。

イ 基本料金

基本料金は，契約電流または契約容量を各戸数で除してえた値に対

応する契約電流に相当する基本料金に，各戸数を乗じてえた金額とい

たします。ただし，従量電灯Ａの場合は適用いたしません。

ロ 電力量料金

電力量料金（従量電灯Ａの場合は早収料金といたします。）は， 月

の使用電力量を各戸数で除してえた値（キロワット時）により算定し

た金額に，各戸数を乗じてえた金額といたします。

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，別表 （再生可能エネルギー

発電促進賦課金）⑶イにかかわらず，ロに準じて算定いたします。

⒆ 農事用電力（脱穀調整用電力）のお客さまについての特別措置

この供給約款実施の際現に旧供給約款附則 農事用電力〔脱穀調整用電

力〕のお客さまについての特別措置）の適用を受けて脱穀調整のために動

力を毎回 日以上の期間を限り継続して使用しているお客さまの料金その

他の供給条件は，次のとおりといたします。

イ 料 金

料金は，早収期間内に支払われる場合には早収料金に農事用電力Ｂに

準じて算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとし，

早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金に農事用電力Ｂに準じて

算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたしま

す。ただし， （料金の算定）⑴イの場合で，需給契約が消滅したとき

に⑽に準じて日割計算をしてえた料金については，早収料金に農事用電

力Ｂに準じて算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたも

のといたします。

イ 早収料金

早収料金は， 年（毎年 月 日から起算いたします。 につき次
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ー発電促進賦課金を算定する場合

ａ （料金の算定）⑴イまたはハの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

ｂ （料金の算定）⑴ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の

期間の日数にそれぞれの契約電流，契約容量または契約電力を乗じ

た値の比率により区分して算定いたします。また，低圧電力，臨時電

力（従量制供給のものに限ります。）および農事用電力Ａのお客さま

において，料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる

場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値

の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし，計

量値を確認する場合は，その値によります。

ロ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合のイイおよびロ

にいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。

イ 電気の供給を開始した場合

開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から，需給

開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日としてお客さまに

あらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。

ハ 定額制供給の場合または （使用電力量の計量）⑺の場合は，電気の

供給を開始し，または需給契約が消滅したときのイイおよびロにいう検

針期間の日数は，ロに準ずるものといたします。この場合，ロにいう検

針日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検

針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日は，消滅日の直後のそ

のお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

ニ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合のイイおよびロ

にいう暦日数は，次のとおりといたします。

定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合

月の該当料金×
日割計算対象日数
検針期間の日数

ただし， （料金の算定）⑴ハに該当する場合は，

日割計算対象日数
は，

日割計算対象日数
といたします。

検針期間の日数 暦日数

ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合

ａ 従量電灯Ａ

最低料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，最低料金適用電力量とは，イにより算定された最低料金が

適用される電力量をいいます。

ｂ 従量電灯Ｂおよび従量電灯Ｃ

第 段階料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，第 段階料金適用電力量とは，最初の キロワット時まで

の キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいま

す。

第 段階料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，第 段階料金適用電力量とは， キロワット時をこえ

キロワット時までの キロワット時当たりの電力量料金が適用され

る電力量をいいます。

ｃ ａまたはｂによって算定された最低料金適用電力量， 第 段階料

金適用電力量および第 段階料金適用電力量の単位は， キロワッ

ト時とし，その端数は，小数点以下第 位で四捨五入いたします。

ｄ （料金の算定）⑴ハに該当する場合は，ａおよびｂの

日割計算対象日数
は，

日割計算対象日数
といたします。

検針期間の日数 暦日数

ハ 日割計算に応じて電力量料金および従量制供給の再生可能エネルギ
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ー発電促進賦課金を算定する場合

ａ （料金の算定）⑴イまたはハの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

ｂ （料金の算定）⑴ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の

期間の日数にそれぞれの契約電流，契約容量または契約電力を乗じ

た値の比率により区分して算定いたします。また，低圧電力，臨時電

力（従量制供給のものに限ります。）および農事用電力Ａのお客さま

において，料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる

場合は，料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値

の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし，計

量値を確認する場合は，その値によります。

ロ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合のイイおよびロ

にいう検針期間の日数は，次のとおりといたします。

イ 電気の供給を開始した場合

開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から，需給

開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日としてお客さまに

あらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。

ハ 定額制供給の場合または （使用電力量の計量）⑺の場合は，電気の

供給を開始し，または需給契約が消滅したときのイイおよびロにいう検

針期間の日数は，ロに準ずるものといたします。この場合，ロにいう検

針日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検

針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日は，消滅日の直後のそ

のお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

ニ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合のイイおよびロ

にいう暦日数は，次のとおりといたします。

定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合

月の該当料金×
日割計算対象日数
検針期間の日数

ただし， （料金の算定）⑴ハに該当する場合は，

日割計算対象日数
は，

日割計算対象日数
といたします。

検針期間の日数 暦日数

ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合

ａ 従量電灯Ａ

最低料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，最低料金適用電力量とは，イにより算定された最低料金が

適用される電力量をいいます。

ｂ 従量電灯Ｂおよび従量電灯Ｃ

第 段階料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，第 段階料金適用電力量とは，最初の キロワット時まで

の キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいま

す。

第 段階料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，第 段階料金適用電力量とは， キロワット時をこえ

キロワット時までの キロワット時当たりの電力量料金が適用され

る電力量をいいます。

ｃ ａまたはｂによって算定された最低料金適用電力量， 第 段階料

金適用電力量および第 段階料金適用電力量の単位は， キロワッ

ト時とし，その端数は，小数点以下第 位で四捨五入いたします。

ｄ （料金の算定）⑴ハに該当する場合は，ａおよびｂの

日割計算対象日数
は，

日割計算対象日数
といたします。

検針期間の日数 暦日数

ハ 日割計算に応じて電力量料金および従量制供給の再生可能エネルギ
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別 表

イ 電気の供給を開始した場合

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（開始日が含

まれる検針期間の始期に対応するものといたします。） の属する月の

日数といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前

日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。） の属す

る月の日数といたします。

ホ 供給停止期間中の早収料金または再生可能エネルギー発電促進賦課金

の日割計算を行なう場合は，イイの日割計算対象日数は，停止期間中の

日数といたします。この場合，停止期間中の日数には，電気の供給を停

止した日を含み，電気の供給を再開した日は含みません。また，停止日

に電気の供給を再開する場合は，その日は停止期間中の日数には含みま

せん。

この供給約款の実施にともなう切替措置

この供給約款実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっては，

（料金の算定）および附則 （延滞利息の適用開始までの取扱い）⑽に準

じて日割計算を行ない，早収料金を算定いたします。
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イ 電気の供給を開始した場合

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（開始日が含

まれる検針期間の始期に対応するものといたします。） の属する月の

日数といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前

日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。） の属す

る月の日数といたします。

ホ 供給停止期間中の早収料金または再生可能エネルギー発電促進賦課金

の日割計算を行なう場合は，イイの日割計算対象日数は，停止期間中の

日数といたします。この場合，停止期間中の日数には，電気の供給を停

止した日を含み，電気の供給を再開した日は含みません。また，停止日

に電気の供給を再開する場合は，その日は停止期間中の日数には含みま

せん。

この供給約款の実施にともなう切替措置

この供給約款実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっては，

（料金の算定）および附則 （延滞利息の適用開始までの取扱い）⑽に準

じて日割計算を行ない，早収料金を算定いたします。
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別 表

再生可能エネルギー発電促進賦課金

⑴ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別措

置法第 条第 項に定める納付金単価に相当する金額とし，電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の

規定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」

といいます。）および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。

なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当

社の事務所に掲示いたします。

⑵ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

イ ⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，ロの場合を除

き，当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価にかかわる納付金単価

を定める告示がなされた年の 月の検針日から翌年の 月の検針日の前

日までの期間に使用される電気に適用いたします。

ロ 定額制供給の場合は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

期間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにいう検針日は，

そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし，臨時電

灯，臨時電力および農事用電力Ｂで，料金の算定期間を契約使用開始日

から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の応当日から翌月の応

当日の前日までの期間とする場合は，イにいう検針日は，応当日といた

します。

⑶ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，次により算定いたします。

なお，再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の

単位は， 円とし，その端数は，切り捨てます。
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は，イにかかわらず，イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金

として算定された金額から，当該金額に再生可能エネルギー特別措置

法第 条第 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割

合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたもの

といたします。

なお，減免額の単位は， 円とし，その端数は，切り捨てます。

ロ 定額制供給の場合は，イに準ずるものといたします。この場合，イ

にいう検針日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日といたしま

す。ただし，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂで，料金の算定

期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各

月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，イにい

う検針日は，応当日といたします。

燃料費調整

⑴ 燃料費調整額の算定

イ 平均燃料価格

原油換算値 キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入

品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値と

いたします。

なお，平均燃料価格は， 円単位とし， 円未満の端数は， 円の

位で四捨五入いたします。

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における キロリットル当たりの平

均原油価格

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における トン当たりの平均液化天

然ガス価格

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における トン当たりの平均石炭価格

イ 定額制供給の場合

ａ 定額電灯および公衆街路灯Ａ

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，各契約負荷設備ごとの⑴

に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の合計といたしま

す。

ｂ 臨時電灯Ａ，臨時電力および農事用電力Ｂ

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，各契約種別ごとの⑴に定

める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。

ロ 従量制供給の場合

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 月の使用電力量に⑴

に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いた

します。ただし，従量電灯Ａの場合は，最低料金の再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金は，最低料金適用電力量に⑴に定める再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また，電力量

料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 月の使用電力量

から最低料金適用電力量を差し引いたものに⑴に定める再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

なお，最低料金適用電力量とは， 契約につき最初の キロワット

時までの最低料金が適用される電力量をいいます。

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 条第 項の規

定により認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出てい

ただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は，次のとおりとい

たします。

イ ロの場合を除き，お客さまからの申出の直後の 月の検針日から翌

年の 月の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置

法第 条第 項または第 項の規定により認定を取り消された場合

は，その直後の検針日といたします。） の前日までの期間に当該事業

所で使用される電気にかかわる再生可能エネルギー発電促進賦課金
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は，イにかかわらず，イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金

として算定された金額から，当該金額に再生可能エネルギー特別措置

法第 条第 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割

合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたもの

といたします。

なお，減免額の単位は， 円とし，その端数は，切り捨てます。

ロ 定額制供給の場合は，イに準ずるものといたします。この場合，イ

にいう検針日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日といたしま

す。ただし，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂで，料金の算定

期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各

月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，イにい

う検針日は，応当日といたします。

燃料費調整

⑴ 燃料費調整額の算定

イ 平均燃料価格

原油換算値 キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入

品の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値と

いたします。

なお，平均燃料価格は， 円単位とし， 円未満の端数は， 円の

位で四捨五入いたします。

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における キロリットル当たりの平

均原油価格

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における トン当たりの平均液化天

然ガス価格

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における トン当たりの平均石炭価格

イ 定額制供給の場合

ａ 定額電灯および公衆街路灯Ａ

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，各契約負荷設備ごとの⑴

に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の合計といたしま

す。

ｂ 臨時電灯Ａ，臨時電力および農事用電力Ｂ

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，各契約種別ごとの⑴に定

める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。

ロ 従量制供給の場合

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 月の使用電力量に⑴

に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いた

します。ただし，従量電灯Ａの場合は，最低料金の再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金は，最低料金適用電力量に⑴に定める再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また，電力量

料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 月の使用電力量

から最低料金適用電力量を差し引いたものに⑴に定める再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

なお，最低料金適用電力量とは， 契約につき最初の キロワット

時までの最低料金が適用される電力量をいいます。

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 条第 項の規

定により認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出てい

ただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は，次のとおりとい

たします。

イ ロの場合を除き，お客さまからの申出の直後の 月の検針日から翌

年の 月の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置

法第 条第 項または第 項の規定により認定を取り消された場合

は，その直後の検針日といたします。） の前日までの期間に当該事業

所で使用される電気にかかわる再生可能エネルギー発電促進賦課金
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平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から翌年の 月の検針日の前
日までの期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

翌年の 月の検針日から 月の検針日の前日までの
期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

翌年の 月の検針日から 月の検針日の前日までの
期間

毎 年 月 日 か ら
翌年の 月 日までの期間

翌年の 月の検針日から 月の検針日の前日までの
期間

毎 年 月 日 か ら
翌年の 月 日までの期間
（翌年が閏年となる場合
は，翌年の 月 日までの
期間）

翌年の 月の検針日から 月の検針日の前日までの
期間

ロ 定額制供給の場合は，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調

整単価適用期間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにい

う検針日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

ただし，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂで，料金の算定期間

を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の

応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，イにいう検

針日は，応当日といたします。

α＝

β＝

γ＝

なお，各平均燃料価格算定期間における キロリットル当たりの平均

原油価格， トン当たりの平均液化天然ガス価格および トン当たりの

平均石炭価格の単位は， 円とし，その端数は，小数点以下第 位で四

捨五入いたします。

ロ 燃料費調整単価

燃料費調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって算定された値

といたします。

なお，燃料費調整単価の単位は， 銭とし，その端数は，小数点以下

第 位で四捨五入いたします。

イ キロリットル当たりの平均燃料価格が 円を下回る場合

燃 料 費
＝ 円－平均燃料価格 ×

⑵の基準単価
調整単価

ロ キロリットル当たりの平均燃料価格が 円を上回り，かつ，

円以下の場合

燃 料 費
＝ 平均燃料価格－ 円 ×

⑵の基準単価
調整単価

ハ キロリットル当たりの平均燃料価格が 円を上回る場合

平均燃料価格は， 円といたします。

燃 料 費
＝ 円－ 円 ×

⑵の基準単価
調整単価

ハ 燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調

整単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期

間に使用される電気に適用いたします。

イ 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，ロ

の場合を除き，次のとおりといたします。
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平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から 月の検針日の前日まで
の期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

その年の 月の検針日から翌年の 月の検針日の前
日までの期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

翌年の 月の検針日から 月の検針日の前日までの
期間

毎 年 月 日 か ら
月 日 ま で の 期 間

翌年の 月の検針日から 月の検針日の前日までの
期間

毎 年 月 日 か ら
翌年の 月 日までの期間

翌年の 月の検針日から 月の検針日の前日までの
期間

毎 年 月 日 か ら
翌年の 月 日までの期間
（翌年が閏年となる場合
は，翌年の 月 日までの
期間）

翌年の 月の検針日から 月の検針日の前日までの
期間

ロ 定額制供給の場合は，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調

整単価適用期間は，イに準ずるものといたします。この場合，イにい

う検針日は，そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。

ただし，臨時電灯，臨時電力および農事用電力Ｂで，料金の算定期間

を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの期間，または各月の

応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は，イにいう検

針日は，応当日といたします。

α＝

β＝

γ＝

なお，各平均燃料価格算定期間における キロリットル当たりの平均

原油価格， トン当たりの平均液化天然ガス価格および トン当たりの

平均石炭価格の単位は， 円とし，その端数は，小数点以下第 位で四

捨五入いたします。

ロ 燃料費調整単価

燃料費調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって算定された値

といたします。

なお，燃料費調整単価の単位は， 銭とし，その端数は，小数点以下

第 位で四捨五入いたします。

イ キロリットル当たりの平均燃料価格が 円を下回る場合

燃 料 費
＝ 円－平均燃料価格 ×

⑵の基準単価
調整単価

ロ キロリットル当たりの平均燃料価格が 円を上回り，かつ，

円以下の場合

燃 料 費
＝ 平均燃料価格－ 円 ×

⑵の基準単価
調整単価

ハ キロリットル当たりの平均燃料価格が 円を上回る場合

平均燃料価格は， 円といたします。

燃 料 費
＝ 円－ 円 ×

⑵の基準単価
調整単価

ハ 燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調

整単価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期

間に使用される電気に適用いたします。

イ 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，ロ

の場合を除き，次のとおりといたします。
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電

灯

ワットまでの 灯につき 円 銭 厘

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭 厘

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭 厘

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭 厘

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭 厘

小
型
機
器

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭 厘

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

機器につき
円 銭 厘

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルト

アンペアまでごとに
円 銭 厘

ロ 臨時電灯Ａ

基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって， 日につき

次のとおりといたします。

総容量が ボルトアンペアまでの場合 銭 厘

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまで

の場合
銭 厘

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまで

の場合 ボルトアンペアまでごとに
銭 厘

総容量が ボルトアンペアをこえ キロボルトアンペア

までの場合
円 銭 厘

総容量が キロボルトアンペアをこえ キロボルトアンペ

アまでの場合 キロボルトアンペアまでごとに
円 銭 厘

ハ 臨時電力

基準単価は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が キロ

ワットの場合の基準単価は，契約電力が キロワットの場合の基準単

価の半額といたします。

契約電力 キロワット 日につき 円 銭 厘

ニ 農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）

基準単価は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が キロ

ワットの場合の基準単価は，契約電力が キロワットの場合の基準単

価の半額といたします。

ニ 燃料費調整額

イ 定額制供給の場合

ａ 定額電灯および公衆街路灯Ａ

燃料費調整額は，ロによって算定された各契約負荷設備ごとの燃

料費調整単価の合計といたします。

ｂ 臨時電灯Ａ，臨時電力および農事用電力Ｂ

燃料費調整額は，ロによって算定された各契約種別ごとの燃料費

調整単価といたします。

ロ 従量制供給の場合

燃料費調整額は，その 月の使用電力量にロによって算定された燃

料費調整単価を適用して算定いたします。ただし，従量電灯Ａの場合

は，最低料金の燃料費調整額は，最低料金適用電力量にロによって算

定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。また，電力量料

金の燃料費調整額は，その 月の使用電力量から最低料金適用電力量

を差し引いたものにロによって算定された燃料費調整単価を適用して

算定いたします。

⑵ 基 準 単 価

基準単価は，平均燃料価格が 円変動した場合の値といたします。

イ 定額制供給の場合

イ 定額電灯および公衆街路灯Ａ

基準単価は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりといたし

ます。
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電

灯

ワットまでの 灯につき 円 銭 厘

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭 厘

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭 厘

ワットをこえ ワットまでの 灯につき 円 銭 厘

ワットをこえる 灯につき ワットまでごとに 円 銭 厘

小
型
機
器

ボルトアンペアまでの 機器につき 円 銭 厘

ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまでの

機器につき
円 銭 厘

ボルトアンペアをこえる 機器につき ボルト

アンペアまでごとに
円 銭 厘

ロ 臨時電灯Ａ

基準単価は，契約負荷設備の総容量（入力）によって， 日につき

次のとおりといたします。

総容量が ボルトアンペアまでの場合 銭 厘

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまで

の場合
銭 厘

総容量が ボルトアンペアをこえ ボルトアンペアまで

の場合 ボルトアンペアまでごとに
銭 厘

総容量が ボルトアンペアをこえ キロボルトアンペア

までの場合
円 銭 厘

総容量が キロボルトアンペアをこえ キロボルトアンペ

アまでの場合 キロボルトアンペアまでごとに
円 銭 厘

ハ 臨時電力

基準単価は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が キロ

ワットの場合の基準単価は，契約電力が キロワットの場合の基準単

価の半額といたします。

契約電力 キロワット 日につき 円 銭 厘

ニ 農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）

基準単価は，次のとおりといたします。ただし，契約電力が キロ

ワットの場合の基準単価は，契約電力が キロワットの場合の基準単

価の半額といたします。

ニ 燃料費調整額

イ 定額制供給の場合

ａ 定額電灯および公衆街路灯Ａ

燃料費調整額は，ロによって算定された各契約負荷設備ごとの燃

料費調整単価の合計といたします。

ｂ 臨時電灯Ａ，臨時電力および農事用電力Ｂ

燃料費調整額は，ロによって算定された各契約種別ごとの燃料費

調整単価といたします。

ロ 従量制供給の場合

燃料費調整額は，その 月の使用電力量にロによって算定された燃

料費調整単価を適用して算定いたします。ただし，従量電灯Ａの場合

は，最低料金の燃料費調整額は，最低料金適用電力量にロによって算

定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。また，電力量料

金の燃料費調整額は，その 月の使用電力量から最低料金適用電力量

を差し引いたものにロによって算定された燃料費調整単価を適用して

算定いたします。

⑵ 基 準 単 価

基準単価は，平均燃料価格が 円変動した場合の値といたします。

イ 定額制供給の場合

イ 定額電灯および公衆街路灯Ａ

基準単価は，各契約負荷設備ごとに 月につき次のとおりといたし

ます。

Ｔ01-02電気供給約款-本編.indd   123 2013/02/06   20:53:47



―　　―124

負荷設備の入力換算容量

⑴ 照明用電気機器

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。

イ けい光灯

換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア） 入 力 ワット

高 力 率 型
管 灯 の 定 格 消 費 電 力
ワット × パーセント 管 灯 の 定 格 消 費 電 力

ワット × パーセント
低 力 率 型

管 灯 の 定 格 消 費 電 力
ワット × パーセント

ロ ネオン管灯

次 電 圧（ボルト）

換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア）
入 力（ワット）

高 力 率 型 低 力 率 型

ハ スリームラインランプ

管の長さ（ミリメートル）
換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア） 入 力 ワット

以下

〃

〃

〃

〃

契約電力 キロワット 日につき 円 銭 厘

ロ 従量制供給の場合

基準単価は，次のとおりといたします。

キロワット時につき 銭 厘

⑶ 燃料費調整単価等の掲示

当社は，⑴イの各平均燃料価格算定期間における キロリットル当たり

の平均原油価格， トン当たりの平均液化天然ガス価格， トン当たりの

平均石炭価格および⑴ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務

所に掲示いたします。

契約負荷設備の総容量の算定

⑴ 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値に

もとづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場

合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じ

て次によって算定した値を加えたものといたします。

イ 住宅，アパート，寮，病院，学校，寺院およびこれに準ずるもの

差込口につき ボルトアンペア

ロ イ以外の場合

差込口につき ボルトアンペア

⑵ 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の 回路当たりの

平均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いた

します。
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負荷設備の入力換算容量

⑴ 照明用電気機器

照明用電気機器の換算容量は，次のイ，ロ，ハおよびニによります。

イ けい光灯

換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア） 入 力 ワット

高 力 率 型
管 灯 の 定 格 消 費 電 力
ワット × パーセント 管 灯 の 定 格 消 費 電 力

ワット × パーセント
低 力 率 型

管 灯 の 定 格 消 費 電 力
ワット × パーセント

ロ ネオン管灯

次 電 圧（ボルト）

換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア）
入 力（ワット）

高 力 率 型 低 力 率 型

ハ スリームラインランプ

管の長さ（ミリメートル）
換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア） 入 力 ワット

以下

〃

〃

〃

〃

契約電力 キロワット 日につき 円 銭 厘

ロ 従量制供給の場合

基準単価は，次のとおりといたします。

キロワット時につき 銭 厘

⑶ 燃料費調整単価等の掲示

当社は，⑴イの各平均燃料価格算定期間における キロリットル当たり

の平均原油価格， トン当たりの平均液化天然ガス価格， トン当たりの

平均石炭価格および⑴ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務

所に掲示いたします。

契約負荷設備の総容量の算定

⑴ 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は，次によって算定された値に

もとづき，契約負荷設備の総容量を算定いたします。

イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合

差込口の数に応じた電気機器の総容量（入力）といたします。この場

合，最大の入力の電気機器から順次対象といたします。

ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合

電気機器の総容量（入力）に電気機器の数を上回る差込口の数に応じ

て次によって算定した値を加えたものといたします。

イ 住宅，アパート，寮，病院，学校，寺院およびこれに準ずるもの

差込口につき ボルトアンペア

ロ イ以外の場合

差込口につき ボルトアンペア

⑵ 契約負荷設備の容量を確認できない場合は，同一業種の 回路当たりの

平均負荷設備容量にもとづき，契約負荷設備の総容量（入力）を算定いた

します。
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出力（ワット）

換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア）
入 力 ワット

高 力 率 型 低 力 率 型

以下 －

出力（ワット）×

パーセント

〃 －

〃 －

〃

〃

〃

〃

〃

ロ 相誘導電動機

換 算 容 量 （ 入 力 〔 キ ロ ワ ッ ト 〕 ）

出力（馬力） × パーセント

出力（キロワット）× パーセント

⑶ レントゲン装置

レントゲン装置の換算容量は，次によります。

なお，レントゲン装置が 以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大

きい換算容量といたします。

ニ 水 銀 灯

出力（ワット）

換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア）
入 力 ワット

高 力 率 型 低 力 率 型

以下

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

⑵ 誘導電動機

イ 単相誘導電動機

イ 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）

は，換算率 パーセントを乗じたものといたします。

ロ 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。
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出力（ワット）

換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア）
入 力 ワット

高 力 率 型 低 力 率 型

以下 －

出力（ワット）×

パーセント

〃 －

〃 －

〃

〃

〃

〃

〃

ロ 相誘導電動機

換 算 容 量 （ 入 力 〔 キ ロ ワ ッ ト 〕 ）

出力（馬力） × パーセント

出力（キロワット）× パーセント

⑶ レントゲン装置

レントゲン装置の換算容量は，次によります。

なお，レントゲン装置が 以上の装置種別を兼ねる場合は，いずれか大

きい換算容量といたします。

ニ 水 銀 灯

出力（ワット）

換 算 容 量

入 力（ボルトアンペア）
入 力 ワット

高 力 率 型 低 力 率 型

以下

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

⑵ 誘導電動機

イ 単相誘導電動機

イ 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）

は，換算率 パーセントを乗じたものといたします。

ロ 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。
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ロ イ以外の場合

入力
＝

実測した 次入力
× パーセント

（キロワット） （キロボルトアンペア）

⑸ そ の 他

イ ⑴，⑵，⑶および⑷によることが不適当と認められる電気機器の換算

容量（入力）は，実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によっ

て定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容

量（入力）とすることがあります。

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠

くことができない表示灯は，動力とあわせて 契約負荷設備として契約

負荷設備の容量（入力）を算定いたします。

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の

容量の算定の対象といたしません。

加重平均力率の算定

加重平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。

加重平均力率（パーセント）

＝
パーセント

×
電熱器
総容量

＋
パーセント

×
力 率
パーセントの

機器総容量
＋

パーセント
×

力 率
パーセントの

機器総容量

機 器 総 容 量

進相用コンデンサ取付容量基準

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。

⑴ 照明用電気機器

イ けい光灯

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付

容量は，次によります。

装 置 種 別
携帯型および移動
型を含みます｡

最高定格管電圧

キロボルトピーク

管電流
短時間定格電流
（ミリアンペア）

換算容量
（入力〔キロボル
トアンペア〕）

治 療 用 装 置

定格 次最大入力
キロボルトアン

ペア）の値といた
します｡

診 察 用 装 置

以下

以下

超過 以下

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

超過
以下

以下

超過 以下

〃 〃

〃 〃

超過
以下

以下

超過 以下

超過
以下

以下

超過 以下

蓄 電 器 放 電 式
診 察 用 装 置

コンデンサ容量 マイクロファラッ
ド以下

マイクロファラッド超過
マイクロファラッド以下

〃 〃

⑷ 電気溶接機

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合

入力
＝

最大定格 次入力
× パーセント

（キロワット） （キロボルトアンペア）
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ロ イ以外の場合

入力
＝

実測した 次入力
× パーセント

（キロワット） （キロボルトアンペア）

⑸ そ の 他

イ ⑴，⑵，⑶および⑷によることが不適当と認められる電気機器の換算

容量（入力）は，実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によっ

て定めます。ただし，特別の事情がある場合は，定格消費電力を換算容

量（入力）とすることがあります。

ロ 動力と一体をなし，かつ，動力を使用するために直接必要であって欠

くことができない表示灯は，動力とあわせて 契約負荷設備として契約

負荷設備の容量（入力）を算定いたします。

ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については，契約負荷設備の

容量の算定の対象といたしません。

加重平均力率の算定

加重平均力率は，次の算式によって算定された値といたします。

加重平均力率（パーセント）

＝
パーセント

×
電熱器
総容量

＋
パーセント

×
力 率
パーセントの

機器総容量
＋

パーセント
×

力 率
パーセントの

機器総容量

機 器 総 容 量

進相用コンデンサ取付容量基準

進相用コンデンサの容量は，次のとおりといたします。

⑴ 照明用電気機器

イ けい光灯

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付

容量は，次によります。

装 置 種 別
携帯型および移動
型を含みます｡

最高定格管電圧

キロボルトピーク

管電流
短時間定格電流
（ミリアンペア）

換算容量
（入力〔キロボル
トアンペア〕）

治 療 用 装 置

定格 次最大入力
キロボルトアン

ペア）の値といた
します｡

診 察 用 装 置

以下

以下

超過 以下

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

超過
以下

以下

超過 以下

〃 〃

〃 〃

超過
以下

以下

超過 以下

超過
以下

以下

超過 以下

蓄 電 器 放 電 式
診 察 用 装 置

コンデンサ容量 マイクロファラッ
ド以下

マイクロファラッド超過
マイクロファラッド以下

〃 〃

⑷ 電気溶接機

電気溶接機の換算容量は，次の算式によって算定された値といたします。

イ 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合

入力
＝

最大定格 次入力
× パーセント

（キロワット） （キロボルトアンペア）
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ハ 水銀灯（標準周波数 ヘルツおよび ヘルツの場合といたします。）

出 力

ワット

コンデンサ取付容量 マイクロファラッド

ボルト ボルト

以下

〃

〃

〃

〃

〃

〃

⑵ 誘導電動機

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合

イ 単相誘導電動機

使 用 電 圧（ボルト）

電 動 機
定 格 出 力

馬 力

キロワット

コ ン デ ン サ
取 付 容 量
（ マ イ ク ロ
フ ァ ラ ッ ド

ヘルツ

ヘルツ

ロ 相誘導電動機（使用電圧 ボルトの場合といたします。）

電 動 機
定 格 出 力

馬 力

キロワット

コンデンサ
取 付 容 量
マイクロ

ファラッド

ヘルツ

ヘルツ

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合

やむをえない事情によって 以上の電動機に対して一括してコンデン

サを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応

するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。

使 用 電 圧
ボ ル ト

管灯の
定格消費電力

ワット

コンデンサ取付容量 マイクロファラッド

ヘルツ ヘルツ

ロ ネオン管灯

次 電 圧

ボ ル ト

変圧器容量

ボルトアンペア

コンデンサ取付容量 マイクロファラッド）

ヘルツ ヘルツ
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ハ 水銀灯（標準周波数 ヘルツおよび ヘルツの場合といたします。）

出 力

ワット

コンデンサ取付容量 マイクロファラッド

ボルト ボルト

以下

〃

〃

〃

〃

〃

〃

⑵ 誘導電動機

イ 個々にコンデンサを取り付ける場合

イ 単相誘導電動機

使 用 電 圧（ボルト）

電 動 機
定 格 出 力

馬 力

キロワット

コ ン デ ン サ
取 付 容 量
（ マ イ ク ロ
フ ァ ラ ッ ド

ヘルツ

ヘルツ

ロ 相誘導電動機（使用電圧 ボルトの場合といたします。）

電 動 機
定 格 出 力

馬 力

キロワット

コンデンサ
取 付 容 量
マイクロ

ファラッド

ヘルツ

ヘルツ

ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合

やむをえない事情によって 以上の電動機に対して一括してコンデン

サを取り付ける場合のコンデンサの容量は，各電動機の定格出力に対応

するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。

使 用 電 圧
ボ ル ト

管灯の
定格消費電力

ワット

コンデンサ取付容量 マイクロファラッド

ヘルツ ヘルツ

ロ ネオン管灯

次 電 圧

ボ ル ト

変圧器容量

ボルトアンペア

コンデンサ取付容量 マイクロファラッド）

ヘルツ ヘルツ
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使用電力量の協定

使用電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。

⑴ 過去の使用電力量による場合

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定の対象となる期間

または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流，契約容

量または契約電力の変更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の

日数にそれぞれの契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値の比率を

勘案して算定いたします。

イ 前月または前年同月の使用電力量による場合

前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数

×協定の対象となる期間の日数

ロ 前 月間の使用電力量による場合

前 月間の使用電力量
前 月間の料金の算定期間の日数

×協定の対象となる期間の日数

⑵ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。

⑶ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 日以上である場合で，

取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。

取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数

×協定の対象となる期間の日数

⑷ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたし

ます。

なお，この場合の計量器の取付けは， （計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。

⑶ 電気溶接機（使用電圧 ボルトの場合といたします。）

イ 交流アーク溶接機

溶 接 機 最 大 入 力
キロボルトアンペア 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

以上
未満

コンデンサ取付容量
マイクロファラッド

ロ 交流抵抗溶接機

イの容量の パーセントといたします。

⑷ そ の 他

⑴，⑵および⑶によることが不適当と認められる電気機器については，

機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。

契約容量および契約電力の算定方法

従量電灯Ｃまたは低圧電力のお客さまが契約主開閉器により契約容量また

は契約電力を定めることを希望される場合には，契約容量または契約電力は，

次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（ パ

ーセントといたします。）を乗じます。

⑴ 供給電気方式および供給電圧が交流単相 線式標準電圧 ボルトもし

くは ボルトまたは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルト

の場合

契約主開閉器の

定格電流 アンペア
×電圧 ボルト)×

なお，交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトの場合の電圧

は， ボルトといたします。

⑵ 供給電気方式および供給電圧が交流 相 線式標準電圧 ボルトの場

合

契約主開閉器の

定格電流 アンペア
×電圧 ボルト × ×
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使用電力量の協定

使用電力量を協議によって定める場合の基準は，原則として次によります。

⑴ 過去の使用電力量による場合

次のいずれかによって算定いたします。ただし，協定の対象となる期間

または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流，契約容

量または契約電力の変更があった場合は，料金の計算上区分すべき期間の

日数にそれぞれの契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値の比率を

勘案して算定いたします。

イ 前月または前年同月の使用電力量による場合

前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数

×協定の対象となる期間の日数

ロ 前 月間の使用電力量による場合

前 月間の使用電力量
前 月間の料金の算定期間の日数

×協定の対象となる期間の日数

⑵ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた

値を合計した値といたします。

⑶ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 日以上である場合で，

取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。

取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数

×協定の対象となる期間の日数

⑷ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたし

ます。

なお，この場合の計量器の取付けは， （計量器等の取付け）に準ずる

ものといたします。

⑶ 電気溶接機（使用電圧 ボルトの場合といたします。）

イ 交流アーク溶接機

溶 接 機 最 大 入 力
キロボルトアンペア 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

以上
未満

コンデンサ取付容量
マイクロファラッド

ロ 交流抵抗溶接機

イの容量の パーセントといたします。

⑷ そ の 他

⑴，⑵および⑶によることが不適当と認められる電気機器については，

機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。

契約容量および契約電力の算定方法

従量電灯Ｃまたは低圧電力のお客さまが契約主開閉器により契約容量また

は契約電力を定めることを希望される場合には，契約容量または契約電力は，

次により算定いたします。ただし，契約電力を算定する場合は，力率（ パ

ーセントといたします。）を乗じます。

⑴ 供給電気方式および供給電圧が交流単相 線式標準電圧 ボルトもし

くは ボルトまたは交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルト

の場合

契約主開閉器の

定格電流 アンペア
×電圧 ボルト)×

なお，交流単相 線式標準電圧 ボルトおよび ボルトの場合の電圧

は， ボルトといたします。

⑵ 供給電気方式および供給電圧が交流 相 線式標準電圧 ボルトの場

合

契約主開閉器の

定格電流 アンペア
×電圧 ボルト × ×

Ｔ01-02電気供給約款-本編.indd   133 2013/02/06   20:53:52



―　　―134

ロワット時までの キロワット時当たりの電力量料金が適用される電

力量をいいます。

ハ イまたはロによって算定された最低料金適用電力量， 第 段階料金

適用電力量および第 段階料金適用電力量の単位は， キロワット時

とし，その端数は，小数点以下第 位で四捨五入いたします。

ニ （料金の算定）⑴ハに該当する場合は，イおよびロの

日割計算対象日数
は，

日割計算対象日数
といたします。

検針期間の日数 暦日数

ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

イ （料金の算定）⑴イまたはハの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

ロ （料金の算定）⑴ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の期

間の日数にそれぞれの契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値

の比率により区分して算定いたします。また，低圧電力，臨時電力（従

量制供給のものに限ります。） および農事用電力Ａのお客さまにおい

て，料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は，

料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によ

りあん分してえた値により算定いたします。ただし，計量値を確認す

る場合は，その値によります。

ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金また

は定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）を算定

する場合

イ （料金の算定）⑴イまたはハの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

ロ （料金の算定）⑴ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の期

間の日数にそれぞれの契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値

⑸ 公差をこえる誤差により修正する場合

計量電力量
パーセント＋(±誤差率

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降

の使用電力量を対象として協定いたします。

イ お客さまの申出により測定したときは，申出の日の属する月

ロ 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月

日割計算の基本算式

⑴ 日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。

イ 基本料金，最低料金，最低月額料金または定額制供給の料金を日割り

する場合

月の該当料金×
日割計算対象日数
検針期間の日数

ただし， （料金の算定）⑴ハに該当する場合は，

日割計算対象日数
は，

日割計算対象日数
といたします。

検針期間の日数 暦日数

ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合

イ 従量電灯Ａ

最低料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，最低料金適用電力量とは，イにより算定された最低料金が適

用される電力量をいいます。

ロ 従量電灯Ｂおよび従量電灯Ｃ

第 段階料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，第 段階料金適用電力量とは，最初の キロワット時までの

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第 段階料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，第 段階料金適用電力量とは， キロワット時をこえ キ
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ロワット時までの キロワット時当たりの電力量料金が適用される電

力量をいいます。

ハ イまたはロによって算定された最低料金適用電力量， 第 段階料金

適用電力量および第 段階料金適用電力量の単位は， キロワット時

とし，その端数は，小数点以下第 位で四捨五入いたします。

ニ （料金の算定）⑴ハに該当する場合は，イおよびロの

日割計算対象日数
は，

日割計算対象日数
といたします。

検針期間の日数 暦日数

ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

イ （料金の算定）⑴イまたはハの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

ロ （料金の算定）⑴ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の期

間の日数にそれぞれの契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値

の比率により区分して算定いたします。また，低圧電力，臨時電力（従

量制供給のものに限ります。） および農事用電力Ａのお客さまにおい

て，料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は，

料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によ

りあん分してえた値により算定いたします。ただし，計量値を確認す

る場合は，その値によります。

ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金また

は定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）を算定

する場合

イ （料金の算定）⑴イまたはハの場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

ロ （料金の算定）⑴ロの場合

料金の算定期間の使用電力量を，料金に変更のあった日の前後の期

間の日数にそれぞれの契約電流，契約容量または契約電力を乗じた値

⑸ 公差をこえる誤差により修正する場合

計量電力量
パーセント＋(±誤差率

なお，公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は，次の月以降

の使用電力量を対象として協定いたします。

イ お客さまの申出により測定したときは，申出の日の属する月

ロ 当社が発見して測定したときは，発見の日の属する月

日割計算の基本算式

⑴ 日割計算の基本算式は，次のとおりといたします。

イ 基本料金，最低料金，最低月額料金または定額制供給の料金を日割り

する場合

月の該当料金×
日割計算対象日数
検針期間の日数

ただし， （料金の算定）⑴ハに該当する場合は，

日割計算対象日数
は，

日割計算対象日数
といたします。

検針期間の日数 暦日数

ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合

イ 従量電灯Ａ

最低料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，最低料金適用電力量とは，イにより算定された最低料金が適

用される電力量をいいます。

ロ 従量電灯Ｂおよび従量電灯Ｃ

第 段階料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，第 段階料金適用電力量とは，最初の キロワット時までの

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第 段階料金適用電力量＝ キロワット時×
日割計算対象日数
検針期間の日数

なお，第 段階料金適用電力量とは， キロワット時をこえ キ
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は，電気の供給を停止した日を含み，電気の供給を再開した日は含みませ

ん。また，停止日に電気の供給を再開する場合は，その日は停止期間中の

日数には含みません。

標準設計基準

⑴ 適 用

この標準設計基準は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計で施設する

場合の工事費の算定に適用いたします。

この標準設計基準に明記していない場合は，技術基準その他関係法令，

当社設計基準等にもとづき，技術的に適当と認められる設計によるものと

いたします。この場合，その設計を標準設計といたします。

⑵ 単 位

この基準においては，単位を次の記号で表示いたします。

単 位 記 号

ボ ル ト Ｖ

アンペア Ａ

キロアンペア

キロボルトアンペア

メガボルトアンペア

ミリメートル

メートル ｍ

キロメートル

平方ミリメートル

平方センチメートル

ミリグラム

⑶ 高圧または低圧電線路

イ 一般基準

イ 電圧降下の許容限度

高圧または低圧電線路（需給地点から需給地点に最も近い発電所ま

の比率により区分して算定いたします。ただし，計量値を確認する場

合は，その値によります。

⑵ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の⑴イおよびロに

いう検針期間の日数は，次のとおりといたします。

イ 電気の供給を開始した場合

開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から，需給開

始の直後の検針日の前日までの日数といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日としてお客さまにあ

らかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。

⑶ 定額制供給の場合または （使用電力量の計量）⑺の場合は，電気の供

給を開始し，または需給契約が消滅したときの⑴イおよびロにいう検針期

間の日数は，⑵に準ずるものといたします。この場合，⑵にいう検針日は，

そのお客さまの属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として

お客さまにあらかじめお知らせした日は，消滅日の直後のそのお客さまの

属する検針区域の検針日といたします。

⑷ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の⑴イおよびロに

いう暦日数は，次のとおりといたします。

イ 電気の供給を開始した場合

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（開始日が含ま

れる検針期間の始期に対応するものといたします。） の属する月の日数

といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日

が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。） の属する月

の日数といたします。

⑸ 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，⑴イの日割計算対象

日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止期間中の日数に
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は，電気の供給を停止した日を含み，電気の供給を再開した日は含みませ

ん。また，停止日に電気の供給を再開する場合は，その日は停止期間中の

日数には含みません。

標準設計基準

⑴ 適 用

この標準設計基準は，Ⅷ（工事費の負担）に定める標準設計で施設する

場合の工事費の算定に適用いたします。

この標準設計基準に明記していない場合は，技術基準その他関係法令，

当社設計基準等にもとづき，技術的に適当と認められる設計によるものと

いたします。この場合，その設計を標準設計といたします。

⑵ 単 位

この基準においては，単位を次の記号で表示いたします。

単 位 記 号

ボ ル ト Ｖ

アンペア Ａ

キロアンペア

キロボルトアンペア

メガボルトアンペア

ミリメートル

メートル ｍ

キロメートル

平方ミリメートル

平方センチメートル

ミリグラム

⑶ 高圧または低圧電線路

イ 一般基準

イ 電圧降下の許容限度

高圧または低圧電線路（需給地点から需給地点に最も近い発電所ま

の比率により区分して算定いたします。ただし，計量値を確認する場

合は，その値によります。

⑵ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の⑴イおよびロに

いう検針期間の日数は，次のとおりといたします。

イ 電気の供給を開始した場合

開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から，需給開

始の直後の検針日の前日までの日数といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合

消滅日の直前の検針日から，当社が次回の検針日としてお客さまにあ

らかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。

⑶ 定額制供給の場合または （使用電力量の計量）⑺の場合は，電気の供

給を開始し，または需給契約が消滅したときの⑴イおよびロにいう検針期

間の日数は，⑵に準ずるものといたします。この場合，⑵にいう検針日は，

そのお客さまの属する検針区域の検針日とし，当社が次回の検針日として

お客さまにあらかじめお知らせした日は，消滅日の直後のそのお客さまの

属する検針区域の検針日といたします。

⑷ 電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の⑴イおよびロに

いう暦日数は，次のとおりといたします。

イ 電気の供給を開始した場合

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（開始日が含ま

れる検針期間の始期に対応するものといたします。） の属する月の日数

といたします。

ロ 需給契約が消滅した場合

そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日（消滅日の前日

が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。） の属する月

の日数といたします。

⑸ 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は，⑴イの日割計算対象

日数は，停止期間中の日数といたします。この場合，停止期間中の日数に
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いたします。

ロ 支持物の種類

高圧または低圧架空電線路の支持物には，コンクリート柱または複

合柱を使用し，その選定にあたっては技術上，経済上適当なものとい

たします。ただし，コンクリート柱または複合柱を使用することが技

術上，経済上不適当と認められる場合は，他の支持物を使用いたしま

す。

ハ 標準径間

高圧または低圧架空電線路の標準径間は，次によるものといたしま

す。

    標 準 径 間

施 設 区 域 標 準 径 間（ｍ）

市 街 地

そ の 他

ニ 支持物の長さ

高圧または低圧架空電線路の支持物の長さは，施設場所の状況に応

じた根入れ，電線の弛度，装柱，交叉，建物，引込線，積雪等を考慮

し当社が通常使用しているもののうち必要最小のものを次の中から選

定いたします。

支持物の長さ

支持物の長さ ｍ

ホ が い し

高圧または低圧架空電線路で使用するがいしは，次によるものとい

たします。

たは変電所の引出口もしくは供給変圧器の引出側端子までの電線路）

における電圧降下の許容限度の標準は，次によるものといたします。

電圧降下の許容限度の標準値

電線路の公称電圧（Ｖ） 電圧降下の許容限度の標準値 Ｖ

ただし，既設電線路を利用する場合または他のお客さまと同時に供

給設備を施設する場合は，他のお客さまの電圧降下および法令で定め

られた電圧維持基準等を考慮して施設いたします。

ロ 経 過 地

高圧または低圧電線路の経過地は，技術上，地形，用地事情および

保守，保安に支障のない範囲で，電線路が最も経済的に施設できるよ

う選定いたします。

ハ 電線路の種類

高圧または低圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，

架空電線路を施設することが法令上認められない場合または技術上，

経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合には，そ

の他の方法によるものといたします。

ニ 電線路の設計

電線路の設計については，その地域に施設される電気工作物の設計

と同等のものをこえないものといたします。

ロ 架空電線路

イ 電線路の施設

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路の施設，他の架空電

線路との併架，電線の張替え等のうち，技術上著しく困難な場合を

除き，最も経済的な方法により施設いたします。

ｂ 高圧架空電線路を単独に新設する場合には，原則として 回線と
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いたします。

ロ 支持物の種類

高圧または低圧架空電線路の支持物には，コンクリート柱または複

合柱を使用し，その選定にあたっては技術上，経済上適当なものとい

たします。ただし，コンクリート柱または複合柱を使用することが技

術上，経済上不適当と認められる場合は，他の支持物を使用いたしま

す。

ハ 標準径間

高圧または低圧架空電線路の標準径間は，次によるものといたしま

す。

    標 準 径 間

施 設 区 域 標 準 径 間（ｍ）

市 街 地

そ の 他

ニ 支持物の長さ

高圧または低圧架空電線路の支持物の長さは，施設場所の状況に応

じた根入れ，電線の弛度，装柱，交叉，建物，引込線，積雪等を考慮

し当社が通常使用しているもののうち必要最小のものを次の中から選

定いたします。

支持物の長さ

支持物の長さ ｍ

ホ が い し

高圧または低圧架空電線路で使用するがいしは，次によるものとい

たします。

たは変電所の引出口もしくは供給変圧器の引出側端子までの電線路）

における電圧降下の許容限度の標準は，次によるものといたします。

電圧降下の許容限度の標準値

電線路の公称電圧（Ｖ） 電圧降下の許容限度の標準値 Ｖ

ただし，既設電線路を利用する場合または他のお客さまと同時に供

給設備を施設する場合は，他のお客さまの電圧降下および法令で定め

られた電圧維持基準等を考慮して施設いたします。

ロ 経 過 地

高圧または低圧電線路の経過地は，技術上，地形，用地事情および

保守，保安に支障のない範囲で，電線路が最も経済的に施設できるよ

う選定いたします。

ハ 電線路の種類

高圧または低圧電線路の種類は，架空電線路といたします。ただし，

架空電線路を施設することが法令上認められない場合または技術上，

経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合には，そ

の他の方法によるものといたします。

ニ 電線路の設計

電線路の設計については，その地域に施設される電気工作物の設計

と同等のものをこえないものといたします。

ロ 架空電線路

イ 電線路の施設

ａ 高圧または低圧架空電線路は，単独の電線路の施設，他の架空電

線路との併架，電線の張替え等のうち，技術上著しく困難な場合を

除き，最も経済的な方法により施設いたします。

ｂ 高圧架空電線路を単独に新設する場合には，原則として 回線と
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ｂ 柱上に変圧器を施設する場合は，変台装柱または懸垂装柱とし，

次側に使用する開閉器は高圧カットアウトといたします。

チ 柱上変圧器の容量

柱上変圧器の容量は，需要の実情を考慮し，当社が通常使用してい

るもののうち必要最小のものを次の中から選定いたします。

柱上変圧器容量

容 量

＋ ＋

（注）変圧器容量 ＋ および ＋ は，灯動共用変圧器の容量といたします。

リ 電力用変圧器の結線

相供給に対しては，原則として単相変圧器 台を使用したＶ結線

または灯動共用変圧器の使用により供給いたします。ただし，技術上，

経済上適当と認められる場合は，単相変圧器 台を△結線により供給

することがあります。

ヌ 高圧負荷開閉器の取付けおよびその種類と容量

ａ 高圧架空電線路の系統運用または保守のために必要な個所には高

圧負荷開閉器を取り付けます。

ｂ 高圧負荷開閉器の種類は，気中を標準といたします。ただし，技

術上やむをえない場合には，他の種類の開閉器を施設することがあ

ります。

ｃ 高圧負荷開閉器の容量は，負荷電流および短絡電流を考慮し，当

社が通常使用しているもののうち必要最小のものを次の中から選定

いたします。

高圧負荷開閉器容量

容 量（Ａ） ＊

（注）高圧負荷開閉器容量 Ａは，ＳＯＧ型開閉器の容量といたします。

ル 特殊線路

ａ 塩，ちりなどの汚損地域に施設する架空電線路には，その程度に

がいしの種類 

使用個所別  
電圧別 引通し個所 引留め個所 

低 圧 
低圧用一体化ラック 低圧用一体化ラック 
低圧ピンがいし 低圧引留がいし 
低圧引留がいし ＤＶグリップ 

高 圧 高圧中実ピンがいし 高圧中実耐張がいし 

ヘ 架空電線の種類および太さ

ａ 高圧または低圧架空電線には，硬銅線を使用いたします。ただし，

技術上，経済上不適当と認められる場合は，他の適当な材質のもの

を使用いたします。

ｂ 高圧または低圧架空電線の種類は，絶縁電線を使用いたします。

ｃ 高圧または低圧架空電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降

下，機械的強度等を考慮し，必要最小のものを次の中から選定いた

します。ただし，技術上，経済上不適当と認められる場合は，架空

ケーブル等，他の適当な電線を使用することがあります。

電線の種類，太さおよび許容電流
（単位：Ａ）

種 類
太 さ

高 圧
絶縁電線

ＯＣ

低 圧
絶縁電線

ＯＷ

引込用ビニル
絶縁電線（ＤＶ）

心 心

単 線（㎜）
－ －

－ －

より線（㎟）

－ －

－

－ － －

－ － －

ト 架空電線の配列および変台装柱

ａ 高圧または低圧架空電線の配列は，特殊な場合を除き水平または

垂直といたします。
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ｂ 柱上に変圧器を施設する場合は，変台装柱または懸垂装柱とし，

次側に使用する開閉器は高圧カットアウトといたします。

チ 柱上変圧器の容量

柱上変圧器の容量は，需要の実情を考慮し，当社が通常使用してい

るもののうち必要最小のものを次の中から選定いたします。

柱上変圧器容量

容 量

＋ ＋

（注）変圧器容量 ＋ および ＋ は，灯動共用変圧器の容量といたします。

リ 電力用変圧器の結線

相供給に対しては，原則として単相変圧器 台を使用したＶ結線

または灯動共用変圧器の使用により供給いたします。ただし，技術上，

経済上適当と認められる場合は，単相変圧器 台を△結線により供給

することがあります。

ヌ 高圧負荷開閉器の取付けおよびその種類と容量

ａ 高圧架空電線路の系統運用または保守のために必要な個所には高

圧負荷開閉器を取り付けます。

ｂ 高圧負荷開閉器の種類は，気中を標準といたします。ただし，技

術上やむをえない場合には，他の種類の開閉器を施設することがあ

ります。

ｃ 高圧負荷開閉器の容量は，負荷電流および短絡電流を考慮し，当

社が通常使用しているもののうち必要最小のものを次の中から選定

いたします。

高圧負荷開閉器容量

容 量（Ａ） ＊

（注）高圧負荷開閉器容量 Ａは，ＳＯＧ型開閉器の容量といたします。

ル 特殊線路

ａ 塩，ちりなどの汚損地域に施設する架空電線路には，その程度に

がいしの種類 

使用個所別  
電圧別 引通し個所 引留め個所 

低 圧 
低圧用一体化ラック 低圧用一体化ラック 

低圧ピンがいし 低圧引留がいし 
低圧引留がいし ＤＶグリップ 

高 圧 高圧中実ピンがいし 高圧中実耐張がいし 

ヘ 架空電線の種類および太さ

ａ 高圧または低圧架空電線には，硬銅線を使用いたします。ただし，

技術上，経済上不適当と認められる場合は，他の適当な材質のもの

を使用いたします。

ｂ 高圧または低圧架空電線の種類は，絶縁電線を使用いたします。

ｃ 高圧または低圧架空電線の太さは，許容電流，短絡電流，電圧降

下，機械的強度等を考慮し，必要最小のものを次の中から選定いた

します。ただし，技術上，経済上不適当と認められる場合は，架空

ケーブル等，他の適当な電線を使用することがあります。

電線の種類，太さおよび許容電流
（単位：Ａ）

種 類
太 さ

高 圧
絶縁電線

ＯＣ

低 圧
絶縁電線

ＯＷ

引込用ビニル
絶縁電線（ＤＶ）

心 心

単 線（㎜）
－ －

－ －

より線（㎟）

－ －

－

－ － －

－ － －

ト 架空電線の配列および変台装柱

ａ 高圧または低圧架空電線の配列は，特殊な場合を除き水平または

垂直といたします。
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ｂ ケーブルの太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，機械的強度

等を考慮し，必要最小のものを次の中から選定いたします。

 ケーブルの太さ

電 圧 別 ケーブルの太さ（㎟）

低 圧

高 圧

ｃ ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じて算定いたし

ます。

ハ 配電塔，高圧キャビネットおよび接続箱の使用

ａ 高圧ケーブルを分岐する場合または変圧器を施設する場合は，配

電塔を使用することがあります。

ｂ 高圧で電気の供給を受けるお客さま等に対する地中引込線が当社

の電柱および配電塔から単独引込みで施設することが困難な場合，

もしくは，将来困難になることが予想される場合には，π引込用と

して高圧キャビネットを使用いたします。

ｃ 低圧ケーブルを分岐する場合は，接続箱を使用いたします。

⑷ 変 電 設 備

イ 結 線 法

結線法は，次の結線を標準といたします。

応じた耐塩設備を使用いたします。

なお，汚損地域の区分は次によるものといたします。

塩，塵埃汚損区分表

汚損
種類

塩 塵 埃

汚損

区分

海岸からのおおよその距離
ま た は

想定最大等価塩分付着量

想 定 最 大
等価塵埃付着量
（塩分換算）

軽汚損地区 中汚損地区 重汚損地区

㎎ ㎠以上㎞以下
または
㎎ ㎠以上

㎞以下
または
㎎ ㎠以上

㎞以下
または
㎎ ㎠以上

ｂ 雷雨発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，その程

度に応じた耐雷設備を使用いたします。

ｃ 雪害，風害等の発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路に

は，その程度に応じた耐害設備を使用いたします。

ハ 地中電線路

イ 電線路の施設

高圧または低圧地中電線路の施設方式は，原則として管路式といた

します。ただし，次の場合は直接埋設式または暗きょ式とすることが

あります。

なお，暗きょ式にはキャブ（ＣＡＢ）方式および電線共同溝（Ｃ・Ｃ・

ＢＯＸ）方式を含むものといたします。

ａ 直接埋設式

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，再掘削

が容易にできる場合

ｂ 暗きょ式

当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合

ロ ケーブルの種類および太さ

ａ 高圧または低圧地中電線路に使用するケーブルの種類は，原則と

してビニル外装ケーブルといたします。
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ｂ ケーブルの太さは，許容電流，短絡電流，電圧降下，機械的強度

等を考慮し，必要最小のものを次の中から選定いたします。

 ケーブルの太さ

電 圧 別 ケーブルの太さ（㎟）

低 圧

高 圧

ｃ ケーブルの許容電流は，日本電線工業会規格に準じて算定いたし

ます。

ハ 配電塔，高圧キャビネットおよび接続箱の使用

ａ 高圧ケーブルを分岐する場合または変圧器を施設する場合は，配

電塔を使用することがあります。

ｂ 高圧で電気の供給を受けるお客さま等に対する地中引込線が当社

の電柱および配電塔から単独引込みで施設することが困難な場合，

もしくは，将来困難になることが予想される場合には，π引込用と

して高圧キャビネットを使用いたします。

ｃ 低圧ケーブルを分岐する場合は，接続箱を使用いたします。

⑷ 変 電 設 備

イ 結 線 法

結線法は，次の結線を標準といたします。

応じた耐塩設備を使用いたします。

なお，汚損地域の区分は次によるものといたします。

塩，塵埃汚損区分表

汚損
種類

塩 塵 埃

汚損

区分

海岸からのおおよその距離
ま た は

想定最大等価塩分付着量

想 定 最 大
等価塵埃付着量
（塩分換算）

軽汚損地区 中汚損地区 重汚損地区

㎎ ㎠以上㎞以下
または
㎎ ㎠以上

㎞以下
または
㎎ ㎠以上

㎞以下
または
㎎ ㎠以上

ｂ 雷雨発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には，その程

度に応じた耐雷設備を使用いたします。

ｃ 雪害，風害等の発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路に

は，その程度に応じた耐害設備を使用いたします。

ハ 地中電線路

イ 電線路の施設

高圧または低圧地中電線路の施設方式は，原則として管路式といた

します。ただし，次の場合は直接埋設式または暗きょ式とすることが

あります。

なお，暗きょ式にはキャブ（ＣＡＢ）方式および電線共同溝（Ｃ・Ｃ・

ＢＯＸ）方式を含むものといたします。

ａ 直接埋設式

車輌その他の重量物の圧力を受けるおそれがなく，かつ，再掘削

が容易にできる場合

ｂ 暗きょ式

当該電線路を含めて多数のケーブルを同一場所に施設する場合

ロ ケーブルの種類および太さ

ａ 高圧または低圧地中電線路に使用するケーブルの種類は，原則と

してビニル外装ケーブルといたします。
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ものを使用いたします。

ニ 変 流 器

変流器は，当社が通常使用しているもののうち，その回路電圧に応じ，

最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されることが予想

されている系統構成について計算した短絡容量から判断し，必要最小の

ものを使用いたします。

ホ 配 電 盤

配電盤には，原則として電流計およびしゃ断器操作用ハンドルならび

に運転に必要な器具を取り付けます。また，必要に応じ電力計，電圧計，

無効電力計等を取り付けます。

ヘ 保護継電装置

電線路には，短絡または地絡を生じた場合に自動的に電路をしゃ断す

るために必要な保護継電装置を施設いたします。

ト 変電設備の設計

変電設備の形式，付属設備等は，その変電所において，他に施設され

る設備と同等のものをこえないものといたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ しゃ断器

イ しゃ断器は，当社が通常使用しているもののうち，その回路電圧に

応じ，最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されるこ

とが予想されている系統構成について計算した短絡容量から判断し，

次の中から必要最小のものを選定いたします。

し ゃ 断 器 容 量

定格電圧（Ｖ）
しゃ断器容量

ロ 将来の系統構成は， 年程度先を目標といたします。（ 断路器およ

び変流器についても同様といたします。）

ハ 断 路 器

断路器は，当社が通常使用しているもののうち，その回路電圧に応じ，

最大負荷時の電流および現に構成され，また将来構成されることが予想

されている系統構成について計算した短絡容量から判断し，必要最小の

母 線

断 路 器 

変 流 器 

し ゃ 断 器 

零相変流器

断 路 器 

引出口
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ものを使用いたします。
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電気事業法施行規則第 条の規定にもとづく添付書類

１ 変更を必要とする理由

２ 供給約款の変更の内容および新旧料金率比較表

３ 一般電気事業供給約款料金算定規則様式第１から第８までによ

り作成した書類

（様式第１）

第１表 営業費総括表

第２表 事業報酬総括表

第３表 控除収益総括表

（様式第２）

第１表 営業費明細表

第２表 事業報酬明細表

第３表 控除収益明細表

（様式第３）８部門整理表

（様式第４）配電費・販売費整理表

（様式第５）

第 表 送電・高圧配電関連費明細表

第２表 送電・高圧配電非関連費明細表

（様式第６）送電・高圧配電関連需要明細表

（様式第６の２）送電・高圧配電非関連需要明細表

（様式第６の４）

第 表 追加事業報酬総括表

第２表 連系設備特別報酬対象額明細表

（様式第７）

第１表 送電・高圧配電関連費及び送電・高圧配電非関連費計算表

第２表 原価等集計表

（様式第８）

第１表 低圧需要原価等と料金収入の比較表

東 北 電 力 株 式 会 社  
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変更を必要とする理由

当社は，地域社会の成長発展を支えるため，品質のよい電気を低廉

かつ安定的にお客さまにお届けすることが使命であると認識し，安定

供給と経営効率化に取り組んでまいりました。

そうした中，平成 年３月 日に発生した東日本大震災により，

当社の電力供給設備は太平洋沿岸の火力発電設備や流通設備を中心に

広範かつ深刻な被害に見舞われました。また，地域の生活や産業に対

する大きな打撃などから電力需要が大幅に減少しました。さらに，同

年７月には新潟・福島豪雨が発生し，貴重な供給力であった多くの水

力発電所も被害を受ける事態となりました。

これらに加えて，原子力発電所の長期間に亘る停止や東京電力の福

島第一原子力発電所事故に伴う直接・間接の被害など，複数の厳しい

課題への対応を迫られてきたところです。

以上の課題はいずれも収支悪化の要因となり，平成 年度以降の業

績は３期連続の純損失となる見込みであり，財務状況も著しく悪化し

ております。

当社では，電力の安定供給を通じて被災地の復興を支えるべく，一

刻でも早い電力供給設備の復旧に全力を挙げてまいりました。同時に，

被災地の復興の妨げとならないよう１日でも長く現行の電気料金を維

持すべく，電力供給設備の復旧などに伴う設備関連コストや原子力停

止に伴う燃料費の増加などに対し，緊急的な支出抑制や繰り延べ，人

件費の削減などあらゆる分野での徹底した効率化に取り組んでまいり

ました。

しかしながら，平成 年度末の自己資本比率は ％程度まで落ち込

むと想定され，燃料や設備工事に要する資金調達に支障が出てまいり

ます。また，火力燃料費の増加をはじめとする膨大なコスト負担を現

行の電気料金水準で吸収し続けることは極めて困難であり，設備保全

にも悪影響が生じ電力の安定供給に支障をきたすこととなります。こ

のため，お客さまにはご迷惑をおかけすることとなり誠に申し訳あり

ませんが，電気料金値上げを申請させて頂きました。

当社といたしましては，設備保全に万全を期すとともに，これまで

以上に徹底した経営効率化に取り組み，引き続き電気の安定供給を通

じて地域の復興に貢献してまいる所存です。

Ｔ01-03電気供給約款-添付1.indd   1 2013/02/07   19:18:01



―　　―2

Ⅰ．電気料金値上げの理由

１． 東日本大震災などによる設備被害，原子力発電所の長期停止に伴

う燃料費等の増加など

当社は，東日本大震災や新潟・福島豪雨で甚大な設備被害を受けま

したが，被災地の復興には電力の安定供給が欠かせないことから，長

期計画停止中の火力発電所の運転再開や，約 万 の緊急電源設

置など代替供給力の確保に努めるとともに，被災した設備の早期復旧

に取り組んでまいりました。

その中でも特に震災による被害が大きかった原町火力発電所につ

いて，厳しい需給状況を踏まえ，被災当初は平成 年の夏前に設定

していた運転再開時期をできるだけ早めるよう復旧工事の工期短縮

に努めてまいりました。この結果，２号機は平成 年 月より，

１号機も平成 年１月末より試運転を開始しております。

これらの被災設備の復旧費用や緊急設置電源等の導入に係る設備

関連コストが増加しているほか，東日本大震災による石炭火力等の設

備被害や原子力の停止，新潟・福島豪雨による水力発電所の被害の影

響により，火力燃料費が大幅に増加しており，平成 年度は，震災

前の平成 年度と比較すると年間 億円程度増加の 億円

程度となるものと見込んでおります。

加えて，収入面において，震災被害に伴う電力需要の減少影響など

もあり，当社は会社創立以来の厳しい収支状況にあります。

原子力の再稼働が後年度になる中，今後も供給力確保のために自社

火力の焚き増しや購入電力量の増加が必要となることから，火力燃料

費や購入電力料の大幅なコスト増が当面継続することが想定されま

す。具体的には、平成 年度から 年度の３ヶ年平均の燃料費は

億円と平成 年９月改定の料金原価に比較して 億円の

増加、購入電力料は 億円と平成 年９月改定の料金原価に比

較して 億円の増加となる見込みです。

以下，電気料金値上げの理由，お客さまのご負担軽減に向けた取組

みおよびお客さまにご理解を頂くための取組みについて申し上げます。

Ｔ01-03電気供給約款-添付1.indd   2 2013/02/07   19:18:02



―　　―3

Ⅰ．電気料金値上げの理由

１． 東日本大震災などによる設備被害，原子力発電所の長期停止に伴

う燃料費等の増加など

当社は，東日本大震災や新潟・福島豪雨で甚大な設備被害を受けま

したが，被災地の復興には電力の安定供給が欠かせないことから，長

期計画停止中の火力発電所の運転再開や，約 万 の緊急電源設

置など代替供給力の確保に努めるとともに，被災した設備の早期復旧

に取り組んでまいりました。

その中でも特に震災による被害が大きかった原町火力発電所につ

いて，厳しい需給状況を踏まえ，被災当初は平成 年の夏前に設定

していた運転再開時期をできるだけ早めるよう復旧工事の工期短縮

に努めてまいりました。この結果，２号機は平成 年 月より，

１号機も平成 年１月末より試運転を開始しております。

これらの被災設備の復旧費用や緊急設置電源等の導入に係る設備

関連コストが増加しているほか，東日本大震災による石炭火力等の設

備被害や原子力の停止，新潟・福島豪雨による水力発電所の被害の影

響により，火力燃料費が大幅に増加しており，平成 年度は，震災

前の平成 年度と比較すると年間 億円程度増加の 億円

程度となるものと見込んでおります。

加えて，収入面において，震災被害に伴う電力需要の減少影響など

もあり，当社は会社創立以来の厳しい収支状況にあります。

原子力の再稼働が後年度になる中，今後も供給力確保のために自社

火力の焚き増しや購入電力量の増加が必要となることから，火力燃料

費や購入電力料の大幅なコスト増が当面継続することが想定されま

す。具体的には、平成 年度から 年度の３ヶ年平均の燃料費は

億円と平成 年９月改定の料金原価に比較して 億円の

増加、購入電力料は 億円と平成 年９月改定の料金原価に比

較して 億円の増加となる見込みです。

以下，電気料金値上げの理由，お客さまのご負担軽減に向けた取組

みおよびお客さまにご理解を頂くための取組みについて申し上げます。

Ｔ01-03電気供給約款-添付1.indd   3 2013/02/07   19:18:02



―　　―4

・購入電力料の契約更改時交渉による費用削減や卸電力取引所の積

極的活用などに取り組んでまいります。

（３） 設備投資関連費用

・工事仕様・工法の合理化，最適な工事実施時期の見極めなどにより，

設備投資関連費用の削減に努めてまいります。

（４） 修繕費

・工事・点検周期の見直し，工事仕様の合理化などに加え，資材・役

務調達の競争拡大を進めることで効率化に努めてまいります。

（５） その他経費

・委託費・賃借料などにおける仕様変更や単価見直し，普及開発関係

費，研究費，寄付金・事業団体費などの支出内容の厳選などにより，

最大限の抑制に努めてまいります。

３． 電気料金値上げの必要性

当社は，設備復旧や代替供給力確保に伴い発生する燃料費や購入電

力料，減価償却費などの増分コストに対して，緊急的な支出抑制や繰

り延べ，人件費の削減や配当の見送りなどを実施してまいりましたが，

収支の改善は難しい見通しであります。

平成 年度以降も，前述のとおり最大限の経営効率化を実施して

いくことにより，年間 億円規模の削減を図っていくものの，燃料

費や購入電力料の大幅な増加が避けられず，平成 年度から 年度

に見込まれる年平均の原価は１兆 億円，１キロワット時あたり

円 銭になる見込みです。一方，当該期間に現行料金を継続した

場合の収入は１兆 億円，１キロワット時あたり 円 銭が見

込まれることから，この結果，収入不足が年平均 億円，１キロ

ワット時あたり２円 銭の大幅なものとなることが想定されます。

このように，火力燃料費の増加をはじめとする膨大なコスト負担を，

現在の電気料金水準を維持したまま吸収し続けることは財務基盤を

毀損し，事業運営に必要な資金調達が困難になるとともに，工事計画

の繰り延べなど緊急的なコスト削減を継続することになれば設備保

２． 経営効率化への取組みによる原価低減

当社はこれまでも低廉な電気を安定的にお客さまにお届けするた

めに，経営効率化に取り組んでまいりました。平成元年以降，７回の

電気料金改定を実施し，うち６回は，経営効率化の成果を電気料金の

引下げという形でお客さまに還元してまいりました。

近年は，価格上昇などにより燃料費が増加しておりますが，それ以

外の人件費，修繕費，減価償却費などを中心に最大限の経営効率化に

努め，料金原価の低減を図ってまいりました。

今後，エネルギー・環境政策の動向や燃料価格の変動などの面で不

透明さがあり，一層厳しい経営環境が見込まれますが，企業グループ

を挙げて安全確保と安定供給を図りながら，中長期的に効果が持続す

る構造的なコスト低減の取組みを推進してまいります。

今回の料金原価におきましては，平成 年度から 年度の原価算

定期間において，年平均約 億円の経営効率化を進めていくことと

しておりますが，それでも平成 年９月改定原価から 億円の

コスト増が見込まれております。

具体的には，以下の経営効率化施策に取り組んでまいります。

（１） 人件費

・役員給与の削減に加え，基準賃金の削減をはじめとした従業員の給

与手当等の削減，退職金制度の見直し，人員数の削減など人件費全

般にわたる効率化に努めてまいります。

（２） 燃料費・購入電力料

・当社は，燃料の安定調達による供給力の確保に努めるとともに，

経済性に優れた石炭火力やガスコンバインドサイクル発電を積極

的に導入するなど，発電所の効率的な運用を行っていくことで，原

価低減・運用最適化に努めてきており，今後も継続して取り組んで

まいります。

・経済性に優れる高効率火力発電設備へのリプレースや，八戸火力発

電所５号機（緊急設置電源）のコンバインドサイクル化により，さ

らなる熱効率の向上などに取り組んでまいります。
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電気料金改定を実施し，うち６回は，経営効率化の成果を電気料金の

引下げという形でお客さまに還元してまいりました。

近年は，価格上昇などにより燃料費が増加しておりますが，それ以

外の人件費，修繕費，減価償却費などを中心に最大限の経営効率化に

努め，料金原価の低減を図ってまいりました。

今後，エネルギー・環境政策の動向や燃料価格の変動などの面で不

透明さがあり，一層厳しい経営環境が見込まれますが，企業グループ

を挙げて安全確保と安定供給を図りながら，中長期的に効果が持続す

る構造的なコスト低減の取組みを推進してまいります。

今回の料金原価におきましては，平成 年度から 年度の原価算

定期間において，年平均約 億円の経営効率化を進めていくことと

しておりますが，それでも平成 年９月改定原価から 億円の

コスト増が見込まれております。

具体的には，以下の経営効率化施策に取り組んでまいります。

（１） 人件費

・役員給与の削減に加え，基準賃金の削減をはじめとした従業員の給

与手当等の削減，退職金制度の見直し，人員数の削減など人件費全

般にわたる効率化に努めてまいります。

（２） 燃料費・購入電力料

・当社は，燃料の安定調達による供給力の確保に努めるとともに，

経済性に優れた石炭火力やガスコンバインドサイクル発電を積極

的に導入するなど，発電所の効率的な運用を行っていくことで，原

価低減・運用最適化に努めてきており，今後も継続して取り組んで

まいります。

・経済性に優れる高効率火力発電設備へのリプレースや，八戸火力発

電所５号機（緊急設置電源）のコンバインドサイクル化により，さ

らなる熱効率の向上などに取り組んでまいります。
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Ⅱ．お客さまのご負担軽減に向けた取組み

１．お客さまのご負担軽減に向けて

従量電灯の電気料金にはご使用量の増加に伴い料金単価が上昇す

る３段階料金を導入しており，今回の値上げでは毎日の生活に必要不

可欠な照明や冷蔵庫などの電気ご使用量に相当する第１段階料金の

値上げ幅を抑制しております。

なお，省エネルギー推進の観点から，第３段階料金については値上

げ幅を大きくしております。

２．新たなピーク抑制料金（選択約款）の設定

夏季のピーク抑制効果によりさらなる負荷平準化を図ることを目

的に，選択約款に新たなメニューとして『ピークシフト季節別時間帯

別電灯』を設定しました。ピーク時間（夏季の毎日 時から 時）

に昼間時間の料金と比較し割高な料金を設定し，ピーク時間の節電イ

ンセンティブとさせて頂くとともに，夜間時間の料金を設定し，電気

のご使用を昼間時間から夜間時間，またはピーク時間から昼間時間も

しくは夜間時間に移行することで電気料金の低減が可能となります。

全に悪影響が生じてしまい，ひいては電力の安定供給に支障をきたす

ことになります。

このような事態を避けるべく，当社といたしましては，最大限の経

営効率化の実施を前提に，規制部門のお客さまについて平均で

％の値上げを申請せざるを得ない状況であります。

また，自由化部門のお客さまについても，同時期に平均で ％

の値上げをお願いすることとしております。

お客さまに対しましてはご迷惑をおかけすることとなり，大変心苦

しい限りですが，電気料金値上げを申請する次第であります。

Ｔ01-03電気供給約款-添付1.indd   6 2013/02/07   19:18:02



―　　―7
－ －
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しい限りですが，電気料金値上げを申請する次第であります。

Ｔ01-03電気供給約款-添付1.indd   7 2013/02/07   19:18:02



―　　―8

Ⅲ．お客さまにご理解を頂くための取組み

今回の料金改定にあたりまして，料金値上げの必要性や経営効率化

への取組み，またお客さまのご負担を少しでも軽減できる情報などを

積極的に発信してまいります。

１．お客さま・各種団体さまへの丁寧なご説明

ご家庭を含む規制部門のお客さまにつきましては，当社ホームペー

ジでのお知らせのほか，検針時にお配りする“東北電力ニュース”等

を通じて幅広くお知らせしてまいります。また，各種団体さまも含め，

お客さま訪問時やお問い合わせ等お客さまとのあらゆる接触機会を通

して，丁寧にご説明をしてまいります。

なお，自由化部門のお客さまにつきましては，訪問のほか，料金値

上げのお願い文書の郵送，電話などを通じて，丁寧な対応を心掛けて

まいります。

２．お客さまの省エネや節約につながる情報のご紹介

お客さまが電気を効率よくお使い頂けるよう，電気機器ごとの上手

な使用方法や節約目標に合わせた電気の上手な使い方といった省エネ

や節電の方法など，お客さまのお役に立つ情報について当社ホームペ

ージ等を活用しご紹介してまいります。

以上，電気料金の値上げの理由，お客さまのご負担軽減に向けた取組

み，お客さまにご理解を頂くための取組み等について申し述べました。

事情ご賢察のうえ，ご認可頂きますようお願いいたします。

以 上
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電気供給約款の変更の内容

電 気 供 給 約 款 の 変 更 に つ き ま し て は ， 以 下 の 見 直 し を 行 な い ま

し た 。

・ 引 込 線 等 の 位 置 変 更 工 事 に 準 ず る 工 事 を す る 場 合 の 取 扱 い の

明 確 化

・ 新 た な 機 能 を 有 す る 計 量 器 の 導 入 に と も な い ， そ の 機 能 の 活

用 に 必 要 と な る 規 定 の 追 加

・平 成 年 月 か ら の 早 収・遅 収 料 金 制 度 廃 止 ，延 滞 利 息 制 度 導

入 に 関 す る 見 直 し

・ そ の 他 の 今 日 的 見 直 し
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現  行  料  金 改  定  料  金

区  分 単位 早収料金率 区  分 単位 料金率

円  銭     円  銭 円  銭

需 要 家 料 金 １契約 需 要 家 料 金 １契約

定 定

電  灯  料  金 電  灯  料  金

20Ｗまで １ 灯 ［1.06］ 20Ｗまで １ 灯

40Ｗまで 〃 ［2.13］ 40Ｗまで 〃

額 60Ｗまで 〃 ［3.19］ 額 60Ｗまで 〃

100Ｗまで 〃 ［5.32］ 100Ｗまで 〃

100Ｗ超過100Ｗ 〃 ［5.32］ 100Ｗ超過100Ｗ 〃

までごとに までごとに

電 電

小 型 機 器 料 金 小 型 機 器 料 金

 50ＶＡまでの機器 １機器 ［1.59］  50ＶＡまでの機器 １機器

100ＶＡまでの機器 〃 ［3.18］ 100ＶＡまでの機器 〃

灯 100ＶＡ超過100ＶＡ 〃 ［3.18］ 灯 100ＶＡ超過100ＶＡ 〃

までごとに までごとに

最  低  料  金 最  低  料  金

Ａ  最初の７ｋＷｈまで １契約 ［0.98］ Ａ  最初の７ｋＷｈまで １契約

電 力 量 料 金 電 力 量 料 金

 ７ｋＷｈ超過分 １ｋＷｈ ［0.14］  ７ｋＷｈ超過分 １ｋＷｈ

従 従

基  本  料  金 基  本  料  金

 10アンペア １契約  10アンペア １契約

 15アンペア 〃  15アンペア 〃

 20アンペア 〃  20アンペア 〃

 30アンペア 〃  30アンペア 〃

量  40アンペア 〃 量  40アンペア 〃

 50アンペア 〃  50アンペア 〃

Ｂ  60アンペア 〃 Ｂ  60アンペア 〃

電 力 量 料 金 電 力 量 料 金

 最初の120ｋＷｈまで １ｋＷｈ ［0.14］  最初の120ｋＷｈまで １ｋＷｈ

 120ｋＷｈ超過 〃 ［0.14］  120ｋＷｈ超過 〃

電        300ｋＷｈまで 電        300ｋＷｈまで

 300ｋＷｈ超過分 〃 ［0.14］  300ｋＷｈ超過分 〃

最 低 月 額 料 金 １契約 最 低 月 額 料 金 １契約

灯 基  本  料  金 １ｋＶＡ 灯 基  本  料  金 １ｋＶＡ

Ｃ 電 力 量 料 金 Ｃ 電 力 量 料 金

 最初の120ｋＷｈまで １ｋＷｈ ［0.14］  最初の120ｋＷｈまで １ｋＷｈ

 120ｋＷｈ超過 〃 ［0.14］  120ｋＷｈ超過 〃

       300ｋＷｈまで        300ｋＷｈまで

 300ｋＷｈ超過分 〃 ［0.14］  300ｋＷｈ超過分 〃

新  旧  料  金  率  比  較  表
（ 電   灯   分 ） 

現  行  料  金 改  定  料  金

区  分 単位 早収料金率 区  分 単位 料金率

円  銭    円  銭 円  銭

50ＶＡまで１日につき １契約 ［0.04］ 50ＶＡまで１日につき １契約

100ＶＡまで    〃 〃 ［0.09］ 100ＶＡまで    〃 〃

200ＶＡまで    〃 〃 ［0.18］ 200ＶＡまで    〃 〃

臨 300ＶＡまで    〃 〃 ［0.27］ 臨 300ＶＡまで    〃 〃

Ａ 400ＶＡまで    〃 〃 ［0.36］ Ａ 400ＶＡまで    〃 〃

500ＶＡまで    〃 〃 ［0.45］ 500ＶＡまで    〃 〃

1ｋＶＡまで    〃 〃 ［0.86］ 1ｋＶＡまで    〃 〃

時 2ｋＶＡまで    〃 〃 ［1.72］ 時 2ｋＶＡまで    〃 〃

3ｋＶＡまで    〃 〃 ［2.58］ 3ｋＶＡまで    〃 〃

電 基  本  料  金 電 基  本  料  金

  40アンペア １契約   40アンペア １契約

Ｂ   50アンペア 〃 Ｂ   50アンペア 〃

  60アンペア 〃   60アンペア 〃

灯 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ ［0.14］ 灯 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ

Ｃ 基  本  料  金 １ｋＶＡ Ｃ 基  本  料  金 １ｋＶＡ

電 力 量 料 金 １ｋＷｈ ［0.14］ 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ

需 要 家 料 金 １契約 需 要 家 料 金 １契約

電  灯  料  金 電  灯  料  金

公   20Ｗまで 1 灯 ［1.06］ 公   20Ｗまで 1 灯

  40Ｗまで 〃 ［2.13］   40Ｗまで 〃

  60Ｗまで 〃 ［3.19］   60Ｗまで 〃

衆   100Ｗまで 〃 ［5.32］ 衆   100Ｗまで 〃

Ａ   100Ｗ超過100Ｗ 〃 ［5.32］ Ａ   100Ｗ超過100Ｗ 〃

  までごとに   までごとに

街 街

小 型 機 器 料 金 小 型 機 器 料 金

  50ＶＡまでの機器 １機器 ［1.59］   50ＶＡまでの機器 １機器

路   100ＶＡまでの機器 〃 ［3.18］ 路   100ＶＡまでの機器 〃

  100ＶＡ超過100ＶＡ 〃 ［3.18］   100ＶＡ超過100ＶＡ 〃

  までごとに   までごとに

灯 灯

基  本  料  金 １ｋＶＡ 基  本  料  金 １ｋＶＡ

Ｂ 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ ［0.14］ Ｂ 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ

最 低 月 額 料 金 １契約 最 低 月 額 料 金 １契約

注．現行料金の「早収料金率」は，平均燃料価格 ３１，８００円の場合
    の燃料費調整適用後の値とし，［  ］内に燃料費調整単価を再掲した。

  料金は，早収期間内に支払われる場合には早収料金とし，早収期間
経過後に支払われる場合には遅収料金といたします。ただし，27（料
金の算定）⑴ イの場合で，需給契約が消滅したときに28（日割計
算）により日割計算をしてえた料金については，早収料金といたしま
す。
　遅収料金は，早収料金にその3パーセントを加えたものといたしま
す。

  料金の算定期間の最終日が平成27年3月30日以前となる料金
については，早収期間内に支払われる場合には早収料金と
し，早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金といたし
ます。ただし，26（料金の算定）⑴ イの場合で，需給契約が
消滅したときに附則7（延滞利息の適用開始までの取扱い）⑽
により日割計算をしてえた料金については，早収料金といた
します。
　遅収料金は，早収料金にその3パーセントを加えたものとい
たします。
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 15アンペア 〃  15アンペア 〃

 20アンペア 〃  20アンペア 〃

 30アンペア 〃  30アンペア 〃

量  40アンペア 〃 量  40アンペア 〃

 50アンペア 〃  50アンペア 〃

Ｂ  60アンペア 〃 Ｂ  60アンペア 〃
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 300ｋＷｈ超過分 〃 ［0.14］  300ｋＷｈ超過分 〃

最 低 月 額 料 金 １契約 最 低 月 額 料 金 １契約

灯 基  本  料  金 １ｋＶＡ 灯 基  本  料  金 １ｋＶＡ

Ｃ 電 力 量 料 金 Ｃ 電 力 量 料 金

 最初の120ｋＷｈまで １ｋＷｈ ［0.14］  最初の120ｋＷｈまで １ｋＷｈ

 120ｋＷｈ超過 〃 ［0.14］  120ｋＷｈ超過 〃

       300ｋＷｈまで        300ｋＷｈまで

 300ｋＷｈ超過分 〃 ［0.14］  300ｋＷｈ超過分 〃

新  旧  料  金  率  比  較  表
（ 電   灯   分 ） 

現  行  料  金 改  定  料  金

区  分 単位 早収料金率 区  分 単位 料金率

円  銭    円  銭 円  銭

50ＶＡまで１日につき １契約 ［0.04］ 50ＶＡまで１日につき １契約

100ＶＡまで    〃 〃 ［0.09］ 100ＶＡまで    〃 〃

200ＶＡまで    〃 〃 ［0.18］ 200ＶＡまで    〃 〃

臨 300ＶＡまで    〃 〃 ［0.27］ 臨 300ＶＡまで    〃 〃

Ａ 400ＶＡまで    〃 〃 ［0.36］ Ａ 400ＶＡまで    〃 〃

500ＶＡまで    〃 〃 ［0.45］ 500ＶＡまで    〃 〃

1ｋＶＡまで    〃 〃 ［0.86］ 1ｋＶＡまで    〃 〃

時 2ｋＶＡまで    〃 〃 ［1.72］ 時 2ｋＶＡまで    〃 〃

3ｋＶＡまで    〃 〃 ［2.58］ 3ｋＶＡまで    〃 〃

電 基  本  料  金 電 基  本  料  金

  40アンペア １契約   40アンペア １契約

Ｂ   50アンペア 〃 Ｂ   50アンペア 〃

  60アンペア 〃   60アンペア 〃

灯 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ ［0.14］ 灯 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ

Ｃ 基  本  料  金 １ｋＶＡ Ｃ 基  本  料  金 １ｋＶＡ

電 力 量 料 金 １ｋＷｈ ［0.14］ 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ

需 要 家 料 金 １契約 需 要 家 料 金 １契約

電  灯  料  金 電  灯  料  金

公   20Ｗまで 1 灯 ［1.06］ 公   20Ｗまで 1 灯

  40Ｗまで 〃 ［2.13］   40Ｗまで 〃

  60Ｗまで 〃 ［3.19］   60Ｗまで 〃

衆   100Ｗまで 〃 ［5.32］ 衆   100Ｗまで 〃

Ａ   100Ｗ超過100Ｗ 〃 ［5.32］ Ａ   100Ｗ超過100Ｗ 〃

  までごとに   までごとに

街 街

小 型 機 器 料 金 小 型 機 器 料 金

  50ＶＡまでの機器 １機器 ［1.59］   50ＶＡまでの機器 １機器

路   100ＶＡまでの機器 〃 ［3.18］ 路   100ＶＡまでの機器 〃

  100ＶＡ超過100ＶＡ 〃 ［3.18］   100ＶＡ超過100ＶＡ 〃

  までごとに   までごとに

灯 灯

基  本  料  金 １ｋＶＡ 基  本  料  金 １ｋＶＡ

Ｂ 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ ［0.14］ Ｂ 電 力 量 料 金 １ｋＷｈ

最 低 月 額 料 金 １契約 最 低 月 額 料 金 １契約

注．現行料金の「早収料金率」は，平均燃料価格 ３１，８００円の場合
    の燃料費調整適用後の値とし，［  ］内に燃料費調整単価を再掲した。

  料金は，早収期間内に支払われる場合には早収料金とし，早収期間
経過後に支払われる場合には遅収料金といたします。ただし，27（料
金の算定）⑴ イの場合で，需給契約が消滅したときに28（日割計
算）により日割計算をしてえた料金については，早収料金といたしま
す。
　遅収料金は，早収料金にその3パーセントを加えたものといたしま
す。

  料金の算定期間の最終日が平成27年3月30日以前となる料金
については，早収期間内に支払われる場合には早収料金と
し，早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金といたし
ます。ただし，26（料金の算定）⑴ イの場合で，需給契約が
消滅したときに附則7（延滞利息の適用開始までの取扱い）⑽
により日割計算をしてえた料金については，早収料金といた
します。
　遅収料金は，早収料金にその3パーセントを加えたものとい
たします。
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現  行  料  金 改  定  料  金

区  分 単位 早収料金率 区  分 単位 料金率

円  銭     円  銭 円  銭

低 基  本  料  金 １ｋＷ 低 基  本  料  金 １ｋＷ

圧 電 力 量 料 金 圧 電 力 量 料 金

電    夏   季   料   金 １ｋＷｈ ［0.14］ 電    夏   季   料   金 １ｋＷｈ

力    そ の 他 季 料 金 〃 ［0.14］ 力    そ の 他 季 料 金 〃

定 額 制 供 給  １日につき １ｋＷ ［0.90］ 定 額 制 供 給  １日につき １ｋＷ

臨 従 量 制 供 給 臨 従 量 制 供 給

時 基  本  料  金   低圧電力の該当料金の20パー 時 基  本  料  金   低圧電力の該当料金の

電 　セント増し 電   20パーセント増し

力 電 力 量 料 金 力 電 力 量 料 金

   夏   季   料   金 １ｋＷｈ ［0.14］    夏   季   料   金 １ｋＷｈ

   そ の 他 季 料 金 〃 ［0.14］    そ の 他 季 料 金 〃

農 （かんがい排水用電力） 農 （かんがい排水用電力）

　 基  本  料  金 １ｋＷ 　 基  本  料  金 １ｋＷ

　 Ａ 電 力 量 料 金 　 Ａ 電 力 量 料 金

   夏   季   料   金 １ｋＷｈ ［0.14］    夏   季   料   金 １ｋＷｈ

   そ の 他 季 料 金 〃 ［0.14］    そ の 他 季 料 金 〃

事 事

　 　

（育苗温床用電力） （育苗温床用電力）

Ｂ 最初の30日まで １ｋＷ ［48.60］ Ｂ 最初の30日まで １ｋＷ

30日をこえる１日につき 〃 ［1.62］ 30日をこえる１日につき 〃

用 用

（脱穀調整用電力） （脱穀調整用電力）

毎年最初の３０日まで 毎年最初の３０日まで

   ０．５ｋＷ ［6.60］    ０．５ｋＷ

附    １    ｋＷ ［13.50］ 附    １    ｋＷ

   ２    ｋＷ ［27.00］    ２    ｋＷ

電    ３    ｋＷ ［40.50］ 電    ３    ｋＷ

   ３ｋＷ超過１ｋＷ増すごとに ［13.50］    ３ｋＷ超過１ｋＷ増すごとに

３０日をこえる１日につき ３０日をこえる１日につき

則    ０．５ｋＷ ［0.22］ 則    ０．５ｋＷ

   １    ｋＷ ［0.45］    １    ｋＷ

   ２    ｋＷ ［0.90］    ２    ｋＷ

力    ３    ｋＷ ［1.35］ 力    ３    ｋＷ

   ３ｋＷ超過１ｋＷ増すごとに ［0.45］    ３ｋＷ超過１ｋＷ増すごとに

注．現行料金の「早収料金率」は，平均燃料価格 ３１，８００円の場合
    の燃料費調整適用後の値とし，［  ］内に燃料費調整単価を再掲した。

新  旧  料  金  率  比  較  表
（ 電   力   分 ） 

  料金は，早収期間内に支払われる場合には早収料金とし，早収期間
経過後に支払われる場合には遅収料金といたします。ただし，27（料
金の算定）⑴ イの場合で，需給契約が消滅したときに28（日割計
算）により日割計算をしてえた料金については，早収料金といたしま
す。
　遅収料金は，早収料金にその3パーセントを加えたものといたしま
す。

  料金の算定期間の最終日が平成27年3月30日以前となる料
金については，早収期間内に支払われる場合には早収料金
とし，早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金とい
たします。ただし，26（料金の算定）⑴ イの場合で，需給
契約が消滅したときに附則7（延滞利息の適用開始までの取
扱い）⑽により日割計算をしてえた料金については，早収
料金といたします。
　遅収料金は，早収料金にその3パーセントを加えたものと
いたします。

現  行  料  金 改  定  料  金

円  銭  厘 円  銭  厘
（１）定額制供給 （１）定額制供給

   イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ    イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ
電  灯 電  灯
  20Ｗまで １ 灯   20Ｗまで １ 灯
  40Ｗまで 〃   40Ｗまで 〃
  60Ｗまで 〃   60Ｗまで 〃
  100Ｗまで 〃   100Ｗまで 〃
  100Ｗ超過100Ｗまでごとに 〃   100Ｗ超過100Ｗまでごとに 〃

小型機器 小型機器
  50ＶＡまでの機器 １機器   50ＶＡまでの機器 １機器
  100ＶＡまでの機器 〃   100ＶＡまでの機器 〃
  100ＶＡ超過100ＶＡまでごとに 〃   100ＶＡ超過100ＶＡまでごとに 〃

   ロ．臨時電灯Ａ    ロ．臨時電灯Ａ
  50ＶＡまで１日につき １契約   50ＶＡまで１日につき １契約
  100ＶＡまで１日につき 〃   100ＶＡまで１日につき 〃
  100ＶＡ超過500ＶＡまで 〃   100ＶＡ超過500ＶＡまで 〃
  100ＶＡまでごとに1日につき   100ＶＡまでごとに1日につき
  500ＶＡ超過１ｋＶＡまで 〃   500ＶＡ超過１ｋＶＡまで 〃
  １日につき   １日につき
  １kVA超過３kVAまで１kVA 〃   １kVA超過３kVAまで１kVA 〃
  までごとに１日につき   までごとに１日につき

   ハ．臨時電力    ハ．臨時電力
  １日につき １ｋＷ   １日につき １ｋＷ

   ニ．農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）    ニ．農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）
  １日につき １ｋＷ   １日につき １ｋＷ

   ホ．農事用電力（脱穀調整用電力）    ホ．農事用電力（脱穀調整用電力）
［附  則］ ［附  則］
  １日につき   １日につき

１契約 １契約
    １kW 〃     １kW 〃
    ２kW 〃     ２kW 〃
    ３kW 〃     ３kW 〃
    ３kW超過１kW増すごとに 〃     ３kW超過１kW増すごとに 〃

（２）従量制供給 １ｋＷｈ （２）従量制供給 １ｋＷｈ

燃 料 費 調 整 基 準 単 価 比 較 表 

区  分 単位 区  分 単位基準単価 基準単価
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現  行  料  金 改  定  料  金

区  分 単位 早収料金率 区  分 単位 料金率

円  銭     円  銭 円  銭

低 基  本  料  金 １ｋＷ 低 基  本  料  金 １ｋＷ

圧 電 力 量 料 金 圧 電 力 量 料 金

電    夏   季   料   金 １ｋＷｈ ［0.14］ 電    夏   季   料   金 １ｋＷｈ

力    そ の 他 季 料 金 〃 ［0.14］ 力    そ の 他 季 料 金 〃

定 額 制 供 給  １日につき １ｋＷ ［0.90］ 定 額 制 供 給  １日につき １ｋＷ

臨 従 量 制 供 給 臨 従 量 制 供 給

時 基  本  料  金   低圧電力の該当料金の20パー 時 基  本  料  金   低圧電力の該当料金の

電 　セント増し 電   20パーセント増し

力 電 力 量 料 金 力 電 力 量 料 金

   夏   季   料   金 １ｋＷｈ ［0.14］    夏   季   料   金 １ｋＷｈ

   そ の 他 季 料 金 〃 ［0.14］    そ の 他 季 料 金 〃

農 （かんがい排水用電力） 農 （かんがい排水用電力）

　 基  本  料  金 １ｋＷ 　 基  本  料  金 １ｋＷ

　 Ａ 電 力 量 料 金 　 Ａ 電 力 量 料 金

   夏   季   料   金 １ｋＷｈ ［0.14］    夏   季   料   金 １ｋＷｈ

   そ の 他 季 料 金 〃 ［0.14］    そ の 他 季 料 金 〃

事 事

　 　

（育苗温床用電力） （育苗温床用電力）

Ｂ 最初の30日まで １ｋＷ ［48.60］ Ｂ 最初の30日まで １ｋＷ

30日をこえる１日につき 〃 ［1.62］ 30日をこえる１日につき 〃

用 用

（脱穀調整用電力） （脱穀調整用電力）

毎年最初の３０日まで 毎年最初の３０日まで

   ０．５ｋＷ ［6.60］    ０．５ｋＷ

附    １    ｋＷ ［13.50］ 附    １    ｋＷ

   ２    ｋＷ ［27.00］    ２    ｋＷ

電    ３    ｋＷ ［40.50］ 電    ３    ｋＷ

   ３ｋＷ超過１ｋＷ増すごとに ［13.50］    ３ｋＷ超過１ｋＷ増すごとに

３０日をこえる１日につき ３０日をこえる１日につき

則    ０．５ｋＷ ［0.22］ 則    ０．５ｋＷ

   １    ｋＷ ［0.45］    １    ｋＷ

   ２    ｋＷ ［0.90］    ２    ｋＷ

力    ３    ｋＷ ［1.35］ 力    ３    ｋＷ

   ３ｋＷ超過１ｋＷ増すごとに ［0.45］    ３ｋＷ超過１ｋＷ増すごとに

注．現行料金の「早収料金率」は，平均燃料価格 ３１，８００円の場合
    の燃料費調整適用後の値とし，［  ］内に燃料費調整単価を再掲した。

新  旧  料  金  率  比  較  表
（ 電   力   分 ） 

  料金は，早収期間内に支払われる場合には早収料金とし，早収期間
経過後に支払われる場合には遅収料金といたします。ただし，27（料
金の算定）⑴ イの場合で，需給契約が消滅したときに28（日割計
算）により日割計算をしてえた料金については，早収料金といたしま
す。
　遅収料金は，早収料金にその3パーセントを加えたものといたしま
す。

  料金の算定期間の最終日が平成27年3月30日以前となる料
金については，早収期間内に支払われる場合には早収料金
とし，早収期間経過後に支払われる場合には遅収料金とい
たします。ただし，26（料金の算定）⑴ イの場合で，需給
契約が消滅したときに附則7（延滞利息の適用開始までの取
扱い）⑽により日割計算をしてえた料金については，早収
料金といたします。
　遅収料金は，早収料金にその3パーセントを加えたものと
いたします。

現  行  料  金 改  定  料  金

円  銭  厘 円  銭  厘
（１）定額制供給 （１）定額制供給

   イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ    イ．定額電灯および公衆街路灯Ａ
電  灯 電  灯
  20Ｗまで １ 灯   20Ｗまで １ 灯
  40Ｗまで 〃   40Ｗまで 〃
  60Ｗまで 〃   60Ｗまで 〃
  100Ｗまで 〃   100Ｗまで 〃
  100Ｗ超過100Ｗまでごとに 〃   100Ｗ超過100Ｗまでごとに 〃

小型機器 小型機器
  50ＶＡまでの機器 １機器   50ＶＡまでの機器 １機器
  100ＶＡまでの機器 〃   100ＶＡまでの機器 〃
  100ＶＡ超過100ＶＡまでごとに 〃   100ＶＡ超過100ＶＡまでごとに 〃

   ロ．臨時電灯Ａ    ロ．臨時電灯Ａ
  50ＶＡまで１日につき １契約   50ＶＡまで１日につき １契約
  100ＶＡまで１日につき 〃   100ＶＡまで１日につき 〃
  100ＶＡ超過500ＶＡまで 〃   100ＶＡ超過500ＶＡまで 〃
  100ＶＡまでごとに1日につき   100ＶＡまでごとに1日につき
  500ＶＡ超過１ｋＶＡまで 〃   500ＶＡ超過１ｋＶＡまで 〃
  １日につき   １日につき
  １kVA超過３kVAまで１kVA 〃   １kVA超過３kVAまで１kVA 〃
  までごとに１日につき   までごとに１日につき

   ハ．臨時電力    ハ．臨時電力
  １日につき １ｋＷ   １日につき １ｋＷ

   ニ．農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）    ニ．農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）
  １日につき １ｋＷ   １日につき １ｋＷ

   ホ．農事用電力（脱穀調整用電力）    ホ．農事用電力（脱穀調整用電力）
［附  則］ ［附  則］
  １日につき   １日につき

１契約 １契約
    １kW 〃     １kW 〃
    ２kW 〃     ２kW 〃
    ３kW 〃     ３kW 〃
    ３kW超過１kW増すごとに 〃     ３kW超過１kW増すごとに 〃

（２）従量制供給 １ｋＷｈ （２）従量制供給 １ｋＷｈ

燃 料 費 調 整 基 準 単 価 比 較 表 

区  分 単位 区  分 単位基準単価 基準単価
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３ 一般電気事業供給約款料金算定規則 
様式第１から第８までにより作成した書類 
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様式第１（第３条，第４条，第５条，第20条，第20条の３関係）

  第１表

                              営   業   費   総   括   表

項               目 金         額 備          考

 平均経費人員：12,685 (人)

 平均基準賃金：426,868(円/月)

 振替電力量：4,935 (10

 地帯間購入電力量：32,302(10

 他社購入電力量：74,531(10

  原価算定期間を，平成25年４月から平成28年３月までの３年として算定した。

（記載注意）

１ 給料手当の平均経費人員（人）及び平均基準賃金（円／月）を，備考欄に記載すること。

２ 事業者間精算費，地帯間購入電源費及び他社購入電源費の購入電力量(10 kWh)を，備考欄に記載すること。

３ 諸費の上段〈　〉内には寄付金に係る費用を，下段〈　〉内には団体費に係る費用を内数として記載すること。

４ 地帯間購入電源費及び他社購入電源費の〈　〉内には，過去の使用済燃料に係る費用を内数として記載すること。

５ 他社購入電源費の（　）内には，新エネルギー等電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)に係る費用を内数

　 として記載すること。

消耗品費

委託集金費
雑給
燃料費
使用済燃料再処理等発電費

廃棄物処理費
特定放射性廃棄物処分費

事業税

修繕費

（単位：千円）

退職給与金
厚生費
委託検針費

役員給与
給料手当

使用済燃料再処理等既発電費

給料手当振替額（貸方）

水利使用料
補償費
賃借料
託送料

附帯事業営業費用分担関連費振替額（貸方）

事業者間精算費

他社購入電源費
(再エネ特措法交付金相当額を除く。)

地帯間購入送電費

電気料貸倒損

原子力損害賠償支援機構一般負担金

合 計

電力費振替勘定（貸方）

社債発行費
社債発行費償却
法人税等

株式交付費
株式交付費償却

地帯間購入電源費

共有設備費等分担額（貸方）

養成費

雑税
減価償却費

開発費償却

他社購入送電費

開発費

建設分担関連費振替額（貸方）

電源開発促進税

固定資産除却費
原子力発電施設解体費

研究費

共有設備費等分担額

固定資産税

委託費
損害保険料

普及開発関係費

諸費
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［主な項目の内訳］

(1) 燃料費

項               目 金         額 備         考
石炭費
燃料油費
ガス費
その他

小 計
核燃料減損額及び核燃料減損
修正損（又は核燃料減損修正
益（貸方））
濃縮関連費

小 計
新エネルギー等燃料費
             合          計
火力燃料重油換算消費量（10 kl）
火力燃料重油換算単価（円／kl）
火力発電電力量（発電端10 kWh）
火力燃料kWh当たり単価（発電端円／kWh）
原子力発電電力量（発電端10 kWh）
核燃料kWh当たり単価（発電端円／kWh）
新エネルギー等燃料重油換算消費量（10
新エネルギー等燃料重油換算単価（円／kl)
燃料費算定に必要な新エネルギー等発電電力量

（発電端10 kWh）
新エネルギー等燃料kWh当たり単価
（発電端円／kWh）

<参考> 主要燃料消費数量，消費価格

項               目 数  量  ・  価  格 備         考
石炭（10 t）
重油（10 kl）
原油（10 kl）
ＬＮＧ（10 t）
石炭（円／t）
重油（円／kl）
原油（円／kl）
ＬＮＧ（円／t）

(2) 修繕費

項               目 金         額 備         考
普通修繕費
取替修繕費
             合          計

(3) 減価償却費

項               目 金         額 備         考
水力発電設備
火力発電設備
原子力発電設備
新エネルギー等発電設備
送電設備
変電設備
配電設備
業務設備
             合          計

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

火力燃料費

核燃料費

消費数量

平均消費価格

  第２表
                       事   業   報   酬   総   括   表

項               目 金         額 備         考
特定固定資産
建設中の資産
核燃料資産
特定投資

営業資本
運転資本 貯蔵品

小 計
繰延償却資産
           合          計
報酬率（％）
電気事業報酬額

  原価算定期間を，平成25年４月から平成28年３月までの３年として算定した。

  第３表
                       控   除   収   益   総   括   表

項               目 金         額 備         考

 地帯間販売電力量：49,508(10

 他社販売電力量：　 1,069(10

 振替電力量：  23,319(10

             合          計

  原価算定期間を，平成25年４月から平成28年３月までの３年として算定した。
（記載注意）
１ 地帯間販売電源料，他社販売電源料及び事業者間精算収益の販売電力量（10 kWh）を，備考欄に記載すること。

２ 地帯間販売電源料及び他社販売電源料の<　>内には，過去の使用済燃料に係る収益を内数として記載すること。

３ 地帯間販売送電料，他社販売送電料及び託送収益の(　)内には，電源線に係る収益を内数として記載すること。

他社販売電源料

他社販売送電料

託送収益

事業者間精算収益
電気事業雑収益
預金利息

（単位：千円）

電
気
事
業
報
酬

（単位：千円）

遅収加算料金

地帯間販売電源料

地帯間販売送電料
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  第２表
                       事   業   報   酬   総   括   表

項               目 金         額 備         考
特定固定資産
建設中の資産
核燃料資産
特定投資

営業資本
運転資本 貯蔵品

小 計
繰延償却資産
           合          計
報酬率（％）
電気事業報酬額

  原価算定期間を，平成25年４月から平成28年３月までの３年として算定した。

  第３表
                       控   除   収   益   総   括   表

項               目 金         額 備         考

 地帯間販売電力量：49,508(10

 他社販売電力量：　 1,069(10

 振替電力量：  23,319(10

             合          計

  原価算定期間を，平成25年４月から平成28年３月までの３年として算定した。
（記載注意）
１ 地帯間販売電源料，他社販売電源料及び事業者間精算収益の販売電力量（10 kWh）を，備考欄に記載すること。

２ 地帯間販売電源料及び他社販売電源料の<　>内には，過去の使用済燃料に係る収益を内数として記載すること。

３ 地帯間販売送電料，他社販売送電料及び託送収益の(　)内には，電源線に係る収益を内数として記載すること。

他社販売電源料

他社販売送電料

託送収益

事業者間精算収益
電気事業雑収益
預金利息

（単位：千円）

電
気
事
業
報
酬

（単位：千円）

遅収加算料金

地帯間販売電源料

地帯間販売送電料

Ｔ01-05電気供給約款-添付3.indd   3 2013/02/07   19:16:14



―　　―4

様式第２（第３条，第４条，第５条関係）
  第１表
                      　　　　　　　　営　業　費　明　細　表 （単位：千円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 原価算定期間計 備考

　原価算定期間を，平成25年４月から平成28年３月までの３年として算定した。
（記載注意）
１　原価算定期間に応じて年度別に欄を設け記載すること。なお，原価算定期間の始期を10月１日とした場合には
　原価算定期間の初年度及び最終年度に応じて設けた欄を上期，下期及び年度計それぞれの欄に区分し，原価算定
　期間に含まれない半期分の値についても記載すること（以下この様式において同じ。）。

　 ２　諸費の上段<　>内には寄付金に係る費用を，下段<　>内には団体費に係る費用を内数として記載すること。
３　他社購入電源費の(　)内には，新エネルギー等電源費（再エネ特措法交付金相当額を除く。）に係る費用を内数
　として記載すること。

法人税等
合　　計

開発費償却
電力費振替勘定（貸方）
株式交付費
株式交付費償却
社債発行費
社債発行費償却

他社購入送電費
建設分担関連費振替額（貸方）
附帯事業営業費用分担関連費振替額（貸方）

電源開発促進税
事業税
開発費

共有設備費等分担額
共有設備費等分担額（貸方）
地帯間購入電源費
地帯間購入送電費
他社購入電源費（再エネ特措法交付
金相当額を除く。）

電気料貸倒損
固定資産税
雑税
減価償却費
固定資産除却費
原子力発電施設解体費

普及開発関係費
養成費
研究費
諸費

賃借料
託送料
事業者間精算費
委託費
損害保険料
原子力損害賠償支援機構一般負担金

廃棄物処理費
特定放射性廃棄物処分費
消耗品費
修繕費
水利使用料
補償費

委託検針費
委託集金費
雑給
燃料費
使用済燃料再処理等発電費
使用済燃料再処理等既発電費

項　目
役員給与
給料手当
給料手当振替額（貸方）
退職給与金
厚生費

《
項

目
別

明
細

表
》

（
１

）
第

３
条

第
２

項
第

１
号

関
係

　
　

〔
役

員
給

与
，

給
料

手
当

，
給

料
手

当
振

替
額

（
貸

方
）

，
退

職
給

与
金

，
厚

生
費

，
委

託
検

針
費

，
委

託
集

金
費

及
び

雑
給

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
3
年

度
（

実
績

）
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

基
準

賃
金

基
準

外
賃

金

諸
給

与
金

控
除

口
（

貸
方

）

小
　

計

引
当

金
増

加
額

実
払

額

年
金

保
険

料

小
　

計

法
定

厚
生

費

一
般

厚
生

費

小
　

計

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

給
料

手
当

退
職

給
与

金

厚
生

費

項
　

目

合
　

計

平
均

経
費

人
員

（
人

）

平
均

基
準

賃
金

（
円

／
月

）

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

役
員

給
与
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《
項

目
別

明
細

表
》

（
１

）
第

３
条

第
２

項
第

１
号

関
係

　
　

〔
役

員
給

与
，

給
料

手
当

，
給

料
手

当
振

替
額

（
貸

方
）

，
退

職
給

与
金

，
厚

生
費

，
委

託
検

針
費

，
委

託
集

金
費

及
び

雑
給

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
3
年

度
（

実
績

）
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

基
準

賃
金

基
準

外
賃

金

諸
給

与
金

控
除

口
（

貸
方

）

小
　

計

引
当

金
増

加
額

実
払

額

年
金

保
険

料

小
　

計

法
定

厚
生

費

一
般

厚
生

費

小
　

計

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

給
料

手
当

退
職

給
与

金

厚
生

費

項
　

目

合
　

計

平
均

経
費

人
員

（
人

）

平
均

基
準

賃
金

（
円

／
月

）

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

役
員

給
与
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（
２

）
第

３
条

第
２

項
第

２
号

関
係

　
　

〔
燃

料
費

〕

消
費

量
単

価
金

額
消

費
量

単
価

金
額

消
費

量
単

価
金

額
消

費
量

単
価

金
額

円
／

k
l
(
円

／
t
,

円
／

1
0

）
千

円
円

／
k
l
(
円

／
t
,

円
／

1
0

）
千

円
円

／
k
l
(
円

／
t
,

円
／

1
0

）
千

円
円

／
k
l
(
円

／
t
,

円
／

1
0

）
千

円

火
力

発
電

電
力

量

（
発

電
端

1
0

火
力

燃
料

重
油

換
算

消
費

量

（
発

電
端

1
0

石
炭

費
（

1
0
t
,
円

／
t
)

燃
料

油
費

（
1
0
k
l
,
円

／
k
l
）

ガ
ス

費
（

1
0
t
,
円

／
t
）

歴
青

質
混

合
物

質

助
燃

費
（

1
0
k
l
,
円

／
k
l
）

蒸
気

料

運
炭

費 小
　

計
（

重
油

換
算

）

原
子

力
発

電
電

力
量

（
発

電
端

1
0

核
燃

料
減

損
額

濃
縮

関
連

費

小
　

計

燃
料

費
算

定
に

必
要

な
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

発
電

電
力

量

（
発

電
端

1
0

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
燃

料
重

油

換
算

消
費

量

バ
イ

オ
マ

ス
燃

料
費

廃
棄

物
燃

料
費

助
燃

費

蒸
気

料

運
搬

費 小
　

計
（

重
油

換
算

）

合
　

計

新 エ ネ ル ギ ー 等 燃 料 費

核
燃

料
減

損
修

正
損

（
又

は
核

燃
料

減
損

修
正

益
（

貸
方

）
）

核 燃 料 費

石
炭

費
の

消
費

量
は

，
石

炭
換

算
値

と
す

る
。

燃
料

油
費

の
消

費
量

は
，

重
油

換
算

値
と

す
る

。

ガ
ス

費
の

消
費

量
は

，
L
N
G
換

算
値

と
す

る
。

火 力 燃 料 費

項
　

目

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

（
３

）
第

３
条

第
２

項
第

３
号

関
係

　
　

〔
使

用
済

燃
料

再
処

理
等

発
電

費
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

　
　

〔
使

用
済

燃
料

再
処

理
等

既
発

電
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

　
　

〔
廃

棄
物

処
理

費
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

放
射

性
廃

棄
物

処
理

費
雑

廃
棄

物
処

理
費

　
　

〔
特

定
放

射
性

廃
棄

物
処

分
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費
拠

出
金

（
各

年
の

発
電

対
応

分
）

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費
拠

出
金

（
平

成
1
1
年

末
迄

の
発

電
対

応
分

）

合
　

計

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

火
力

廃
棄

物
処

理
費

原
子

力
廃

棄
物

処
理

費 新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
廃

棄
物

処
理

費

原
価

算
定

期
間

計
備

考

再
処

理
等

費
引

当

再
処

理
等

引
当

金
取

崩
し

（
貸

方
）

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

原
価

算
定

期
間

計
備

考

再
処

理
等

費

再
処

理
等

費
引

当

再
処

理
等

引
当

金
取

崩
し

（
貸

方
）

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
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（
２

）
第

３
条

第
２

項
第

２
号

関
係

　
　

〔
燃

料
費

〕

消
費

量
単

価
金

額
消

費
量

単
価

金
額

消
費

量
単

価
金

額
消

費
量

単
価

金
額

円
／

k
l
(
円

／
t
,

円
／

1
0

）
千

円
円

／
k
l
(
円

／
t
,

円
／

1
0

）
千

円
円

／
k
l
(
円

／
t
,

円
／

1
0

）
千

円
円

／
k
l
(
円

／
t
,

円
／

1
0

）
千

円

火
力

発
電

電
力

量

（
発

電
端

1
0

火
力

燃
料

重
油

換
算

消
費

量

（
発

電
端

1
0

石
炭

費
（

1
0
t
,
円

／
t
)

燃
料

油
費

（
1
0
k
l
,
円

／
k
l
）

ガ
ス

費
（

1
0
t
,
円

／
t
）

歴
青

質
混

合
物

質

助
燃

費
（

1
0
k
l
,
円

／
k
l
）

蒸
気

料

運
炭

費 小
　

計
（

重
油

換
算

）

原
子

力
発

電
電

力
量

（
発

電
端

1
0

核
燃

料
減

損
額

濃
縮

関
連

費

小
　

計

燃
料

費
算

定
に

必
要

な
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

発
電

電
力

量

（
発

電
端

1
0

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
燃

料
重

油

換
算

消
費

量

バ
イ

オ
マ

ス
燃

料
費

廃
棄

物
燃

料
費

助
燃

費

蒸
気

料

運
搬

費 小
　

計
（

重
油

換
算

）

合
　

計

新 エ ネ ル ギ ー 等 燃 料 費

核
燃

料
減

損
修

正
損

（
又

は
核

燃
料

減
損

修
正

益
（

貸
方

）
）

核 燃 料 費

石
炭

費
の

消
費

量
は

，
石

炭
換

算
値

と
す

る
。

燃
料

油
費

の
消

費
量

は
，

重
油

換
算

値
と

す
る

。

ガ
ス

費
の

消
費

量
は

，
L
N
G
換

算
値

と
す

る
。

火 力 燃 料 費

項
　

目

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

（
３

）
第

３
条

第
２

項
第

３
号

関
係

　
　

〔
使

用
済

燃
料

再
処

理
等

発
電

費
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

　
　

〔
使

用
済

燃
料

再
処

理
等

既
発

電
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

　
　

〔
廃

棄
物

処
理

費
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

放
射

性
廃

棄
物

処
理

費
雑

廃
棄

物
処

理
費

　
　

〔
特

定
放

射
性

廃
棄

物
処

分
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費
拠

出
金

（
各

年
の

発
電

対
応

分
）

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費
拠

出
金

（
平

成
1
1
年

末
迄

の
発

電
対

応
分

）

合
　

計

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

火
力

廃
棄

物
処

理
費

原
子

力
廃

棄
物

処
理

費 新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
廃

棄
物

処
理

費

原
価

算
定

期
間

計
備

考

再
処

理
等

費
引

当

再
処

理
等

引
当

金
取

崩
し

（
貸

方
）

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

原
価

算
定

期
間

計
備

考

再
処

理
等

費

再
処

理
等

費
引

当

再
処

理
等

引
当

金
取

崩
し

（
貸

方
）

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
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〔
消

耗
品

費
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
補

償
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
賃

借
料

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
託

送
料

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
事

業
者

間
精

算
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
電

力
量

（
1
0

料
金

計

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

事
業

者
間

精
算

費

原
価

算
定

期
間

計
備

考

託
送

料

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

臨
時

的
補

償
費

電
柱

敷
地

料

線
下

補
償

料

機
械

賃
借

料

項
　

目
至

近
実

績

設
備

賃
借

料

平
成

2
7
年

度

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

雑
賃

借
料

合
　

計

借
地

借
家

料

道
路

占
用

料

水
面

使
用

料

線
路

使
用

料

原
価

算
定

期
間

計
備

考

定
期

的
補

償
費

損
害

賠
償

費

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

原
価

算
定

期
間

計
備

考

潤
滑

油
脂

費

雑
消

耗
品

費

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

　
　

〔
委

託
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
損

害
保

険
料

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

法
定

保
険

料

そ
の

他
保

険
料

　
　

〔
原

子
力

損
害

賠
償

支
援

機
構

一
般

負
担

金
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
普

及
開

発
関

係
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
養

成
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
研

究
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
原

価
算

定
期

間
計

備
考

社
内

研
究

費

委
託

研
究

費 合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

研
修

施
設

運
営

費

そ
の

他
養

成
費

合
　

計

原
価

算
定

期
間

計
備

考

販
売

関
係

普
及

開
発

関
係

費

一
般

普
及

開
発

関
係

費

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
関

係

そ
の

他

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

水
力

関
係

火
力

関
係

原
子

力
関

係

原
価

算
定

期
間

計
備

考

委
託

運
転

費

雑
委

託
費

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
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〔
委

託
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
損

害
保

険
料

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

法
定

保
険

料

そ
の

他
保

険
料

　
　

〔
原

子
力

損
害

賠
償

支
援

機
構

一
般

負
担

金
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
普

及
開

発
関

係
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
養

成
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

〔
研

究
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
原

価
算

定
期

間
計

備
考

社
内

研
究

費

委
託

研
究

費 合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

研
修

施
設

運
営

費

そ
の

他
養

成
費

合
　

計

原
価

算
定

期
間

計
備

考

販
売

関
係

普
及

開
発

関
係

費

一
般

普
及

開
発

関
係

費

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
関

係

そ
の

他

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

水
力

関
係

火
力

関
係

原
子

力
関

係

原
価

算
定

期
間

計
備

考

委
託

運
転

費

雑
委

託
費

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
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〔

諸
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

 
 
〔

電
気

料
貸

倒
損

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

 
 
〔

固
定

資
産

除
却

費
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

 
 
〔

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

解
体

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
引

当
金

に
関

す
る

省
令

に
係

る
も

の
に

限
る

。

資
産

除
去

債
務

計
上

資
産

除
去

債
務

取
崩

し
（

貸
方

）
合

　
計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

新
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
発
電
設
備

送
電

設
備

変
電

設
備

配
電

設
備

業
務

設
備

合
　

計

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

水
力

発
電

設
備 火

力
発

電
設

備 原
子

力
発

電
設

備

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

貸
倒

損
引

当
額

貸
倒

損
発

生
額

そ
の

他
諸

費 合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度

原
価

算
定

期
間

計
備

考

通
信

運
搬

費

旅
費

寄
付

金

団
体

費

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

　
　

〔
共

有
設

備
費

等
分

担
額

，
共

有
設

備
費

等
分

担
額

（
貸

方
）

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

水
力

発
電

設
備

火
力

発
電

設
備

原
子

力
発

電
設

備
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

発
電

設
備

送
電

設
備

配
電

設
備

小
計

原
子

力
発

電
設

備

（
記

載
注

意
）

（
何

）
の

欄
に

は
，

共
有

設
備

に
つ

い
て

種
類

別
に

整
理

す
る

こ
と

。

　
　

〔
開

発
費

，
開

発
費

償
却

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

　
　

〔
電

力
費

振
替

勘
定

（
貸

方
）

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

　
　

〔
株

式
交

付
費

，
社

債
発

行
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
株

式
交

付
費

社
債

発
行

費 合
　

計

項
　

目

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
項

　
目

至
近

実
績

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

附
帯

事
業

用

原
価

算
定

期
間

計
備

考
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
7
年

度

平
成

2
5
年

度

建
設

工
事

用 合
　

計

原
価

算
定

期
間

計
備

考

備
考

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

原
価

算
定

期
間

計

原
価

算
定

期
間

計
備

考
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

平
成

2
5
年

度

開
発

費
償

却 合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

開
発

費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
（

貸
方

）

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
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〔

諸
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

 
 
〔

電
気

料
貸

倒
損

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

 
 
〔

固
定

資
産

除
却

費
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

除
却

損

除
却

費
用

 
 
〔

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

解
体

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
引

当
金

に
関

す
る

省
令

に
係

る
も

の
に

限
る

。

資
産

除
去

債
務

計
上

資
産

除
去

債
務

取
崩

し
（

貸
方

）
合

　
計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

新
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
発
電
設
備

送
電

設
備

変
電

設
備

配
電

設
備

業
務

設
備

合
　

計

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

水
力

発
電

設
備 火

力
発

電
設

備 原
子

力
発

電
設

備

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

貸
倒

損
引

当
額

貸
倒

損
発

生
額

そ
の

他
諸

費 合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度

原
価

算
定

期
間

計
備

考

通
信

運
搬

費

旅
費

寄
付

金

団
体

費

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

　
　

〔
共

有
設

備
費

等
分

担
額

，
共

有
設

備
費

等
分

担
額

（
貸

方
）

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

水
力

発
電

設
備

火
力

発
電

設
備

原
子

力
発

電
設

備
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

発
電

設
備

送
電

設
備

配
電

設
備

小
計

原
子

力
発

電
設

備

（
記

載
注

意
）

（
何

）
の

欄
に

は
，

共
有

設
備

に
つ

い
て

種
類

別
に

整
理

す
る

こ
と

。

　
　

〔
開

発
費

，
開

発
費

償
却

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

　
　

〔
電

力
費

振
替

勘
定

（
貸

方
）

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度

　
　

〔
株

式
交

付
費

，
社

債
発

行
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
株

式
交

付
費

社
債

発
行

費 合
　

計

項
　

目

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
項

　
目

至
近

実
績

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

附
帯

事
業

用

原
価

算
定

期
間

計
備

考
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
7
年

度

平
成

2
5
年

度

建
設

工
事

用 合
　

計

原
価

算
定

期
間

計
備

考

備
考

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

原
価

算
定

期
間

計

原
価

算
定

期
間

計
備

考
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

平
成

2
5
年

度

開
発

費
償

却 合
　

計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

開
発

費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
（

貸
方

）

合
　

計

項
　

目
至

近
実

績

Ｔ01-05電気供給約款-添付3.indd   11 2013/02/07   19:16:19



―　　―12

（
４

）
第
３
条
第
２
項
第
４
号
関
係

　
　

〔
修
繕
費
〕

（
単
位
：
千
円
）

平
成
1
8
年
度

平
成
1
9
年
度

平
成

2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度

平
均

修
繕

費
率

（
％

）

平
均

修
繕
費

率
（
％
）

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

平
成

2
2
年

度
以

降
の

平
均

帳
簿

原
価

は
，

資
産

除
去

債
務

除
き

。

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

平
均
帳
簿

原
価

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

（
記
載
注
意
）

　
送
電
設
備
，
配
電
設
備
及
び
業
務
設
備
の
修
繕
費
の

（
　

）
内

に
は

，
取

替
修

繕
費

を
内

数
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

合
　
計

配
電
設
備

業
務
設
備

修
繕
費

修
繕
費

修
繕
費

変
電
設
備

送
電
設
備

平
成

2
3
年

度
備
考

原
価
算
定
期
間
計

平
成
2
7
年
度

平
成

2
4
年
度

（
実

績
見
込
み
）

平
成
2
6
年
度

平
成
2
5
年
度

原
子
力
発

電
設
備

項
　
目

水
力

発
電

設
備

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
発

電
設

備

火
力

発
電

設
備

至
近

実
績

（
５

）
第

３
条

第
２

項
第

５
号

関
係

　
　

〔
水

利
使

用
料

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

（
６

）
第

３
条

第
２

項
第

６
号

関
係

　
　

〔
減

価
償

却
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

（
７

）
第

３
条

第
２

項
第

７
号

関
係

　
　

〔
固

定
資

産
税

，
雑

税
，

電
源

開
発

促
進

税
及

び
事

業
税

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

雑
税

電
源

開
発

促
進

税

事
業

税

合
　

計

項
　

目

固
定

資
産

税

業
務

設
備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

合
　

計
普

通
償

却
費

特
別

償
却

費

試
運

転
償

却
費

送
電

設
備

変
電

設
備

特
別

償
却

費

配
電

設
備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

普
通

償
却

費

試
運

転
償

却
費

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
発

電
設

備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

試
運

転
償

却
費

原
子

力
発

電
設

備

火
力

発
電

設
備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

試
運

転
償

却
費

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

項
　

目

水
利

使
用

料

項
　

目

水
力

発
電

設
備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

試
運

転
償

却
費
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―　　―13

（
４

）
第
３
条
第
２
項
第
４
号
関
係

　
　

〔
修
繕
費
〕

（
単
位
：
千
円
）

平
成
1
8
年
度

平
成
1
9
年
度

平
成

2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度

平
均

修
繕

費
率

（
％

）

平
均

修
繕
費

率
（
％
）

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

平
成

2
2
年

度
以

降
の

平
均

帳
簿

原
価

は
，

資
産

除
去

債
務

除
き

。

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

平
均
帳
簿

原
価

平
均
帳
簿

原
価

平
均
帳
簿

原
価

修
繕
費

（
記
載
注
意
）

　
送
電
設
備
，
配
電
設
備
及
び
業
務
設
備
の
修
繕
費
の

（
　

）
内

に
は

，
取

替
修

繕
費

を
内

数
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

合
　
計

配
電

設
備

業
務

設
備

修
繕
費

修
繕
費

修
繕
費

変
電

設
備

送
電

設
備

平
成

2
3
年

度
備
考

原
価
算
定
期
間
計

平
成
2
7
年
度

平
成

2
4
年
度

（
実

績
見
込
み
）

平
成
2
6
年
度

平
成
2
5
年
度

原
子

力
発

電
設

備

項
　
目

水
力

発
電

設
備

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
発

電
設

備

火
力

発
電

設
備

至
近

実
績

（
５

）
第

３
条

第
２

項
第

５
号

関
係

　
　

〔
水

利
使

用
料

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

（
６

）
第

３
条

第
２

項
第

６
号

関
係

　
　

〔
減

価
償

却
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

（
７

）
第

３
条

第
２

項
第

７
号

関
係

　
　

〔
固

定
資

産
税

，
雑

税
，

電
源

開
発

促
進

税
及

び
事

業
税

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

雑
税

電
源

開
発

促
進

税

事
業

税

合
　

計

項
　

目

固
定

資
産

税

業
務

設
備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

合
　

計
普

通
償

却
費

特
別

償
却

費

試
運

転
償

却
費

送
電

設
備

変
電

設
備

特
別

償
却

費

配
電

設
備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

普
通

償
却

費

試
運

転
償

却
費

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
発

電
設

備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

試
運

転
償

却
費

原
子

力
発

電
設

備

火
力

発
電

設
備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

試
運

転
償

却
費

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

項
　

目

水
利

使
用

料

項
　

目

水
力

発
電

設
備

普
通

償
却

費

特
別

償
却

費

試
運

転
償

却
費
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―　　―14

（
８

）
第

３
条

第
２

項
第

８
号

関
係

　
　

〔
地

帯
間

購
入

電
源

費
，

地
帯

間
購

入
送

電
費

，
他

社
購

入
電

源
費

，
他

社
購

入
送

電
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

地
帯

間
購

入
電

源
費

料
金

計

地
帯

間
購

入
送

電
費

料
金

計

他
社

購
入

送
電

費
料

金
計

(
記

載
注

意
）

　
他

社
購

入
電

源
費

の
（

　
）

内
に

は
，

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
電

源
費

（
再

エ
ネ

特
措

法
交

付
金

相
当

額
を

除
く

。
）

に
係

る
費

用
を

内
数

と
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

（
９

）
第

３
条

第
２

項
第

９
号

関
係

　
　

〔
建

設
分

担
関

連
費

振
替

額
（

貸
方

）
，

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
振

替
率

（
％

）
総

工
事

資
金

振
替

額

附
帯

事
業

営
業

費
用

振
替

額

（
1
0
）

第
３

条
第

２
項

第
1
0
号

関
係

　
　

〔
株

式
交

付
費

償
却

，
社

債
発

行
費

償
却

〕
（

単
位

：
千

円
）

（
1
1
）

第
３

条
第

２
項

第
1
1
号

関
係

　
　

〔
法

人
税

等
〕

（
単

位
：

千
円

）

法
人

税

法
人

税
割

平
成

2
6
年

度

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

対
象
交
付

(
発
行
)
費
用

平
成

2
5
年

度
平

成
2
7
年

度

平
成

2
5
年

度

地
帯

間
購

入
電

力
料

電
力

量
（

1
0
k
W
h
）

平
成

2
6
年

度
項

　
目

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

原
価

算
定

期
間

計
備

考

備
考

原
価

算
定

期
間

計
備

考

原
価

算
定

期
間

計

法
人

税
等

合
　

計

社
債

発
行

費
償

却

合
　

計

項
　

目
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

株
式

交
付

費
償

却

他
社

購
入

電
力

料

電
力

量
（

1
0
k
W
h
）

他
社

購
入

電
源

費
（

再
エ

ネ
特

措
法

交
付

金
相

当
額

を
除

く
。

）
料

金
計

項
　

目

第
２

表

事
業

報
酬

明
細

表

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

営
業

資
本

貯
蔵

品 小
　

計

電
気

事
業

報
酬

額

項
　

目

電 気 事 業 報 酬

特
定

固
定

資
産

建
設

中
の

資
産

核
燃

料
資

産

特
定

投
資

運
転

資
本

繰
延

償
却

資
産

合
　

計

報
酬

率
（

％
）
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―　　―15

（
８

）
第

３
条

第
２

項
第

８
号

関
係

　
　

〔
地

帯
間

購
入

電
源

費
，

地
帯

間
購

入
送

電
費

，
他

社
購

入
電

源
費

，
他

社
購

入
送

電
費

〕
（

単
位

：
千

円
）

地
帯

間
購

入
電

源
費

料
金

計

地
帯

間
購

入
送

電
費

料
金

計

他
社

購
入

送
電

費
料

金
計

(
記

載
注

意
）

　
他

社
購

入
電

源
費

の
（

　
）

内
に

は
，

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
電

源
費

（
再

エ
ネ

特
措

法
交

付
金

相
当

額
を

除
く

。
）

に
係

る
費

用
を

内
数

と
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

（
９

）
第

３
条

第
２

項
第

９
号

関
係

　
　

〔
建

設
分

担
関

連
費

振
替

額
（

貸
方

）
，

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
振

替
率

（
％

）
総

工
事

資
金

振
替

額

附
帯

事
業

営
業

費
用

振
替

額

（
1
0
）

第
３

条
第

２
項

第
1
0
号

関
係

　
　

〔
株

式
交

付
費

償
却

，
社

債
発

行
費

償
却

〕
（

単
位

：
千

円
）

（
1
1
）

第
３

条
第

２
項

第
1
1
号

関
係

　
　

〔
法

人
税

等
〕

（
単

位
：

千
円

）

法
人

税

法
人

税
割

平
成

2
6
年

度

平
成

2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

対
象
交
付

(
発
行
)
費
用

平
成

2
5
年

度
平

成
2
7
年

度

平
成

2
5
年

度

地
帯

間
購

入
電

力
料

電
力

量
（

1
0
k
W
h
）

平
成

2
6
年

度
項

　
目

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

原
価

算
定

期
間

計
備

考

備
考

原
価

算
定

期
間

計
備

考

原
価

算
定

期
間

計

法
人

税
等

合
　

計

社
債

発
行

費
償

却

合
　

計

項
　

目
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

株
式

交
付

費
償

却

他
社

購
入

電
力

料

電
力

量
（

1
0
k
W
h
）

他
社

購
入

電
源

費
（

再
エ

ネ
特

措
法

交
付

金
相

当
額

を
除

く
。

）
料

金
計

項
　

目

第
２

表

事
業

報
酬

明
細

表

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

営
業

資
本

貯
蔵

品 小
　

計

電
気

事
業

報
酬

額

項
　

目

電 気 事 業 報 酬

特
定

固
定

資
産

建
設

中
の

資
産

核
燃

料
資

産

特
定

投
資

運
転

資
本

繰
延

償
却

資
産

合
　

計

報
酬

率
（

％
）
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―　　―16

《
項

目
別

明
細

表
》

（
１

）
第

４
条

第
３

項
関

係

　
　

〔
特

定
固

定
資

産
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

帳
簿

原
価

工
事

費
負

担
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費
負

担
金

等
減

少
額

減
価

償
却

累
計

額
減

少
額

帳
簿

原
価

工
事

費
負

担
金

等

減
価

償
却

累
計

額

差
引

帳
簿

価
額

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

配 電 設 備

期 首 残 高 期 中 増 減 額 期 末 残 高

平
均

帳
簿

価
額

業 務 設 備

期 首 残 高 期 中 増 減 額 期 末 残 高

平
均

帳
簿

価
額

項
　

目

変 電 設 備

期 首 残 高 期 中 増 減 額 期 末 残 高

平
均

帳
簿

価
額

　
　

〔
建

設
中

の
資

産
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

配
電

設
備

水
力

発
電

設
備

項
　

目

火
力

発
電

設
備

原
子

力
発

電
設

備

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
発

電
設

備

送
電

設
備

変
電

設
備

業
務

設
備
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―　　―20

　
　

〔
核

燃
料

資
産

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

再
処

理
関

係
核

燃
料

資
産

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

項
　

目

装
荷

以
前

の
核

燃
料

資
産

　
　

〔
特

定
投

資
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

（
記

載
注

意
）

（
何

）
の

欄
に

は
，

長
期

投
資

に
つ

い
て

投
資

先
ご

と
に

整
理

す
る

こ
と

。

燃
料

調
達

関
係

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
つ

い
て

は
，

弊
社

の
権

利
，

競
争

上
の

地
位

そ
の

他
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
投

資
額

を
纏

め
て

表
示

し
て

い
る

。

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

項
　

目

石
炭

資
源

開
発

日
本

原
子

力
研

究
開

発
機

構

日
本

原
燃

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構

燃
料

調
達

関
係

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

・
ﾊ
ﾗ
ｻ
ﾝ
･
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

・
ﾌ
ﾗ
ﾝ
ｽ
 
ｳ
ﾗ
ﾝ
濃

縮
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
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―　　―21

　
　

〔
核

燃
料

資
産

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
中

減
少

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

再
処

理
関

係
核

燃
料

資
産

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

項
　

目

装
荷

以
前

の
核

燃
料

資
産

　
　

〔
特

定
投

資
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

期
中

増
加

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

（
記

載
注

意
）

（
何

）
の

欄
に

は
，

長
期

投
資

に
つ

い
て

投
資

先
ご

と
に

整
理

す
る

こ
と

。

燃
料

調
達

関
係

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
つ

い
て

は
，

弊
社

の
権

利
，

競
争

上
の

地
位

そ
の

他
正

当
な

利
益

を
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
投

資
額

を
纏

め
て

表
示

し
て

い
る

。

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

項
　

目

石
炭

資
源

開
発

日
本

原
子

力
研

究
開

発
機

構

日
本

原
燃

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構

燃
料

調
達

関
係

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

・
ﾊ
ﾗ
ｻ
ﾝ
･
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

・
ﾌ
ﾗ
ﾝ
ｽ
 
ｳ
ﾗ
ﾝ
濃

縮
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
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―　　―22

　　〔運転資本（営業資本）〕

（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 原価算定期間計 備考

役員給与

給料手当

給料手当振替額（貸方）

退職給与金

厚生費

委託検針費

委託集金費

雑給

燃料費

使用済燃料再処理等発電費

使用済燃料再処理等既発電費

廃棄物処理費

特定放射性廃棄物処分費

消耗品費

修繕費

水利使用料

補償費

賃借料

託送料

事業者間精算費

委託費

損害保険料

原子力損害賠償支援機構一般負担金

普及開発関係費

養成費

研究費

諸費

電気料貸倒損

減価償却費

固定資産除却費

共有設備費等分担額

共有設備費等分担額(貸方)

地帯間購入電源費

地帯間購入送電費

他社購入電源費

他社購入送電費

建設分担関連費振替額(貸方)

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)

開発費

電力費振替勘定(貸方)

株式交付費

社債発行費

小　計

地帯間販売電源料

地帯間販売送電料

他社販売電源料

他社販売送電料

遅収加算料金

託送収益

事業者間精算収益

電気事業雑収益

預金利息

小　計

（記載注意）

（何）の欄には，営業費項目及び控除収益項目についてそれぞれ期間原価等項目ごとに整理すること。

控
除
収
益
項
目

合　計

レートベース

項　目

営
業
費
項
目

　
　

〔
運

転
資

本
（

貯
蔵

品
）

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

消
費

金
額

平
均

月
数

計

消
費

金
額

平
均

月
数

計

消
費

金
額

平
均

月
数

計

消
費

金
額

平
均

月
数

計

消
費

金
額

平
均

月
数

計

（
記

載
注

意
）

（
何

）
の

欄
に

は
，

火
力

燃
料

貯
蔵

品
及

び
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

貯
蔵

品
に

つ
い

て
燃

料
種

別
ご

と
に

整
理

す
る

こ
と

。

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
貯

蔵
品

合
　

計

配
電

平
均

帳
簿

原
価

一
般

貯
蔵

品
払

出
率

一
般

貯
蔵

品
在

庫
率

小
　

計

そ
の

他
貯

蔵
品

項
　

目

石
炭

費

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

燃
料

油
脂

費

ガ
ス

費 －

小
　

計

火
力

燃
料

貯
蔵

品

助
燃

費

小
　

計
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―　　―23

　　〔運転資本（営業資本）〕

（単位：千円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 原価算定期間計 備考

役員給与

給料手当

給料手当振替額（貸方）

退職給与金

厚生費

委託検針費

委託集金費

雑給

燃料費

使用済燃料再処理等発電費

使用済燃料再処理等既発電費

廃棄物処理費

特定放射性廃棄物処分費

消耗品費

修繕費

水利使用料

補償費

賃借料

託送料

事業者間精算費

委託費

損害保険料

原子力損害賠償支援機構一般負担金

普及開発関係費

養成費

研究費

諸費

電気料貸倒損

減価償却費

固定資産除却費

共有設備費等分担額

共有設備費等分担額(貸方)

地帯間購入電源費

地帯間購入送電費

他社購入電源費

他社購入送電費

建設分担関連費振替額(貸方)

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)

開発費

電力費振替勘定(貸方)

株式交付費

社債発行費

小　計

地帯間販売電源料

地帯間販売送電料

他社販売電源料

他社販売送電料

遅収加算料金

託送収益

事業者間精算収益

電気事業雑収益

預金利息

小　計

（記載注意）

（何）の欄には，営業費項目及び控除収益項目についてそれぞれ期間原価等項目ごとに整理すること。

控
除
収
益
項
目

合　計

レートベース

項　目

営
業
費
項
目

　
　

〔
運

転
資

本
（

貯
蔵

品
）

〕
（

単
位

：
千

円
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

備
考

消
費

金
額

平
均

月
数

計

消
費

金
額

平
均

月
数

計

消
費

金
額

平
均

月
数

計

消
費

金
額

平
均

月
数

計

消
費

金
額

平
均

月
数

計

（
記

載
注

意
）

（
何

）
の

欄
に

は
，

火
力

燃
料

貯
蔵

品
及

び
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

貯
蔵

品
に

つ
い

て
燃

料
種

別
ご

と
に

整
理

す
る

こ
と

。

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
貯

蔵
品

合
　

計

配
電

平
均

帳
簿

原
価

一
般

貯
蔵

品
払

出
率

一
般

貯
蔵

品
在

庫
率

小
　

計

そ
の

他
貯

蔵
品

項
　

目

石
炭

費

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

燃
料

油
脂

費

ガ
ス

費 －

小
　

計

火
力

燃
料

貯
蔵

品

助
燃

費

小
　

計
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―　　―24

　
　

〔
繰

延
償

却
資

産
〕

（
単

位
：

千
円

）

備
考

期
首

帳
簿

価
額

増
加

額

償
却

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

増
加

額

償
却

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

増
加

額

償
却

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

（
２

）
第

４
条

第
４

項
関

係

　
　

〔
報

酬
率

〕
（

単
位

：
％

）

平
成

1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
平

成
1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
適

用
率

備
考

す
べ

て
の

一
般

電
気

事
業

者
を

除
く

全
産

業
の

自
己

資
本

利
益

率
の

実
績

率
に

相
当

す
る

率

国
債

，
地

方
債

等
公

社
債

の
利

回
り

の
実

績
率

他
人

資
本

報
酬

率

す
べ

て
の

一
般

電
気

事
業

者
の

有
利

子
負

債
額

の
実

績
額

に
応

じ
て

当
該

有
利

子
負

債
額

の
実

績
額

に
係

る
利

子
率

の
実

績
率

を
加

重
平

均
し

て
算

定
し

た
率

（
記

載
注

意
）

報
酬

率
の

算
定

期
間

に
応

じ
て

年
度

別
の

欄
を

設
け

記
載

す
る

こ
と

。

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

事
業

報
酬

率

自
己

資
本

報
酬

率

項
　

目

開
発

費

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

株
式

交
付

費

項
　

目
平

成
2
5
年

度

社
債

発
行

費

第
３

表

控
除

収
益

明
細

表

（
単

位
：

千
円

）

備
考

《
項

目
別

明
細

表
》

（
１

）
第

５
条

第
２

項
関

係

　
　

[
遅

収
加

算
料

金
]

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
遅

収
率

(
％

)

　
　

[
地

帯
間

販
売

電
源

料
，

地
帯

間
販

売
送

電
料

，
他

社
販

売
電

源
料

，
他

社
販

売
送

電
料

]

（
単

位
：

千
円

）

備
考

地
帯

間
販

売
電

源
料

料
金

計

地
帯

間
販

売
送

電
料

料
金

計

他
社

販
売

電
源

料
料

金
計

他
社

販
売

送
電

料
料

金
計

　
　

[
託

送
収

益
]

（
単

位
：

千
円

）

備
考

　
　

〔
事

業
者

間
精

算
収

益
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

電
力

量
（

1
0

料
金

計

備
考

事
業

者
間

精
算

収
益

項
　

目

至
近

実
績

平
成

2
4
年

度
(
実

績
見

込
み

)
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
(
実

績
見

込
み

)

備
考

遅
収

加
算

料
金

電
灯

・
電

力
料

収
入

項
　

目
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

地
帯

間
販

売
電

力
料

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

原
価

算
定

期
間

計

原
価

算
定

期
間

計

電
力

量
（

1
0

電
力

量
（

1
0

他
社

販
売

電
力

料

項
　

目
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

そ
の

他
託

送
収

益

項
　

目
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

遅
収

加
算

料
金

地
帯

間
販

売
電

源
料

地
帯

間
販

売
送

電
料

他
社

販
売

電
源

料

託
送

収
益

事
業

者
間

精
算

収
益

他
社

販
売

送
電

料

電
気

事
業

雑
収

益

預
金

利
息

合
　

計
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―　　―25

　
　

〔
繰

延
償

却
資

産
〕

（
単

位
：

千
円

）

備
考

期
首

帳
簿

価
額

増
加

額

償
却

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

増
加

額

償
却

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

期
首

帳
簿

価
額

増
加

額

償
却

額

期
末

帳
簿

価
額

平
均

帳
簿

価
額

（
２

）
第

４
条

第
４

項
関

係

　
　

〔
報

酬
率

〕
（

単
位

：
％

）

平
成

1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
平

成
1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
適

用
率

備
考

す
べ

て
の

一
般

電
気

事
業

者
を

除
く

全
産

業
の

自
己

資
本

利
益

率
の

実
績

率
に

相
当

す
る

率

国
債

，
地

方
債

等
公

社
債

の
利

回
り

の
実

績
率

他
人

資
本

報
酬

率

す
べ

て
の

一
般

電
気

事
業

者
の

有
利

子
負

債
額

の
実

績
額

に
応

じ
て

当
該

有
利

子
負

債
額

の
実

績
額

に
係

る
利

子
率

の
実

績
率

を
加

重
平

均
し

て
算

定
し

た
率

（
記

載
注

意
）

報
酬

率
の

算
定

期
間

に
応

じ
て

年
度

別
の

欄
を

設
け

記
載

す
る

こ
と

。

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

事
業

報
酬

率

自
己

資
本

報
酬

率

項
　

目

開
発

費

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

株
式

交
付

費

項
　

目
平

成
2
5
年

度

社
債

発
行

費

第
３

表

控
除

収
益

明
細

表

（
単

位
：

千
円

）

備
考

《
項

目
別

明
細

表
》

（
１

）
第

５
条

第
２

項
関

係

　
　

[
遅

収
加

算
料

金
]

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
遅

収
率

(
％

)

　
　

[
地

帯
間

販
売

電
源

料
，

地
帯

間
販

売
送

電
料

，
他

社
販

売
電

源
料

，
他

社
販

売
送

電
料

]

（
単

位
：

千
円

）

備
考

地
帯

間
販

売
電

源
料

料
金

計

地
帯

間
販

売
送

電
料

料
金

計

他
社

販
売

電
源

料
料

金
計

他
社

販
売

送
電

料
料

金
計

　
　

[
託

送
収

益
]

（
単

位
：

千
円

）

備
考

　
　

〔
事

業
者

間
精

算
収

益
〕

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

電
力

量
（

1
0

料
金

計

備
考

事
業

者
間

精
算

収
益

項
　

目

至
近

実
績

平
成

2
4
年

度
(
実

績
見

込
み

)
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

項
　

目
至

近
実

績
平

成
2
4
年

度
(
実

績
見

込
み

)

備
考

遅
収

加
算

料
金

電
灯

・
電

力
料

収
入

項
　

目
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

地
帯

間
販

売
電

力
料

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

原
価

算
定

期
間

計

原
価

算
定

期
間

計

電
力

量
（

1
0

電
力

量
（

1
0

他
社

販
売

電
力

料

項
　

目
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

そ
の

他
託

送
収

益

項
　

目
平

成
2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
原

価
算

定
期

間
計

遅
収

加
算

料
金

地
帯

間
販

売
電

源
料

地
帯

間
販

売
送

電
料

他
社

販
売

電
源

料

託
送

収
益

事
業

者
間

精
算

収
益

他
社

販
売

送
電

料

電
気

事
業

雑
収

益

預
金

利
息

合
　

計
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―　　―26

　
　

[
電

気
事

業
雑

収
益

]

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

[
預

金
利

息
]

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
残

高
率

(
%
)

－
－

－

（
記

載
注

意
）

（
何

）
の

欄
に

は
，

預
金

に
つ

い
て

種
類

ご
と

に
記

載
す

る
こ

と
。

注
　

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と

す
る

こ
と

。

備
考

普
通

預
金

利
息

譲
渡

性
預

金
利

息

合
計

電
灯

・
電

力
料

収
入

適
用

金
利

(
％

）
平

成
2
6
年

度
適

用
金

利
(
％

）
平

成
2
7
年

度
適

用
金

利
(
％

）
原

価
算

定
期

間
計

合
　

計

項
 
目

至
近

実
績

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

適
用

金
利

(
％

）
平

成
2
5
年

度

供
給

雑
収

雑
口

受
託

工
事

益

広
告

料

受
託

運
転

益

器
具

販
売

益
－

－
－

違
約

金

諸
貸

付
料

－
－

－

原
価

算
定

期
間

計
備

考

契
約

超
過

金

項
 
目

至
近

実
績

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

様
式

第
３

　
（

第
６

条
第

３
項

関
係

）

（
単
位
：
千
円
）

水
力
発
電
費

火
力
発
電
費

原
子
力
発
電
費

計
計

計

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

合
計

（
記
載

注
意

）
１

　
固

有
の

欄
に

は
第

６
条

第
１

項
で

９
部

門
（

一
般

管
理
費
等
を
除
く
。
）
に
整
理
さ
れ
た
金
額
を
，
一
般
の
欄
に
は
第
６
条
第
２
項
又
は
第
５
項
で
一
般
管
理
費
等

か
ら
整
理
さ
れ
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）
内
に
は
，
電
源
線
に
係
る
費
用
を
内
数
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
８

部
門

整
理

表
（

１
）
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[
電

気
事

業
雑

収
益

]

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均

　
　

[
預

金
利

息
]

（
単

位
：

千
円

）

平
成

2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
3
年

度
平

均
残

高
率

(
%
)

－
－

－

（
記

載
注

意
）

（
何

）
の

欄
に

は
，

預
金

に
つ

い
て

種
類

ご
と

に
記

載
す

る
こ

と
。

注
　

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と

す
る

こ
と

。

備
考

普
通

預
金

利
息

譲
渡

性
預

金
利

息

合
計

電
灯

・
電

力
料

収
入

適
用

金
利

(
％

）
平

成
2
6
年

度
適

用
金

利
(
％

）
平

成
2
7
年

度
適

用
金

利
(
％

）
原

価
算

定
期

間
計

合
　

計

項
 
目

至
近

実
績

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

適
用

金
利

(
％

）
平

成
2
5
年

度

供
給

雑
収

雑
口

受
託

工
事

益

広
告

料

受
託

運
転

益

器
具

販
売

益
－

－
－

違
約

金

諸
貸

付
料

－
－

－

原
価

算
定

期
間

計
備

考

契
約

超
過

金

項
 
目

至
近

実
績

平
成

2
4
年

度
（

実
績

見
込

み
）

平
成

2
5
年

度
平

成
2
6
年

度
平

成
2
7
年

度

様
式

第
３

　
（

第
６

条
第

３
項

関
係

）

（
単
位
：
千
円
）

水
力
発
電
費

火
力
発
電
費

原
子
力
発
電
費

計
計

計

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

合
計

（
記
載

注
意

）
１

　
固

有
の

欄
に

は
第

６
条

第
１

項
で

９
部

門
（

一
般

管
理
費
等
を
除
く
。
）
に
整
理
さ
れ
た
金
額
を
，
一
般
の
欄
に
は
第
６
条
第
２
項
又
は
第
５
項
で
一
般
管
理
費
等

か
ら
整
理
さ
れ
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）
内
に
は
，
電
源
線
に
係
る
費
用
を
内
数
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
８

部
門

整
理

表
（

１
）
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様
式

第
３

　
（

第
６

条
第

３
項

関
係

）

（
単
位
：
千
円
）

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
費

送
 
 
電
 
 
費

変
 
 
電
 
 
費

計
計

計

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

償
却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

合
計

（
記
載

注
意

）
１

　
固

有
の

欄
に

は
第

６
条

第
１

項
で

９
部

門
（

一
般

管
理
費
等
を
除
く
。
）
に
整
理
さ
れ
た
金
額
を
，
一
般
の
欄
に
は
第
６
条
第
２
項
又
は
第
５
項
で
一
般
管
理
費
等

か
ら
整
理
さ
れ
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）
内
に
は
，
電
源
線
に
係
る
費
用
を
内
数
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
８

部
門

整
理

表
（

２
）

様
式

第
３

　
（

第
６

条
第

３
項

関
係

）

（
単
位
：
千
円
）

配
 
 
電
 
 
費

販
 
 
売
 
 
費

合
 
 
計

計
計

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

合
計

（
記
載

注
意

）
１

　
固

有
の

欄
に

は
第

６
条

第
１

項
で

９
部

門
（

一
般

管
理
費
等
を
除
く
。
）
に
整
理
さ
れ
た
金
額
を
，
一
般
の
欄
に
は
第
６
条
第
２
項
又
は
第
５
項
で
一
般
管
理
費
等

か
ら
整
理
さ
れ
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）
内
に
は
，
電
源
線
に
係
る
費
用
を
内
数
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
８

部
門

整
理

表
（

３
）
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様
式

第
３

　
（

第
６

条
第

３
項

関
係

）

（
単
位
：
千
円
）

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
費

送
 
 
電
 
 
費

変
 
 
電
 
 
費

計
計

計

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

償
却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

合
計

（
記
載

注
意

）
１

　
固

有
の

欄
に

は
第

６
条

第
１

項
で

９
部

門
（

一
般

管
理
費
等
を
除
く
。
）
に
整
理
さ
れ
た
金
額
を
，
一
般
の
欄
に
は
第
６
条
第
２
項
又
は
第
５
項
で
一
般
管
理
費
等

か
ら
整
理
さ
れ
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）
内
に
は
，
電
源
線
に
係
る
費
用
を
内
数
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
８

部
門

整
理

表
（

２
）

様
式

第
３

　
（

第
６

条
第

３
項

関
係

）

（
単
位
：
千
円
）

配
 
 
電
 
 
費

販
 
 
売
 
 
費

合
 
 
計

計
計

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

固
 
 
 
 
有

一
 
 
 
 
般

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

合
計

（
記
載

注
意

）
１

　
固

有
の

欄
に

は
第

６
条

第
１

項
で

９
部

門
（

一
般

管
理
費
等
を
除
く
。
）
に
整
理
さ
れ
た
金
額
を
，
一
般
の
欄
に
は
第
６
条
第
２
項
又
は
第
５
項
で
一
般
管
理
費
等

か
ら
整
理
さ
れ
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）
内
に
は
，
電
源
線
に
係
る
費
用
を
内
数
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

３
　
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
８

部
門

整
理

表
（

３
）
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様
式

第
４

　
（

第
６

条
第

４
項

関
係

）

（
単

位
：

千
円

）

高
圧

配
電

費
低

圧
配

電
費

需
要

家
費

給
電

費
一

般
販

売
費

合
 
 
 
 
計

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

給
電

費
非

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

給
電

費

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
（

貸
方

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
様

式
第

１
の

注
１

及
び

２
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 
配

電
費

・
販

売
費

整
理

表

様
式

第
５

　
（

第
８

条
第

１
項

，
第

２
項

関
係

）
第

１
表

（
単

位
：

千
円

）
水

力
発

電
費

の
う

ち
の

ア
ン

シ
ラ

リ
ー

サ
ー

ビ
ス

費
火

力
発

電
費

の
う

ち
の

ア
ン

シ
ラ

リ
ー

サ
ー

ビ
ス

費
総

送
電

費

計
計

計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
様

式
第

１
の

注
１

か
ら

３
ま

で
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

費
明

細
表

（
１

）
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様
式

第
４

　
（

第
６

条
第

４
項

関
係

）

（
単

位
：

千
円

）

高
圧

配
電

費
低

圧
配

電
費

需
要

家
費

給
電

費
一

般
販

売
費

合
 
 
 
 
計

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

給
電

費
非

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

給
電

費

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
（

貸
方

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
様

式
第

１
の

注
１

及
び

２
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 
配

電
費

・
販

売
費

整
理

表

様
式

第
５

　
（

第
８

条
第

１
項

，
第

２
項

関
係

）
第

１
表

（
単

位
：

千
円

）
水

力
発

電
費

の
う

ち
の

ア
ン

シ
ラ

リ
ー

サ
ー

ビ
ス

費
火

力
発

電
費

の
う

ち
の

ア
ン

シ
ラ

リ
ー

サ
ー

ビ
ス

費
総

送
電

費

計
計

計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
様

式
第

１
の

注
１

か
ら

３
ま

で
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

費
明

細
表

（
１

）
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様
式

第
５

　
（

第
８

条
第

１
項

，
第

２
項

関
係

）
第

１
表

（
単

位
：

千
円

）
受

電
用

変
電

サ
ー

ビ
ス

費
配

電
用

変
電

サ
ー

ビ
ス

費
高

圧
配

電
費

計
計

計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
様

式
第

１
の

注
１

か
ら

３
ま

で
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

費
明

細
表

（
２

）

様
式
第
５
　
（
第
８
条
第
１
項
，
第
２
項
関
係
）

第
１
表

（
単
位
：
千
円
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費

計
需
要
家
費

合
 
 
計

計
計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

合
計

（
記
載
注
意
）

 
 
 
 
様
式
第
１
の
注
１
か
ら
３
ま
で
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

費
明
細
表
（
３
）
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様
式

第
５

　
（

第
８

条
第

１
項

，
第

２
項

関
係

）
第

１
表

（
単

位
：

千
円

）
受

電
用

変
電

サ
ー

ビ
ス

費
配

電
用

変
電

サ
ー

ビ
ス

費
高

圧
配

電
費

計
計

計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
様

式
第

１
の

注
１

か
ら

３
ま

で
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

費
明

細
表

（
２

）

様
式
第
５
　
（
第
８
条
第
１
項
，
第
２
項
関
係
）

第
１
表

（
単
位
：
千
円
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費

計
需
要
家
費

合
 
 
計

計
計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

合
計

（
記
載
注
意
）

 
 
 
 
様
式
第
１
の
注
１
か
ら
３
ま
で
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

費
明
細
表
（
３
）
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様
式

第
５

　
（

第
８

条
第

１
項

，
第

２
項

関
係

）
第

２
表

（
単

位
：

千
円

）

水
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ｱ
ﾝ
ｼ
ﾗ
ﾘ
ｰ
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
費

火
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ｱ
ﾝ
ｼ
ﾗ
ﾘ
ｰ
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
費

総
原
子
力
発
電
費

総
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
費

計
計

計
計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
電

源
費

（
過

去
の

使
用

済
燃

料
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
に

限
る

。
）

他
社

購
入

電
源

費
（

過
去

の
使

用
済

燃
料

に
係

る
費

用
及

び
再

エ
ネ

特
措

法
交

付
金

相
当

額
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

に
限

る
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
電

源
料

（
過

去
の

使
用

済
燃

料
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
に

限
る

。
）

他
社

販
売

電
源

料
（

過
去

の
使

用
済

燃
料

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

に
限

る
。

）

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
１

．
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）

内
に

は
，

電
源

線
に

係
る

費
用

を
内

数
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。
 
 
２

．
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と

す
る

こ
と

。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

非
関

連
費

明
細

表
（

１
）

様
式

第
５

　
（

第
８

条
第

１
項

，
第

２
項

関
係

）
第

２
表

（
単

位
：

千
円

）
低
圧
配
電
費

非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費

合
 
 
 
 
計

計
計

計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
電

源
費

（
過

去
の

使
用

済
燃

料
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
に

限
る

。
）

他
社

購
入

電
源

費
（

過
去

の
使

用
済

燃
料

に
係

る
費

用
及

び
再

エ
ネ

特
措

法
交

付
金

相
当

額
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

に
限

る
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
電

源
料

（
過

去
の

使
用

済
燃

料
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
に

限
る

。
）

他
社

販
売

電
源

料
（

過
去

の
使

用
済

燃
料

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

に
限

る
。

）

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
１

．
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）

内
に

は
，

電
源

線
に

係
る

費
用

を
内

数
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。
 
 
２

．
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と

す
る

こ
と

。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

非
関

連
費

明
細

表
（

２
）
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様
式

第
５

　
（

第
８

条
第

１
項

，
第

２
項

関
係

）
第

２
表

（
単

位
：

千
円

）

水
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ｱ
ﾝ
ｼ
ﾗ
ﾘ
ｰ
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
費

火
力
発
電
費
の
う
ち
の
総
非
ｱ
ﾝ
ｼ
ﾗ
ﾘ
ｰ
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
費

総
原
子
力
発
電
費

総
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
発
電
費

計
計

計
計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
電

源
費

（
過

去
の

使
用

済
燃

料
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
に

限
る

。
）

他
社

購
入

電
源

費
（

過
去

の
使

用
済

燃
料

に
係

る
費

用
及

び
再

エ
ネ

特
措

法
交

付
金

相
当

額
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

に
限

る
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
電

源
料

（
過

去
の

使
用

済
燃

料
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
に

限
る

。
）

他
社

販
売

電
源

料
（

過
去

の
使

用
済

燃
料

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

に
限

る
。

）

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
１

．
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）

内
に

は
，

電
源

線
に

係
る

費
用

を
内

数
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。
 
 
２

．
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と

す
る

こ
と

。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

非
関

連
費

明
細

表
（

１
）

様
式

第
５

　
（

第
８

条
第

１
項

，
第

２
項

関
係

）
第

２
表

（
単

位
：

千
円

）
低
圧
配
電
費

非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
給
電
費

合
 
 
 
 
計

計
計

計

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

固
 
定

可
 
変

役
員

給
与

給
料

手
当

給
料

手
当

振
替

額
（

貸
方

）

退
職

給
与

金

厚
生

費

委
託

検
針

費

委
託

集
金

費

雑
給

燃
料

費

使
用

済
燃

料
再

処
理

等
発

電
費

廃
棄

物
処

理
費

特
定

放
射

性
廃

棄
物

処
分

費

消
耗

品
費

修
繕

費

水
利

使
用

料

補
償

費

賃
借

料

託
送

料

事
業

者
間

精
算

費

委
託

費

損
害

保
険

料

原
子

力
損

害
賠

償
支

援
機

構
一

般
負

担
金

普
及

開
発

関
係

費

養
成

費

研
究

費

諸
費

電
気

料
貸

倒
損

固
定

資
産

税

雑
税

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費

原
子

力
発

電
施

設
解

体
費

共
有

設
備

費
等

分
担

額

共
有

設
備

費
等

分
担

額
貸

方

地
帯

間
購

入
電

源
費

（
過

去
の

使
用

済
燃

料
に

係
る

費
用

を
除

く
。

）

地
帯

間
購

入
送

電
費

（
電

源
線

に
係

る
費

用
に

限
る

。
）

他
社

購
入

電
源

費
（

過
去

の
使

用
済

燃
料

に
係

る
費

用
及

び
再

エ
ネ

特
措

法
交

付
金

相
当

額
を

除
く

。
）

他
社

購
入

送
電

費
（

電
源

線
に

係
る

費
用

に
限

る
。

）

建
設

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

附
帯

事
業

営
業

費
用

分
担

関
連

費
振

替
額

（
貸

方
）

開
発

費

開
発

費
償

却

株
式

交
付

費

株
式

交
付

費
償

却

社
債

発
行

費

社
債

発
行

費
償

却

法
人

税
等

電
気

事
業

報
酬

地
帯

間
販

売
電

源
料

（
過

去
の

使
用

済
燃

料
に

係
る

収
益

を
除

く
。

）

地
帯

間
販

売
送

電
料

（
電

源
線

に
係

る
収

益
に

限
る

。
）

他
社

販
売

電
源

料
（

過
去

の
使

用
済

燃
料

に
係

る
収

益
を

除
く

。
）

他
社

販
売

送
電

料
（

電
源

線
に

係
る

収
益

に
限

る
。

）

合
計

（
記

載
注

意
）

 
 
１

．
託

送
料

，
減

価
償

却
費

及
び

電
気

事
業

報
酬

の
（

　
）

内
に

は
，

電
源

線
に

係
る

費
用

を
内

数
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。
 
 
２

．
そ

の
他

は
，

様
式

第
１

の
注

１
か

ら
３

ま
で

と
同

様
と

す
る

こ
と

。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

非
関

連
費

明
細

表
（

２
）
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様
式

第
６

（
第

９
条

第
３

項
関

係
） 最

大
電

力
延

契
約

電
力

尖
頭

時
責

任
電

力
（

１
０

３
ｋ

Ｗ
）

発
受

電
量

口
数

販
売

電
力

量

（
１

０
３
ｋ

Ｗ
）

（
１

０
３
ｋ

Ｗ
）

夏
 
 
期

冬
 
 
期

（
１

０
６
ｋ

Ｗ
ｈ

）
（

口
）

（
１

０
６
ｋ

Ｗ
ｈ

）

特
別

高
圧

需
要

－

高
圧

需
要

低
圧

需
要

合
計

　
（

注
）

　
上

記
は

い
ず

れ
も

原
価

算
定

期
間

に
お

け
る

各
年

度
の

平
均

値
。

な
お

，
販

売
電

力
量

に
つ

い
て

，
原

価
算

定
期

間
の

合
計

値
は

，
特

別
高

圧
需

要
6
0
,
1
6
6
百

万
k
W
h
，

　
　

　
　

　
高

圧
需

要
9
3
,
8
8
4
百

万
k
W
h
，

低
圧

需
要

8
5
,
9
8
0
百

万
k
W
h
。

様
式

第
６

の
２

（
第

９
条

の
２

第
３

項
関

係
）

最
大

電
力

尖
頭

時
責

任
電

力
（

１
０

３
ｋ

Ｗ
）

発
受

電
量

（
１

０
３
ｋ

Ｗ
）

夏
 
 
期

冬
 
 
期

（
１

０
６
ｋ

Ｗ
ｈ

）

特
別

高
圧

・
高

圧
需

要

低
圧

需
要

合
計

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

需
要

明
細

表

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

非
関

連
需

要
明

細
表

様
式
第
６
の
４
（
第
１
４
条
の
３
関

係
）

第
１
表

（
単

位
：

千
円

）

項
目

金
額

備
考

連
系

設
備

特
別

報
酬

額
・

送
配

電
部

門
電

気
事

業
報

酬
額

還
元

額

内
部

留
保

相
当

額
控

除
額

追
加

事
業

報
酬

額

 
 
原
価
算
定
期
間
を
，
平
成
２
５
年

４
月

か
ら

平
成

２
８

年
３

月
ま

で
の

３
年

と
し

て
算

定
し
た
。

（
記
載
注
意
）

　
　
送
配
電
部
門
電
気
事
業
報
酬
額

を
，

備
考

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。

追
加

事
業

報
酬

総
括

表
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様
式

第
６

（
第

９
条

第
３

項
関

係
） 最

大
電

力
延

契
約

電
力

尖
頭

時
責

任
電

力
（

１
０

３
ｋ

Ｗ
）

発
受

電
量

口
数

販
売

電
力

量

（
１

０
３
ｋ

Ｗ
）

（
１

０
３
ｋ

Ｗ
）

夏
 
 
期

冬
 
 
期

（
１

０
６
ｋ

Ｗ
ｈ

）
（

口
）

（
１

０
６
ｋ

Ｗ
ｈ

）

特
別

高
圧

需
要

－

高
圧

需
要

低
圧

需
要

合
計

　
（

注
）

　
上

記
は

い
ず

れ
も

原
価

算
定

期
間

に
お

け
る

各
年

度
の

平
均

値
。

な
お

，
販

売
電

力
量

に
つ

い
て

，
原

価
算

定
期

間
の

合
計

値
は

，
特

別
高

圧
需

要
6
0
,
1
6
6
百

万
k
W
h
，

　
　

　
　

　
高

圧
需

要
9
3
,
8
8
4
百

万
k
W
h
，

低
圧

需
要

8
5
,
9
8
0
百

万
k
W
h
。

様
式

第
６

の
２

（
第

９
条

の
２

第
３

項
関

係
）

最
大

電
力

尖
頭

時
責

任
電

力
（

１
０

３
ｋ

Ｗ
）

発
受

電
量

（
１

０
３
ｋ

Ｗ
）

夏
 
 
期

冬
 
 
期

（
１

０
６
ｋ

Ｗ
ｈ

）

特
別

高
圧

・
高

圧
需

要

低
圧

需
要

合
計

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

需
要

明
細

表

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

非
関

連
需

要
明

細
表

様
式
第
６
の
４
（
第
１
４
条
の
３
関

係
）

第
１
表

（
単

位
：

千
円

）

項
目

金
額

備
考

連
系

設
備

特
別

報
酬

額
・

送
配

電
部

門
電

気
事

業
報

酬
額

還
元

額

内
部

留
保

相
当

額
控

除
額

追
加

事
業

報
酬

額

 
 
原
価
算
定
期
間
を
，
平
成
２
５
年

４
月

か
ら

平
成

２
８

年
３

月
ま

で
の

３
年

と
し

て
算

定
し
た
。

（
記
載
注
意
）

　
　
送
配
電
部
門
電
気
事
業
報
酬
額

を
，

備
考

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。

追
加

事
業

報
酬

総
括

表
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様
式

第
６

の
４

（
第

１
４

条
の

３
関

係
）

第
２

表

（
単

位
：

千
円

）

名
称

区
間

又
は

所
在

地
金

額
名

称
金

額

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－ －

（
記

載
注

意
）

　
　

建
設

中
の

資
産

の
欄

に
は

，
第

１
４

条
の

３
第

３
項

（
沖

縄
電

力
に

あ
っ

て
は

，
第

１
９

条
の

１
４

第
３

項
）

の
建

設
中

の
も

の
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

連
系

設
備

特
別

報
酬

対
象

額

 
 
 
 
 
 
連

系
設

備
特

別
報

酬
対

象
額

明
細

表

－

建 設 中 の 資 産

－
－

－

－
－

－

連
系

設
備

関
連

周
辺

設
備

合
計

特 定 固 定 資 産

－
－

－

－
－

様
式

第
７

（
第

１
７

条
，

第
１

８
条

関
係

）
第

１
表

（
単

位
：

千
円

）

固
定

費
可

変
費

需
要

家
費

合
 
 
 
 
計

固
有

追
加

計
固

有
追

加
計

固
有

追
加

計
固

有
追

加
計

送
電

・
高

圧
配

電
関

連
費

送
電

・
高

圧
配

電
非

関
連

費
－

－
－

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
固

有
の

欄
に

は
第

１
０

条
第

１
項

第
１

号
又

は
第

２
号

で
整

理
さ

れ
た

固
有

固
定

費
，

固
有

可
変

費
及

び
固

有
需

要
家

費
を

，
追

加
の

欄
に

は
第

１
６

条
で

整
理

さ
れ

た
総

追
加

固
定

費
，

総
追

加
可

変
費

及
び

総
追

加
需

要
家

費
を

，
記

載
す

る
こ

と
。

第
２

表

（
単

位
：

千
円

）

固
定

費
可

変
費

需
要

家
費

合
 
 
 
 
計

固
有

追
加

計
固

有
追

加
計

固
有

追
加

計
固

有
追

加
計

低
圧

需
要

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
第

１
表

で
整

理
さ

れ
た

金
額

の
合

計
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

注
 
様

式
第

１
の

注
１

及
び

２
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

費
及

び
送

電
・

高
圧

配
電

非
関

連
費

計
算

表

 
 
 
 
 
 
原

価
等

集
計

表
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様
式

第
６

の
４

（
第

１
４

条
の

３
関

係
）

第
２

表

（
単

位
：

千
円

）

名
称

区
間

又
は

所
在

地
金

額
名

称
金

額

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－

－
－

－ －

（
記

載
注

意
）

　
　

建
設

中
の

資
産

の
欄

に
は

，
第

１
４

条
の

３
第

３
項

（
沖

縄
電

力
に

あ
っ

て
は

，
第

１
９

条
の

１
４

第
３

項
）

の
建

設
中

の
も

の
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

連
系

設
備

特
別

報
酬

対
象

額

 
 
 
 
 
 
連

系
設

備
特

別
報

酬
対

象
額

明
細

表

－

建 設 中 の 資 産

－
－

－

－
－

－

連
系

設
備

関
連

周
辺

設
備

合
計

特 定 固 定 資 産

－
－

－

－
－

様
式

第
７

（
第

１
７

条
，

第
１

８
条

関
係

）
第

１
表

（
単

位
：

千
円

）

固
定

費
可

変
費

需
要

家
費

合
 
 
 
 
計

固
有

追
加

計
固

有
追

加
計

固
有

追
加

計
固

有
追

加
計

送
電

・
高

圧
配

電
関

連
費

送
電

・
高

圧
配

電
非

関
連

費
－

－
－

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
固

有
の

欄
に

は
第

１
０

条
第

１
項

第
１

号
又

は
第

２
号

で
整

理
さ

れ
た

固
有

固
定

費
，

固
有

可
変

費
及

び
固

有
需

要
家

費
を

，
追

加
の

欄
に

は
第

１
６

条
で

整
理

さ
れ

た
総

追
加

固
定

費
，

総
追

加
可

変
費

及
び

総
追

加
需

要
家

費
を

，
記

載
す

る
こ

と
。

第
２

表

（
単

位
：

千
円

）

固
定

費
可

変
費

需
要

家
費

合
 
 
 
 
計

固
有

追
加

計
固

有
追

加
計

固
有

追
加

計
固

有
追

加
計

低
圧

需
要

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
第

１
表

で
整

理
さ

れ
た

金
額

の
合

計
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

注
 
様

式
第

１
の

注
１

及
び

２
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

 
 
 
 
 
 
送

電
・

高
圧

配
電

関
連

費
及

び
送

電
・

高
圧

配
電

非
関

連
費

計
算

表

 
 
 
 
 
 
原

価
等

集
計

表
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様
式

第
８

（
第

１
９

条
第

６
項

関
係

）
第

１
表

（
単

位
：

千
円

）

固
定

費
可

変
費

需
要

家
費

合
 
 
計

販
売

電
力

量
単

 
 
価

想
定

料
金

収
入

（
１

０
６
ｋ

Ｗ
ｈ

）
（

円
／

ｋ
Ｗ

ｈ
）

低
圧

需
要

（
記

載
注

意
）

 
 
 
 
様

式
第

１
の

注
１

及
び

２
と

同
様

と
す

る
こ

と
。

低
圧
需
要
原
価
等
と
料
金
収

入
の

比
較

表
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